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議案 

番号

1 平成２９年度千葉市一般会計補正予算（第５号） 別冊

2 平成２９年度千葉市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 別冊

3
平成２９年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算（第１
号）

別冊

4 平成２９年度千葉市公債管理特別会計補正予算（第１号） 別冊

5 平成２９年度千葉市下水道事業会計補正予算（第２号） 別冊

6 平成３０年度千葉市一般会計予算 別冊

7 平成３０年度千葉市国民健康保険事業特別会計予算 別冊

8 平成３０年度千葉市介護保険事業特別会計予算 別冊

9 平成３０年度千葉市後期高齢者医療事業特別会計予算 別冊

10 平成３０年度千葉市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 別冊

11 平成３０年度千葉市霊園事業特別会計予算 別冊

12 平成３０年度千葉市農業集落排水事業特別会計予算 別冊

13 平成３０年度千葉市競輪事業特別会計予算 別冊

14 平成３０年度千葉市地方卸売市場事業特別会計予算 別冊

15 平成３０年度千葉市都市計画土地区画整理事業特別会計予算 別冊

16 平成３０年度千葉市市街地再開発事業特別会計予算 別冊

17 平成３０年度千葉市動物公園事業特別会計予算 別冊

18 平成３０年度千葉市公共用地取得事業特別会計予算 別冊

19 平成３０年度千葉市学校給食事業特別会計予算 別冊

20 平成３０年度千葉市公債管理特別会計予算 別冊

21 平成３０年度千葉市病院事業会計予算 別冊

22 平成３０年度千葉市下水道事業会計予算 別冊

23 平成３０年度千葉市水道事業会計予算 別冊

24 千葉市職員退職手当支給条例等の一部改正について 1

25
特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に
ついて
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平成３０年第１回千葉市議会定例会議案件名

議　　　　案　　　　件　　　　名 頁



議案 

番号
議　　　　案　　　　件　　　　名 頁

26 千葉市指定難病審査会条例の制定について 9

27
千葉市病院における人員及び施設等に関する基準を定める条例の一部改
正について

11

28 千葉市国民健康保険条例の一部改正について 13

29 千葉市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 19

30 千葉市介護保険条例の一部改正について 21

31
千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を
定める条例等の一部改正について

23

32 心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正について 92

33
千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基
準を定める条例等の一部改正について

93

34
千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定め
る条例等の一部改正について

131

35
児童福祉法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい
て

150

36 千葉市消防関係手数料条例の一部改正について 152

37 千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 176

38 千葉市高原千葉村設置管理条例の廃止について 177

39 千葉市環境関係手数料条例の一部改正について 178

40 千葉市環境保全条例の一部改正について 180

41 千葉市社会福祉審議会条例の一部改正について 181

42 交通遺児等に手当を支給する条例の廃止について 183

43 千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について 185

44 千葉市特別会計設置条例の一部改正について 186

45 千葉都市計画小中台土地区画整理事業施行規程の廃止について 187

46 千葉市営住宅条例の一部改正について 188

47
千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正
について

191

48
建築基準法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい
て

200

49 千葉市都市公園条例の一部改正について 201



議案 

番号
議　　　　案　　　　件　　　　名 頁

50
土地の取得について（（仮称）千葉公園ドーム及び（仮称）千葉公園体育館
の用地）

204

51 指定管理者の指定について（稲毛海浜公園花の美術館ほか３施設） 208

52 包括外部監査契約について 210

53 市道路線の認定及び廃止について 211



議案第２４号 

千葉市職員退職手当支給条例等の一部改正について 

千葉市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例を次のとおり制

定するものとする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例 

（千葉市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第１条 千葉市職員退職手当支給条例（昭和２４年千葉市条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

第８条第５項中「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団

体の事務を同法第５条第１項に規定する適用事業と」を削り、「高年

齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第２号中「第 

３７条の４第３項前段」を「第３７条の４第３項」に改め、同条第６

項中「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同

法第５条第１項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険

者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第１０項中第３号を第４号と

し、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２）その者が次のいずれかに該当する場合 

ア 特定退職者であって、雇用保険法第２４条の２第１項各号に

掲げる者に相当する者として市長が別に定める者のいずれかに

該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就

職を促進するために必要な職業安定法（昭和２２年法律第  

１４１号）第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当

であると認めたもの 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める

理由により就職が困難な者であって、同法第２４条の２第１項

第２号に掲げる者に相当する者として市長が別に定める者に該

当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職

を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職
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業指導を行うことが適当であると認めたもの 

第８条第１１項中「又は広域求職活動費」を「又は求職活動支援費」

に改め、同項第５号中「公共職業安定所」の次に「、職業安定法第４

条第８項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第１８条の２に規

定する職業紹介事業者」を加え、同項第６号を次のように改める。 

（６）求職活動に伴い雇用保険法第５９条第１項各号のいずれかに該

当する行為をする者 同条第２項に規定する求職活動支援費の額

に相当する金額 

第８条第１５項中「規定は、」の次に「第５項又は第６項の規定に

よる退職手当の支給を受けることができる者（第５項又は第６項の規

定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に

係る退職の日の翌日から起算して１年を経過していないものを含む。）

及び」を加え、「これら」を「第７項又は第８項」に改める。 

附則第４項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に改め

る。 

附則第７項の表第６条の４第４項第１号及び第４号の項中「及び第

４号」を削り、「２４年以下」を「４年以下」に、「２５年未満」を

「５年未満」に改め、同表第６条の４第４項第２号の項中「４年以下」

を「零の」に、「５年未満」を「１年未満の」に改め、同表第６条の

４第４項第３号の項中「零の」を「２４年以下」に、「１年未満の」

を「２５年未満」に改め、同表第６条の４第４項第５号の項中「第６

条の４第４項第５号」を「第６条の４第４項第４号」に改める。 

附則第１２項中「県退職手当条例の規定により計算した退職手当の

額」の次に「に８７分の８３．７を乗じて得た額」を加える。 

附則に次の１項を加える。 

14 平成３４年３月３１日以前に退職した職員に対する第８条第１０

項の規定の適用については、同項中「第２８条まで」とあるのは

「第２８条まで及び附則第５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険

法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職

が困難な者であって、同法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に

相当する者として市長が別に定める者に該当し、かつ、市長が同項
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に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業

安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると 

           「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定す 

            ウ 特定退職者であって、雇用保険法附 

る厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法 

則第５条第１項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第 

第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者として市長が別 

２４条の２第１項に規定する指導基準に照らして再就職を促進する 

に定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照ら 

ために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うこ 

して再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定 

とが適当であると認めたもの（アに掲げる者を除く。） 

する職業指導を行うことが適当であると認めたもの  」 

（千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 千葉市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（平成１８

年千葉市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に、

「１０４分の８７」を「１０４分の８３．７」に改める。 

（千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 千葉市水道局の職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和

５０年千葉市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第１６条第６項中「、その者が退職の際勤務していた当該水道事業

を同法第５条第１項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被

保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第８項中「広域求職活動

費」を「求職活動支援費」に改める。 

（千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 千葉市病院局の職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成

２３年千葉市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２２条第６項中「、その者が退職の際勤務していた当該病院事業

を同法第５条第１項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被

保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第８項中「広域求職活動

認めたもの」とあるのは 

とする。 
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費」を「求職活動支援費」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 退職職員（退職した千葉市職員退職手当支給条例第１条に規定する

職員をいう。以下同じ。）であって、退職職員が退職の際勤務してい

た当該地方公共団体の事務を雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）

第５条第１項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一

部を改正する法律（平成２８年法律第１７号）第２条の規定による改

正前の雇用保険法第６条第１号に掲げる者に該当するものにつき、第

１条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例（以下「新条

例」という。）第８条第５項又は第６項の勤続期間を計算する場合に

おける千葉市職員退職手当支給条例第７条の規定の適用については、

同条第１項中「在職期間」とあるのは「在職期間（雇用保険法等の一

部を改正する法律（平成２８年法律第１７号）の施行の日（以下この

項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。）前の在職

期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員とし

ての引き続いた在職期間）」と、同条第２項中「月数」とあるのは

「月数（雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、

雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの

月数（退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、

零））」とする。 

３ 新条例第８条第１０項（第２号に係る部分に限り、新条例附則第 

１４項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定は、退

職職員であって千葉市職員退職手当支給条例第８条第１項第２号に規

定する所定給付日数から同項に規定する待機日数を減じた日数分の同

項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法の規定を適用した

場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日

数分の同条第３項の退職手当の支給を受け終わった日が平成２９年４

月１日以後であるものについて適用する。 
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４ 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２９年

法律第１４号）第４条の規定による改正後の職業安定法（昭和２２年

法律第１４１号。以下この項において「改正後職業安定法」という。）

第４条第８項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第 

１８条の２に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたもの

に対する新条例第８条第１１項（第５号に係る部分に限り、同条第 

１５項において準用する場合を含む。）の規定は、当該退職職員が当

該紹介により職業に就いた日が平成３０年１月１日以後である場合に

ついて適用する。 

５ 新条例第８条第１１項（第６号に係る部分に限り、同条第１５項に

おいて準用する場合を含む。）の規定は、退職職員であって求職活動

に伴い平成２９年１月１日以後に同号に規定する行為（当該行為に関

し、第１条の規定による改正前の千葉市職員退職手当支給条例（以下

この項及び附則第７項において「旧条例」という。）第８条第１１項

第６号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている

場合における当該行為を除く。）をしたもの（平成２８年１月１日か

ら同年１２月３１日までの間に旧条例第８条第５項又は第６項の規定

による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって平

成２９年１月１日以後に新条例第８条第５項から第８項までの規定に

よる退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除

く。）について適用し、退職職員であって同日前に公共職業安定所の

紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求

職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 

６ 新条例第８条第１５項において準用する同条第１１項（第４号に係

る部分に限る。）の規定は、退職職員であって平成２９年１月１日以

後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって同日前に職

業に就いたものに対する千葉市職員退職手当支給条例第８条第１１項

第４号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、

なお従前の例による。 

７ 平成２９年１月１日前に旧条例第８条第５項又は第６項の規定によ

る退職手当の支給を受けることができる者となった者（同日以後に新
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条例第８条第５項から第８項までの規定による退職手当の支給を受け

ることができる者となった者を除く。）に対する千葉市職員退職手当

支給条例第８条第１１項第５号に掲げる移転費に相当する退職手当の

支給については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

国家公務員の退職手当の見直しに準じ、職員の退職手当の支給水準

を引き下げるほか、規定の整備を図るため、条例の一部を改正しよう

とするものであります。 
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議案第２５号 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部

改正について 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和３１

年千葉市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

附則第１４項中「平成２９年８月１日から平成３０年３月３１日まで」

を「平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで」に、「１００

分の２０」を「１００分の１５」に、「１００分の１０」を「１００分

の７」に改める。 

附則第１５項から第１７項までの規定中「平成２９年８月１日から平

成３０年３月３１日まで」を「平成３０年４月１日から平成３１年３月

３１日まで」に、「１００分の１０」を「１００分の７」に改める。 

附則第１８項中「平成２９年８月１日から平成３０年３月３１日まで」

を「平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで」に、「１００

分の５０」を「１００分の２０」に、「１００分の３０」を「１００分

の１０」に改める。 

附則第１９項から第２１項までの規定中「平成２９年８月１日から平

成３０年３月３１日まで」を「平成３０年４月１日から平成３１年３月

３１日まで」に、「１００分の１５」を「１００分の５」に改める。 

附則第２３項から第２７項までの規定中「平成３０年３月３１日」を

「平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日」に改める。 

別表第１市長の項中「１，３００，０００円」を「１，３１７，  

０００円」に改め、同表副市長の項中「１，０５０，０００円」を「１，

０６４，０００円」に改め、同表常勤の監査委員の項中「７４０，  
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０００円」を「７５０，０００円」に改め、同表病院事業管理者の項中

「９９０，０００円」を「１，００３，０００円」に改め、同表教育長

の項中「７７０，０００円」を「７８０，０００円」に改め、同表議会

議員のうちから選任された監査委員の項中「６７，０００円」を「６８，

０００円」に改め、同表識見を有する者のうちから選任された非常勤の

監査委員の項中「２５８，０００円」を「２６０，０００円」に改め、

同表固定資産評価員の項中「２３５，０００円」を「２３７，０００円」

に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

特別職報酬等審議会の答申に基づき特別職の職員の給料等を改定す

るとともに、市長等の給与の減額措置について見直し、継続するため、

条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第２６号 

千葉市指定難病審査会条例の制定について 

 千葉市指定難病審査会条例を次のとおり制定するものとする。 

  平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市指定難病審査会条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 

２６年法律第５０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定によ

り設置する千葉市指定難病審査会（以下「審査会」という。）に関し、

法及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則（平成２６年

厚生労働省令第１２１号）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

（所掌事務） 

第２条 審査会は、法第７条第２項の規定による審査のほか、同条第１

項の支給認定に関し、市長が必要と認める事項について審議を行う。 

（組織） 

第３条 審査会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

 （会議） 

第４条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。 

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

４ 委員は、書面をもって、議決権を行使することができる。 

５ 前項の規定により議決権を行使する者は、第２項及び第３項の規定

の適用については、出席したものとみなす。 
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（関係者の出席等） 

第５条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明  

地方自治法施行令の一部改正に伴い、難病の患者に対する医療等に

関する法律に基づき設置する指定難病審査会の組織、運営等に関し必

要な事項を定めるため、条例を制定しようとするものであります。 
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議案第２７号 

千葉市病院における人員及び施設等に関する基準を定める条例の

一部改正について 

千葉市病院における人員及び施設等に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市病院における人員及び施設等に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

千葉市病院における人員及び施設等に関する基準を定める条例（平成

２７年千葉市条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

題名中「における」を「及び療養病床を有する診療所の」に改める。 

第１条中「第２１条第１項」の次に「及び第２項」を加え、「病院の」

を「病院及び療養病床を有する診療所の」に改める。 

第３条第１項第５号及び第６号中「実情」を「実状」に改める。 

第４条の次に次の２条を加える。 

（療養病床を有する診療所の人員の基準） 

第５条 法第２１条第２項第１号の条例で定める療養病床を有する診療

所の従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各

号に定める員数とする。 

（１）看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が４又

はその端数を増すごとに１ 

（２）看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が４又はその端

数を増すごとに１ 

（３）事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた

適当数 

２ 第３条第２項の規定は、前項第１号及び第２号に掲げる事項につい

て準用する。 

（療養病床を有する診療所の施設の基準） 

第６条 法第２１条第２項第３号の条例で定める施設については、第４
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条第２号から第４号までの規定を準用する。 

附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 平成１３年３月１日前に開設されている診療所の建物（同日前から

存するもの（同日において基本的な構造設備が完成しているものを含

み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）に

限る。）内の医療法等の一部を改正する法律（平成１２年法律第  

１４１号）による改正前の医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１

条の５第３項に規定する療養型病床群に係る病床であって、医療法施

行規則等の一部を改正する省令（平成１３年厚生労働省令第８号）第

８条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令

（平成１０年厚生省令第３５号）附則第６条の規定の適用を受けてい

るものを有する診療所（同日以後に新築され、増築され、又は全面的

に改築された部分に療養病床を有するものを除く。）のうち、この条

例による改正後の第６条において準用する第４条第２号から第４号ま

での規定に適合しない診療所については、当該規定は適用しない。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

地方自治法施行令の一部改正に伴い、療養病床を有する診療所の人

員及び施設に関する基準を定めるほか、規定の整備を図るため、条例

の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第２８号 

千葉市国民健康保険条例の一部改正について 

千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 千葉市国民健康保険条例（昭和６１年千葉市条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

 目次中「行う国民健康保険」の次に「の事務」を加え、「国民健康保

険運営協議会」を「千葉市国民健康保険運営協議会」に改める。 

 「第１章 本市が行う国民健康保険」を「第１章 本市が行う国民健

康保険の事務」に改める。 

 第１条（見出しを含む。）中「国民健康保険」の次に「の事務」を加

える。 

 「第２章 国民健康保険運営協議会」を「第２章 千葉市国民健康保

険運営協議会」に改める。 

 第２条の見出しを「（千葉市国民健康保険運営協議会）」に改め、同

条中「国民健康保険運営協議会」を「協議会」に改め、同条を同条第２

項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

  本市が国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」と

いう。）第１１条第２項の規定に基づき設置する国民健康保険事業の

運営に関する協議会は、千葉市国民健康保険運営協議会（次項におい

て「協議会」という。）とする。 

第５条中「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」

という。）」を「法」に改める。 

第９条中「被保険者である世帯主及びその」を「世帯主の」に、「第

２９条の７第１項」を「第２９条の７第１項第１号」に、「同項に規定

する後期高齢者支援金等賦課額」を「政令第２９条の７第１項第２号に

規定する後期高齢者支援金等賦課額」に、「同項に規定する介護納付金
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賦課被保険者」を「政令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付

金賦課被保険者」に、「同項に規定する介護納付金賦課額」を「同号に

規定する介護納付金賦課額」に改める。 

第１０条各号を次のように改める。 

（１）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）

の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並

びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、

療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び

高額介護合算療養費の支給に要する費用（一般被保険者に係るも

のに限る。）の額 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第２２条の規定により読み

替えられた法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金を

いう。以下この条において同じ。）の納付に要する費用（千葉県

が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、千葉県の

国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保

法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」

という。）、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等

（以下「病床転換支援金等」という。）及び介護保険法（平成９

年法律第１２３号）の規定による納付金（以下「介護納付金」と

いう。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額 

ウ 法第８１条の２第４項の財政安定化基金拠出金の納付に要する

費用の額 

エ 法第８１条の２第９項第２号に規定する財政安定化基金事業借

入金の償還に要する費用の額  

オ 保健事業に要する費用の額 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の

執行に要する費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の

給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する

額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保

険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、
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高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並び

に千葉県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用（千葉県の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支

援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用の額を除く。） 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法第７４条の規定による補助金の額 

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用（千葉県の国民健康保険に関する特別会計において負

担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の

納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同

じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けられ

る貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係る

ものを除く。）の額 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（エ

において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。）（退職

被保険者等の療養の給付等に要する費用（法附則第２２条の規定

により読み替えられた法第７０条第１項に規定する療養の給付等

に要する費用をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）の額 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の

執行に要する費用を除く。）のための収入（法附則第９条第１項

の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項の規定による

繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の

療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）を除く。）の額 

 第１３条第１項第２号中「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度

の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改め、同

項第３号ア中「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」に、

「世帯の見込数」を「世帯の数等を勘案して算定した数」に、「見込数
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に」を「数に」に改める。 

第１７条の２各号を次のように改める。 

（１）当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（千葉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分

であって、千葉県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに

限る。次号において同じ。） 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付け

られる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条

第１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項の規定

による繰入金を除く。）の額 

 第１７条の５第１項第２号中「初日」を「前年度及びその直前の２箇

年度の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」に改め、

同項第３号ア中「初日」を「前年度及びその直前の２箇年度の各年度」

に、「属する世帯の見込数」を「属する世帯の数等を勘案して算定した

数」に、「見込数に」を「数に」に改める。 

第１８条各号を次のように改める。 

（１）当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（千葉県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。） 

（２）当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定

により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付け

られる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に
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係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条

第１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項の規定

による繰入金を除く。）の額 

 第２１条第１項第２号及び第３号中「初日」を「前年度及びその直前

の２箇年度の各年度」に、「見込数」を「数等を勘案して算定した数」

に改める。 

 第２６条第１項第２号中「２７０，０００円」を「２７５，０００円」

に改め、同項第３号中「４９０，０００円」を「５００，０００円」に

改める。 

 第２６条の３第２項中「届出は」を「届出に当たり」に、「を添付し

て行わなければ」を「の添付を求められた場合においては、これを添付

しなければ」に改める。 

附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第９条、第１０条第１号及び第２号、第 

１３条第１項第２号及び第３号、第１７条の２第１号及び第２号、第

１７条の５第１項第２号及び第３号、第１８条第１号及び第２号、第

２１条第１項第２号及び第３号並びに第２６条第１項第２号及び第３

号の規定は、平成３０年度以後の年度に係る保険料について適用し、

平成２９年度以前の年度に係る保険料については、なお従前の例によ

る。 

３ この条例による改正後の第２６条の３第２項の規定は、この条例の

施行の日以後の特例対象被保険者等に係る届出について適用し、同日

前の特例対象被保険者等に係る届出については、なお従前の例による。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

国民健康保険法及び国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険

料の基礎賦課総額等の算定基準を改めるとともに、低所得者に対する

保険料軽減措置を拡大するほか、所要の改正を行うため、条例の一部

を改正しようとするものであります。 
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議案第２９号 

千葉市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

千葉市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定するものとする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 千葉市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年千葉市条例第１２号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第２号中「第５５条第１項」の次に「（法第５５条の２第２項

において準用する場合を含む。）」を加え、「病院等（同項」を「病院

等（法第５５条第１項」に改め、同条第３号中「第５５条第２項第１号」

の次に「（法第５５条の２第２項において準用する場合を含む。）」を

加え、同条第４号中「第５５条第２項第２号」の次に「（法第５５条の

２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、同条に次の１号を

加える。 

（５）法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１１６条の２第１

項及び第２項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所

を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険

者 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、後期高齢者医

療保険に移行する際に国民健康保険の住所地特例の適用を受けている

県外の施設入所者等を保険料を徴収する被保険者とするため、条例の

一部を改正しようとするものであります。 

20



 

議案第３０号 

千葉市介護保険条例の一部改正について 

千葉市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

千葉市介護保険条例の一部を改正する条例 

 千葉市介護保険条例（平成１２年千葉市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条中「平成２７年度」を「平成３０年度」に、「平成２９年度」

を「平成３２年度」に改め、同条第１号中「３０，９００円」を「３１，

８００円」に改め、同条第２号中「４０，１７０円」を「４１，３４０

円」に改め、同条第３号中「４６，３５０円」を「４７，７００円」に

改め、同条第４号中「５５，６２０円」を「５７，２４０円」に改め、

同条第５号中「６１，８００円」を「６３，６００円」に改め、同条第

６号中「６４，８９０円」を「６６，７８０円」に改め、同号ア中「合

計所得金額（」を「当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得

金額（」に改め、「規定する合計所得金額」の次に「（租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第 

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第

１項、第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する特別控除額を控除し

て得た額とする。）」を加え、同条第７号中「６７，９８０円」を 

「６９，９６０円」に改め、同号ア中「合計所得金額」を「当該保険料

の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額」に改め、同条第８号中

「７７，２５０円」を「７９，５００円」に改め、同号ア中「合計所得

金額」を「当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額」に

改め、同条第９号中「９２，７００円」を「９５，４００円」に改め、

同号ア中「合計所得金額」を「当該保険料の賦課期日の属する年の前年

の合計所得金額」に改め、同条第１０号中「１０８，１５０円」を 
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「１１１，３００円」に改め、同号ア中「合計所得金額」を「当該保険

料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額」に改め、同条第１１号

中「１２３，６００円」を「１２７，２００円」に改め、同号ア中「合

計所得金額」を「当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金

額」に改め、同条第１２号中「１３９，０５０円」を「１４３，１００

円」に改め、同号ア中「合計所得金額」を「当該保険料の賦課期日の属

する年の前年の合計所得金額」に改め、同条第１３号中「１４８，  

３２０円」を「１５２，６４０円」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度における保険料率は、

同号の規定にかかわらず、２８，６２０円とする。 

附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第３条の規定は、平成３０年度以後の年度

に係る保険料率の算定について適用し、平成２９年度以前の年度に係

る保険料率の算定については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  平成３０年度から平成３２年度までの第１号被保険者の保険料率を

定めるとともに、介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を

行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３１号 

千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部改正について 

千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正する条例 

 （千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正） 

第１条 千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６６号）の一部を次の

ように改正する。 

  目次中 

「第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第４２条―第 

４６条）                    」 

 「第５節 共生型居宅サービスに関する基準（第４１条の２・第 

４１条の３） 

  第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（第４２条―第 

４６条）                    」 

 「第５節 削除                      」を 

「第５節 共生型居宅サービスに関する基準（第１１３条―第 

１３０条）                   」 

「第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（第１８１条―第 

１８７条）                   」 

 「第６節 共生型居宅サービスに関する基準（第１８０条の２・ 

第１８０条の３） 

  第７節 基準該当居宅サービスに関する基準（第１８１条―第 

１８７条）                   」 

に、 

を 

を 

に、 

に 
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 改める。 

  第１条中「第４２条第１項第２号」の次に「、第７２条の２第１項

第１号及び第２号」を加える。 

  第２条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

 （７）共生型居宅サービス 法第７２条の２第１項の申請に係る法第

４１条第１項本文に規定する指定を受けた者による指定居宅サー

ビスをいう。 

第１０条中「居宅介護支援事業者」の次に「（法第８条第２４項に

規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。）」を加える。 

第１４条第１項中「提供する者」の次に「（以下「居宅介護支援事

業者等」という。）」を加える。 

第２８条第３項中「の各号」を削り、同項第２号の次に次の１号を

加える。 

 （２）の２ 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当

たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身

の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。 

  第３５条の次に次の１条を加える。 

  （不当な働きかけの禁止） 

 第３５条の２ 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は

変更に関し、指定居宅介護支援事業所（千葉市指定居宅介護支援等

条例第４条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第 

１６４条第２項において同じ。）の介護支援専門員又は居宅要介護

被保険者（法第４１条第１項に規定する居宅要介護被保険者をい

う。）に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求

めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。 

  第２章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

     第５節 共生型居宅サービスに関する基準 

  （共生型訪問介護の基準） 

 第４１条の２ 訪問介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び

次条において「共生型訪問介護」という。）の事業を行う指定居宅

介護事業者（千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及
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び運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６８号。

以下この条、第１１３条及び第１８０条の２において「千葉市指定

障害福祉サービス等条例」という。）第５条第１項に規定する指定

居宅介護事業者をいう。）及び重度訪問介護（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第  

１２３号。以下この条及び第１８０条の２において「障害者総合支

援法」という。）第５条第３項に規定する重度訪問介護をいう。第

１号において同じ。）に係る指定障害福祉サービス（障害者総合支

援法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第１

号において同じ。）の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき

基準は、次のとおりとする。 

 （１）指定居宅介護事業所（千葉市指定障害福祉サービス等条例第５

条第１項に規定する指定居宅介護事業所をいう。）又は重度訪問

介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行

う事業所（以下この号において「指定居宅介護事業所等」とい

う。）の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する

指定居宅介護（千葉市指定障害福祉サービス等条例第４条第１項

に規定する指定居宅介護をいう。）又は重度訪問介護（以下この

号において「指定居宅介護等」という。）の利用者の数を指定居

宅介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であ

るとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とさ

れる数以上であること。 

 （２）共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。 

  （準用） 

 第４１条の３ 第４条、第５条（第１項を除く。）及び第６条並びに

前節の規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合

において、第５条第２項中「利用者（」とあるのは「利用者（共生

型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定

障害福祉サービスの利用者をいい、」と、「指定訪問介護及び」と
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あるのは「共生型訪問介護及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係

る指定障害福祉サービス並びに」と読み替えるものとする。 

  第５８条中「及び第３１条」を「、第３１条から第３５条まで及び

第３６条」に改める。 

  第６２条中「第３６条まで」を「第３５条まで、第３６条」に、

「第３章第４節」を「前節」に改める。 

  第６４条第５項中「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」を

「指定複合型サービス事業者」に、「第１９１条第１０項」を「第 

１９１条第１４項」に改める。 

  第６８条第１項中「居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者」を「居宅介護支援事業者等」に改める。 

  第７８条中「第３１条から」の次に「第３５条まで、第３６条から」

を加える。 

  第８０条第１項中「、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この章において「理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。）を置かなければなら

ない」を「置くべき従業者の員数は、次のとおりとする」に改め、同

項に次の各号を加える。 

 （１）医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために

必要な１以上の数 

 （２）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １以上 

  第８０条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項

とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 前項第１号の医師は、常勤でなければならない。 

  第８１条第１項中「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施

設又は介護医療院」に改める。 

  第８９条中「、看護職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相

当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護

師又は准看護師をいう。次条第１項及び第９４条第３項において同

じ。）」を削る。 

  第９０条第１項第１号イ中「、看護職員」を削り、同項第３号を削
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る。 

  第９１条第１項中「、薬局又は指定訪問看護ステーション等」を

「又は薬局」に改める。 

  第９４条第１項第１号中「居宅介護支援事業者等」を「居宅介護支

援事業者」に改め、同条第３項を削る。 

  第９５条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

 （５）通常の事業の実施地域 

  第１１２条中「第３３条から」の次に「第３５条まで、第３６条か

ら」を加える。 

  第７章第５節を次のように改める。 

     第５節 共生型居宅サービスに関する基準 

  （共生型通所介護の基準） 

 第１１３条 通所介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次

条において「共生型通所介護」という。）の事業を行う指定生活介

護事業者（千葉市指定障害福祉サービス等条例第７９条第１項に規

定する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）

事業者（千葉市指定障害福祉サービス等条例第１４２条第１項に規

定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練

（生活訓練）事業者（千葉市指定障害福祉サービス等条例第１５２

条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、

指定児童発達支援事業者（千葉市指定通所支援の事業等の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第 

７４号。以下この条において「千葉市指定通所支援条例」という。）

第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として

重症心身障害児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条

第２項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同

じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支援（千葉市指定通

所支援条例第４条に規定する指定児童発達支援をいう。第１号にお

いて同じ。）を提供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイサ

ービス事業者（千葉市指定通所支援条例第７２条第１項に規定する

指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児
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を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス（千葉市指定

通所支援条例第７１条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。

第１号において同じ。）を提供する事業者を除く。）が当該事業に

関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

 （１）指定生活介護事業所（千葉市指定障害福祉サービス等条例第 

７９条第１項に規定する指定生活介護事業所をいう。）、指定自

立訓練（機能訓練）事業所（千葉市指定障害福祉サービス等条例

第１４２条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所を

いう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業所（千葉市指定障害福

祉サービス等条例第１５２条第１項に規定する指定自立訓練（生

活訓練）事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（千葉市指

定通所支援条例第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業所

をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業所（千葉市指定通

所支援条例第７２条第１項に規定する指定放課後等デイサービス

事業所をいう。）（以下この号において「指定生活介護事業所等」

という。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供

する指定生活介護（千葉市指定障害福祉サービス等条例第７８条

に規定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）

（千葉市指定障害福祉サービス等条例第１４１条に規定する指定

自立訓練（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）

（千葉市指定障害福祉サービス等条例第１５１条に規定する指定

自立訓練（生活訓練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定放

課後等デイサービス（以下この号において「指定生活介護等」と

いう。）の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所

介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生

活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

 （２）共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。 

  （準用） 

 第１１４条 第８条から第１７条まで、第１９条、第２１条、第２６
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条、第２７条、第３３条から第３５条まで、第３６条から第３８条

まで、第４０条、第５５条、第９８条、第１００条及び第１０１条

第４項並びに前節（第１１２条を除く。）の規定は、共生型通所介

護の事業について準用する。この場合において、第８条第１項中

「第２９条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程（第１０６

条に規定する運営規程をいう。第３３条において同じ。）」と、

「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業

者（以下「共生型通所介護従業者」という。）」と、第２７条及び

第３３条中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」

と、第１０１条第４項中「前項ただし書の場合（指定通所介護事業

者が第１項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護

以外のサービスを提供する場合に限る。）」とあるのは「共生型通

所介護事業者が共生型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深

夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第１０４

条第２号、第１０５条第５項並びに第１０７条第３項及び第４項中

「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第 

１１１条第２項第２号中「次条において準用する第１９条第２項」

とあるのは「第１９条第２項」と、同項第３号中「次条において準

用する第２６条」とあるのは「第２６条」と、同項第４号中「次条

において準用する第３７条第２項」とあるのは「第３７条第２項」

と読み替えるものとする。 

 第１１５条から第１３０条まで 削除 

  第１３４条中「第３６条まで」を「第３５条まで、第３６条」に改

める。 

  第１３７条第１項ただし書中「介護老人保健施設」の次に「又は介

護医療院」を加える。 

  第１４１条第１項中「作業療法士」の次に「若しくは言語聴覚士」

を加える。 

  第１４７条第４項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」

を加える。 

  第１５２条第２項中「居宅介護支援事業者その他保健医療サービス
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又は福祉サービスを提供する者」を「居宅介護支援事業者等」に改め

る。 

  第１６４条第２項中「（千葉市指定居宅介護支援等条例第４条第１

項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。）」を削る。 

  第１６７条中「第３３条から」の次に「第３５条まで、第３６条か

ら」を加える。 

  第１８７条中「第３６条まで」を「第３５条まで、第３６条」に、

「第１６６条中「次条」とあるのは「第１８７条」を「第１６６条第

２項第２号中「次条において準用する第１９条第２項」とあるのは

「第１９条第２項」と、同項第４号中「次条において準用する第２６

条」とあるのは「第２６条」と、同項第５号中「次条において準用す

る第３７条第２項」とあるのは「第３７条第２項」と、同項第６号中

「次条において準用する第３９条第２項」とあるのは「第３９条第２

項」に改める。 

  第９章中第６節を第７節とし、第５節の次に次の１節を加える。 

     第６節 共生型居宅サービスに関する基準 

  （共生型短期入所生活介護の基準） 

 第１８０条の２ 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス（以下

この条及び次条において「共生型短期入所生活介護」という。）の

事業を行う指定短期入所事業者（千葉市指定障害福祉サービス等条

例第１０２条第１項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障

害者支援施設（障害者総合支援法第２９条第１項に規定する指定障

害者支援施設をいう。以下この条において同じ。）が指定短期入所

（千葉市指定障害福祉サービス等条例第９８条に規定する指定短期

入所をいう。以下この条において同じ。）の事業を行う事業所とし

て当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設が

その施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用し

て指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所

（以下この条において「指定短期入所事業所」という。）において

指定短期入所を提供する事業者に限る。）が当該事業に関して満た

すべき基準は、次のとおりとする。 
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 （１）指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の

数と共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た

面積が９．９平方メートル以上であること。 

 （２）指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業

所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者

及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした

場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上

であること。 

（３）共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提

供するため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から

必要な技術的支援を受けていること。 

 （準用） 

第１８０条の３ 第９条から第１３条まで、第１５条、第１６条、第

１９条、第２１条、第２６条、第３３条から第３５条まで、第３６

条から第４０条まで、第５５条、第１０７条、第１０９条、第  

１１０条、第１４６条及び第１４８条並びに第９章第４節（第  

１６７条を除く。）の規定は、共生型短期入所生活介護の事業につ

いて準用する。この場合において、第３３条中「運営規程」とある

のは「運営規程（第１６３条に規定する運営規程をいう。第１５１

条第１項において同じ。）」と、「訪問介護員等」とあるのは「共

生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以下「共生型短期入

所生活介護従業者」という。）」と、第１０７条第３項及び第４項

中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」

と、第１５１条第１項中「第１６３条に規定する運営規程」とある

のは「運営規程」と、同項、第１５４条第３項、第１５５条第１項

及び第１６２条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型

短期入所生活介護従業者」と、第１６６条第２項第２号中「次条に

おいて準用する第１９条第２項」とあるのは「第１９条第２項」と、

同項第４号中「次条において準用する第２６条」とあるのは「第 

２６条」と、同項第５号中「次条において準用する第３７条第２項」

とあるのは「第３７条第２項」と、同項第６号中「次条において準
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用する第３９条第２項」とあるのは「第３９条第２項」と読み替え

るものとする。 

 第１８９条第１項第２号を削り、同項第３号中「（前号に該当する

ものを除く。）」を削り、同号を同項第２号とし、同項第４号中「前

２号」を「前号」に改め、同号を同項第３号とし、同項に次の１号を

加える。 

（４）介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当

該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職

員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、

それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合にお

ける法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保される

ために必要な数以上とする。 

  第１９０条第１項第２号を削り、同項第３号中「（指定介護療養型

医療施設であるものを除く。）」を削り、同号を同項第２号とし、同

項第４号イ中「食堂及び」を削り、同号を同項第３号とし、同項に次

の１号を加える。 

 （４）介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法

に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニッ

ト型介護医療院（千葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに

運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６２号）

第４３条に規定するユニット型介護医療院をいう。第２０６条第

１項及び第２１４条において同じ。）に関するものを除く。）を

有することとする。 

  第１９０条第２項中「前項第３号及び第４号」を「前項第２号及び

第３号」に改める。 

  第１９１条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」

を加える。 

  第２０１条に次の１号を加える。 

 （４）介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利

用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員

及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 
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  第２０６条第１項第２号を削り、同項第３号中「平成１８年旧介護

保険法に規定する指定介護療養型医療施設」を「健康保険法等の一部

を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１

項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規

定による改正前の法（以下この号及び次号において「平成１８年旧介

護保険法」という。）に規定する指定介護療養型医療施設（平成１８

年旧介護保険法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療

施設をいう。次号において同じ。）」に改め、「ユニット型指定介護

療養型医療施設」の次に「（千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例（平

成３０年千葉市条例第  号）第６条の規定による改正前の千葉市指

定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年千葉市条例第６２号）第４１条に規定するユニット型

指定介護療養型医療施設をいう。次号において同じ。）」を加え、同

号を同項第２号とし、同項中第４号を第３号とし、同項に次の１号を

加える。 

 （４）介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあ

っては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設

備（ユニット型介護医療院に関するものに限る。）を有すること

とする。 

  第２１４条第２号を次のように改める。 

 （２）ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護

事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者

とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えること

となる利用者数 

  第２２５条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

 ６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 
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 （２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  第２３２条第５項中「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高

齢者虐待の防止に関する研修」に改める。 

  第２３６条及び第２４７条中「第３３条から」の次に「第３５条ま

で、第３６条から」を加える。 

  第２５４条第１号中「利用料」の次に「、全国平均貸与価格」を加

え、同条に次の１号を加える。 

 （６）指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能

又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供

するものとする。 

  第２５５条第４項中「利用者」の次に「及び当該利用者に係る介護

支援専門員」を加える。 

  第２６２条中「第３４条」の次に「、第３５条、第３６条」を加え

る。 

  第２６４条中「から第３６条まで」を「、第３５条、第３６条」に、

「第１２章第４節」を「前節」に改める。 

  第２７５条中「第３４条」の次に「、第３５条、第３６条」を、

「「利用者」と」の次に「、第３２条第１項中「訪問介護員等」とあ

るのは「従業者」と」を加える。 

  附則に次の３条を加える。 

 第１４条 第２１７条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院

又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当

該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院

の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、

当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム（老人福祉法第 

２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の要介護者、

要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に

供することをいう。次条及び附則第１６条において同じ。）を行っ

て指定特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型指定特定施設

入居者生活介護を除く。）の事業を行う医療機関併設型指定特定施

設（介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設
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される指定特定施設をいう。以下この条から附則第１６条までにお

いて同じ。）の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の

員数の基準は、次のとおりとする。 

 （１）機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又

は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

により当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に

行われると認められるときは、置かないことができること。 

 （２）生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定

施設の実情に応じた適当数 

 第１５条 第２３９条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院

又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当

該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って外

部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機

関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基

準は、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とす

る。 

 第１６条 第２１９条及び第２４１条の規定にかかわらず、療養病床

等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療

養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に

転換を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療

機関併設型指定特定施設においては、併設される介護老人保健施設、

介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、

当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われる

と認められるときは、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便

所及び食堂を置かないことができる。 

 （千葉市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第２条 千葉市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年千葉市条例第５８号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第１２項中「以下同じ。）」の次に「若しくは介護医療院

（同条第２９項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。）」を加え、
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同項第１号中「介護老人保健施設」の次に「又は介護医療院」を加え

る。 

  第１７条に次の１項を加える。 

 ５ 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

 （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  第２４条第４項中「をいう。」の次に「以下この項において同じ。」

を加え、「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高齢者虐待の防

止に関する研修」に改める。 

 （千葉市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第３条 千葉市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年千葉市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条第６項中「以下同じ。）」の次に「、介護医療院（同条第

２９項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。）」を加え、同条第

１２項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次

の１号を加える。 

 （２）介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者 

  第１６条に次の１項を加える。 

 ６ 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

 （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の

従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  第２３条第４項中「をいう。」の次に「以下この項において同じ。」

を加え、「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高齢者虐待の防

止に関する研修」に改める。 
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（千葉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条 千葉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市

条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加

える。 

 第９条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユ

ニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス

基準条例第１７８条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」を、「以下」

の次に「とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設において

はユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の

入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者

の数の合計が１日当たり１２人以下となる数」を加え、同条第２項中

「第４４条第６項において同じ。」を削る。 

 第４４条第６項の表中「指定介護療養型医療施設（療養病床（医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養

病床をいう。）を有する診療所であるものに限る。）」を「介護医療

院」に改める。 

 第４５条第３項中「及び７３条」を「及び第７３条」に改め、「介

護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、「第１９２条第２

項」を「第１９２条第３項」に改める。 

 第４６条、第６０条第３項、第７２条第２項及び第７３条中「介護

老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

 第７８条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等

の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

37



１回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 第８１条第４項中「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高齢

者虐待の防止に関する研修」に改める。 

 第８３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を

加える。 

（千葉市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例の一部改正） 

第５条 千葉市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関

する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６１号）の一部を次

のように改正する。 

  第３条第４項ただし書中「）及びユニット型介護老人保健施設を併

設する場合」を「以下この項において同じ。）にユニット型介護老人

保健施設を併設する場合の介護老人保健施設及びユニット型介護老人

保健施設」に改め、同条第６項中「以外の介護老人保健施設」の次に

「若しくは介護医療院」を加え、同項中第２号を第３号とし、第１号

の次に次の１号を加える。 

 （２）介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

  第３条第７項及び第４条第１項ただし書中「病院又は」を「介護医

療院又は病院若しくは」に改める。 

  第１５条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

 ６ 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

 （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  第２９条第４項中「第５１条第５項」を「以下この項及び第５１条

第５項」に、「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高齢者虐待

の防止に関する研修」に改める。 

38



  第４４条第１項ただし書中「病院又は」を「介護医療院又は病院若

しくは」に改める。 

  第４６条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

 ８ ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  第５１条第５項中「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高齢

者虐待の防止に関する研修」に改める。 

  附則第５条中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年３月３１日」

に、「第１１３号」を「第１３３号」に改める。 

  附則第６条から第９条までの規定中「平成３０年３月３１日」を

「平成３６年３月３１日」に改める。 

（千葉市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正） 

第６条 千葉市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  題名中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「設備及

び」を「施設及び設備並びに」に改める。 

  目次中「総則（第１条―第２条）」を「趣旨、基本方針等（第１条

―第３条）」に、「第３条」を「第４条」に、「設備に」を「施設及

び設備に」に、「第４条―」を「第５条・」に、「第４０条」を「第

４２条」に、「ユニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニット型

介護医療院」に改め、「並びに」の次に「施設、」を加え、「第４１

条・第４２条」を「第４３条・第４４条」に、「第４３条―第４５条」

を「第４５条」に改める。 

 「第１章 総則」を「第１章 趣旨、基本方針等」に改める。 

 第１条中「健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第
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８３号。以下「健康保険法等一部改正法」という。）附則第１３０条

の２第１項の規定による改正前の」を削り、「旧法」を「法」に、

「第１１０条第１項及び第２項」を「第１１１条第１項から第３項ま

で」に改め、「基づき」の次に「、厚生労働省令で定めるもののほか」

を加え、「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「設備及

び」を「施設及び設備並びに」に改める。 

 第１条の２を削る。 

 第２条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「わたる療養を必要とする要介護者」を「わたり療養が必要である者」

に改め、「その他の世話」を削り、「の必要な医療」を「必要な医療

並びに日常生活上の世話」に改め、同条第２項中「指定介護療養型医

療施設」を「介護医療院」に、「入院患者」を「入所者」に、「指定

介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に改め、同条第３

項中「指定介護療養型医療施設は」を「介護医療院は、明るく家庭的

な雰囲気を有し」に、「第４２条第２項」を「第４４条第２項」に改

める。 

  第３章を次のように改める。 

    第３章 施設及び設備に関する基準 

  （条例で定める施設） 

 第５条 介護医療院は、次に掲げる施設を有しなければならない。 

（１）談話室 

（２）食堂 

（３）浴室 

（４）レクリエーション・ルーム 

（５）洗面所 

（６）便所 

（７）サービス・ステーション 

（８）調理室 

（９）洗濯室又は洗濯場 

（10）汚物処理室 

（11）事務室 
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（12）相談室 

２ 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 

（１）談話室 

入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有する

こと。 

（２）食堂 

内法による測定で、入所者１人当たり１平方メートル以上の面

積を有すること。 

（３）浴室 

ア 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

イ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した

特別浴槽を設けること。 

（４）レクリエーション・ルーム 

レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備

を備えること。 

（５）洗面所 

身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 

（６）便所 

身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 

３ 第１項各号に掲げる施設は、専ら当該介護医療院の用に供するも

のでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合に

は、この限りでない。 

  （構造設備の基準） 

 第６条 介護医療院の構造設備の基準は、次のとおりとする。 

 （１）介護医療院の建物（入所者の療養生活のために使用しない附属

の建物を除く。以下この号及び次項において同じ。）は、耐火建

築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の

２に規定する耐火建築物をいう。以下この条及び第４５条におい

て同じ。）とすること。ただし、次のいずれかの要件を満たす２

階建て又は平屋建ての介護医療院の建物にあっては、準耐火建築

物（建築基準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。
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以下この条及び第４５条において同じ。）とすることができる。 

   ア 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設（以下こ

の項及び第４５条第４項において「療養室等」という。）を２

階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

 イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲

げる要件の全てを満たすこと。 

（ア）消防長又は消防署長と相談の上、第３２条に規定する計画

に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項

を定めること。 

（イ）第３２条に規定する訓練については、同条に規定する計画

に従い、昼間及び夜間において行うこと。 

（ウ）火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよ

う、地域住民等との連携体制を整備すること。 

（２）療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエ

レベーターをそれぞれ１以上設けること。 

（３）療養室等が３階以上の階にある場合は、避難に支障がないよう

に避難階段を２以上設けること。ただし、前号の直通階段を建築

基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条第１項に

規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数

を避難階段の数に算入することができる。 

（４）診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造

設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射

線に関する構造設備については、医療法施行規則（昭和２３年厚

生省令第５０号）第３０条、第３０条の４、第３０条の１３、第

３０条の１４、第３０条の１６、第３０条の１７、第３０条の 

１８（第１項第４号から第６号までを除く。）、第３０条の１９、

第３０条の２０第２項、第３０条の２１、第３０条の２２、第 

３０条の２３第１項、第３０条の２５、第３０条の２６第３項か

ら第５項まで及び第３０条の２７の規定を準用する。この場合に

おいて、同令第３０条の１８第１項中「いずれか及び第４号から

第６号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替え
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るものとする。 

（５）階段には、手すりを設けること。 

（６）廊下の構造は、次のとおりとすること。 

ア 幅は、１．８メートル（中廊下にあっては、２．７メートル）

以上とすること。 

イ 手すりを設けること。 

ウ 常夜灯を設けること。 

（７）入所者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために

必要な設備を備えること。 

（８）消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等

に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれか

の要件を満たす木造かつ平屋建ての介護医療院の建物であって、火

災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建

築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

（１）スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材

料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防

火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造

であること。 

（２）非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が

整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 

（３）避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避

難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避

難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、

火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

 第３条第１項中「指定介護療養型医療施設（療養病床（医療法（昭

和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を

いう。以下同じ。）を有する病院であるものに限る。）に置くべき」

を「法第１１１条第２項の規定により厚生労働省令で定めることとさ

れている医師及び看護師の員数のほか、同項の規定による介護医療院

に置くべき介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する」に改め、
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同項各号を次のように改める。 

（１）薬剤師 常勤換算方法で、介護医療院の入所者のうちⅠ型療養

床の利用者（第３号において「Ⅰ型入所者」という。）の数を 

１５０で除した数に、介護医療院の入所者のうちⅡ型療養床の利

用者（第３号において「Ⅱ型入所者」という。）の数を３００で

除した数を加えて得た数以上 

（２）看護師又は准看護師（第１２条第５項及び第５２条第２項にお

いて「看護職員」という。） 常勤換算方法で、介護医療院の入

所者の数を６で除した数以上 

（３）介護職員 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を５で除した数に、

Ⅱ型入所者の数を６で除した数を加えて得た数以上 

（４）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 介護医療院の実情に

応じた適当数 

（５）栄養士 入所定員１００以上の介護医療院にあっては、１以上 

（６）介護支援専門員 １以上（入所者の数が１００又はその端数を

増すごとに１を標準とする。） 

（７）診療放射線技師 介護医療院の実情に応じた適当数 

（８）調理員、事務員その他の従業者 介護医療院の実情に応じた適

当数 

 第３条第２項及び第３項を削り、同条第４項中「前３項」を「前項」

に、「入院患者」を「入所者」に改め、同項ただし書中「指定」を

「許可」に改め、同項を同条第２項とし、同条第５項中「から第３項

まで」を削り、「当該従業者」を「当該介護医療院の従業者」に、

「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に改め、同項を同条第

３項とし、同条第６項を削り、同条第７項中「指定介護療養型医療施

設の」を「介護医療院の」に、「ことができる者をもって充てなけれ

ば」を「者でなければ」に改め、同項ただし書中「指定介護療養型医

療施設（ユニット型指定介護療養型医療施設（第４１条に規定するユ

ニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下この項において同じ。）

を除く。）及びユニット型指定介護療養型医療施設を併設する場合」

を「介護医療院（ユニット型介護医療院（第４３条に規定するユニッ
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ト型介護医療院をいう。以下この項において同じ。）を除く。以下こ

の項において同じ。）にユニット型介護医療院を併設する場合の介護

医療院及びユニット型介護医療院」に、「入院患者」を「入所者」に

改め、同項を同条第４項とし、同条第８項中「第１項第５号、第３項

第６号及び第６項」を「介護医療院」に改め、同項ただし書中「入院

患者」を「入所者」に、「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」

に、「業務」を「職務」に、「とする」を「とし、介護支援専門員が

次項に規定する医療機関併設型介護医療院の職務に従事する場合であ

って、当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処遇に支障がない場

合は、当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は診療所の

職務に従事することができる」に改め、同項を同条第５項とし、同項

の次に次の１項を加える。 

６ 第１項第１号、第３号、第４号及び第６号の規定にかかわらず、

併設型小規模介護医療院（医療機関併設型介護医療院（病院又は診

療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院

をいう。）のうち、入所定員が１９人以下のものをいう。以下この

項において同じ。）の薬剤師、介護職員、理学療法士、作業療法士

若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとお

りとする。 

（１）薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 併設

される医療機関が病院の場合にあっては当該病院の薬剤師又は理

学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士により、併設される医

療機関が診療所の場合にあっては当該診療所の医師により当該併

設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは、置かないことができること。 

（２）介護職員 常勤換算方法で、当該併設型小規模介護医療院の入

所者の数を６で除した数以上 

（３）介護支援専門員 当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた

適当数 

 第３条第９項及び第１０項を削り、第２章中同条を第４条とする。 

第１章中第２条の次に次の１条を加える。 
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 （定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

（１）療養床 療養室のうち、入所者１人当たりの寝台又はこれに代

わる設備の部分をいう。 

（２）Ⅰ型療養床 療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要

である者であって、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有

する認知症高齢者等を入所させるためのものをいう。 

（３）Ⅱ型療養床 療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のものをいう。 

 第７条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に、「患者」

を「入所申込者」に、「第２７条」を「第２９条」に改め、同条第２

項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「患者」を

「入所申込者」に改め、同条第３項中「前項」を「前項各号」に、

「患者」を「入所申込者」に改め、同条第４項中「指定介護療養型医

療施設」を「介護医療院」に、「患者」を「入所申込者」に改め、同

条第５項中「指定介護療養型医療施設は」を「介護医療院は」に、

「患者」を「入所申込者」に改め、同項第１号中「規定する」を「掲

げる」に、「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に改め、同

条第６項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「患者」

を「入所申込者」に改める。 

 第８条中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「指定

介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に改める。 

 第９条中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「患者」

を「入所申込者」に改め、「勘案し、」の次に「入所申込者に対し」

を加え、「診療所等」を「診療所」に改める。 

 第１０条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に、「確か

めなければならない」を「確かめるものとする」に改め、同条第２項

中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に改め、「被保険者

証に」の次に「法第７３条第２項に規定する」を加え、「指定介護療

46



養施設サービス」を「介護医療院サービス」に改める。 

 第１１条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「入院」を「入所」に、「患者」を「入所申込者」に、「、申請」を

「、当該申請」に改め、同条第２項中「指定介護療養型医療施設」を

「介護医療院」に、「入院患者」を「入所者」に改める。 

 第１２条の見出しを「（入退所）」に改め、同条第１項中「指定介

護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要

介護者を対象に、指定介護療養施設サービス」を「介護医療院は、そ

の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし療養上の管理、

看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他医療等が必要

であると認められる者を対象に、介護医療院サービス」に改め、同条

第２項中「指定介護療養型医療施設は、入院の申込みを行っている患

者の数が入院患者の定員から入院患者」を「介護医療院は、入所申込

者の数が入所定員から入所者」に、「指定介護療養施設サービス」を

「介護医療院サービス」に、「患者を」を「入所申込者を」に、「入

院させる」を「入所させる」に改め、同条第３項中「指定介護療養型

医療施設」を「介護医療院」に、「患者の入院」を「入所申込者の入

所」に改め、「指定居宅サービス等」の次に「（法第８条第２４項に

規定する指定居宅サービス等をいう。第２８条において同じ。）」を

加え、同条第４項を次のように改める。 

４ 介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環

境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができる

かどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければな

らない。 

 第１２条第５項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「患者の退院」を「入所者の退所」に、「その者」を「入所者」に、

「退院後」を「退所後」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項

の次に次の１項を加える。 

５ 前項の規定による検討に当たっては、医師、薬剤師、看護職員、

介護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならな

い。 

47



 第１３条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「入院に際しては、入院」を「入所に際しては入所」に、「入院して

いる」を「入所している」に、「退院」を「退所」に、「当該患者」

を「入所者」に改め、同条第２項中「指定介護療養型医療施設」を

「介護医療院」に、「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院サ

ービス」に改める。 

 第１４条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「旧法」を「法」に改め、「により施設介護サービス費」の次に

「（同条第１項に規定する施設介護サービス費をいう。以下この項及

び第４６条第１項において同じ。）」を加え、「入院患者」を「入所

者」に、「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に、

「同条第２項」を「法第４８条第２項」に、「とする。以下」を「と

する。次項及び第４６条において」に、「当該施設に」を「当該介護

医療院に」に、「得た」を「得られた」に改め、同条第２項中「指定

介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「指定介護療養施設サー

ビス」を「介護医療院サービス」に、「入院患者」を「入所者」に改

め、同条第３項中「指定介護療養型医療施設は」を「介護医療院は」

に改め、同項第１号及び第２号中「旧法」を「法」に、「入院患者」

を「入所者」に、「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に改

め、同項第３号中「入院患者」を「入所者」に、「病室」を「療養室」

に改め、同項第４号中「入院患者」を「入所者」に改め、同項第６号

中「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に、「そ

の入院患者」を「入所者」に改め、同条第５項中「指定介護療養型医

療施設」を「介護医療院」に、「入院患者又は家族」を「入所者又は

その家族」に、「入院患者の」を「入所者の」に改める。 

 第１５条中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「指

定介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に、「患者」を

「入所者」に改める。 

 第１６条の見出し中「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院

サービス」に改め、同条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介

護医療院」に、「入院患者」を「入所者」に改め、同条第２項中「指
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定介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に改め、同条第

３項及び第４項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に、「入院

患者」を「入所者」に改め、同条第５項中「指定介護療養型医療施設」

を「介護医療院」に改め、「前項の」を削り、「入院患者」を「入所

者」に改め、同条第６項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療

院」に、「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に

改め、同項を同条第７項とし、同条第５項の次に次の１項を加える。 

６ 介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 第１７条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に

改め、同条第２項中「第２６条」を「第２８条」に、「入院患者」を

「入所者」に改め、「当該」を削り、同条第３項中「入院患者」を

「入所者」に改め、同条第４項中「に規定する」を「の規定による」

に、「以下この条」を「次項及び第９項」に、「入院患者」を「入所

者」に改め、同条第５項及び第６項中「入院患者」を「入所者」に、

「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に改め、同

条第７項から第９項までの規定中「入院患者」を「入所者」に改め、

同条第１０項中「以下この項」を「第２号」に、「入院患者」を「入

所者」に改め、同条第１１項第１号中「入院患者が」を「入所者が法

第２８条第２項に規定する」に改め、同項第２号中「入院患者が」を

「入所者が法第２９条第１項に規定する」に改める。 

 第１８条中「ほか、厚生労働大臣が定める基準によらなければなら

ない」を「ものとする」に改め、同条第１号中「診療の」を削り、同

条第２号中「入院患者」を「入所者」に改め、同条第３号中「入院患

者」を「入所者」に、「病状及び心身の状況並びに日常生活及び」を

「心身の状況、病状、」に改め、「環境」の次に「等」を加え、同条
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第４号中「入院患者」を「入所者」に改め、同条第５号中「又は新し

い」を「、新しい」に改め、同条第６号中「入院患者」を「入所者」

に改め、同条第７号を削る。 

 「第５章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設

備及び運営に関する基準」を「第５章 ユニット型介護医療院の基本

方針並びに施設、設備及び運営に関する基準」に改める。 

 「第２節 設備に関する基準」を「第２節 施設及び設備に関する

基準」に改める。 

 第４４条及び第４５条を削る。 

 第４３条の前の見出しを削り、同条第１項中「ユニット型指定介護

療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。以下この条において

同じ。）は、ユニット、機能訓練室、浴室及び事務室」を「ユニット

型介護医療院は、次に掲げる施設」に改め、同項に次の各号を加える。 

（１）ユニット 

（２）浴室 

（３）サービス・ステーション 

（４）調理室 

（５）洗濯室又は洗濯場 

（６）汚物処理室 

（７）事務室 

（８）相談室 

 第４３条第２項各号列記以外の部分を次のように改める。 

  前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 

 第４３条第２項第１号アを削り、同号イ中「入院患者」を「入居者」

に改め、同号イを同号アとし、同号ウ（ア）中「病室ごとに設けるか」

を「療養室ごと」に改め、同号ウ（イ）中「の使用に」を「が使用す

るのに」に改め、同号ウを同号イとし、同号エを削り、同号に次のよ

うに加える。 

  ウ 便所 

    療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

 第４３条第２項第２号から第４号までを削り、同項に次の１号を加
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える。 

（２）浴室 

 ア 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

イ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した

特別浴槽を設けること。 

  第４３条第３項中「から第４号まで」を削り、「ユニット型指定介

護療養型医療施設」を「ユニット型介護医療院」に改め、同項ただし

書中「入院患者」を「入居者」に、「指定介護療養施設サービス」を

「介護医療院サービス」に改め、同条第４項及び第５項を次のように

改める。 

４ 前３項に規定するもののほか、ユニット型介護医療院の構造設備

の基準は、次に定めるところによる。 

（１）ユニット型介護医療院の建物（入居者の療養生活のために使用

しない附属の建物を除く。以下この号及び次項において同じ。）

は、耐火建築物とすること。ただし、次のいずれかの要件を満た

す２階建て又は平屋建てのユニット型介護医療院の建物にあって

は、準耐火建築物とすることができる。 

ア 療養室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲

げる要件の全てを満たすこと。 

（ア）消防長又は消防署長と相談の上、第５４条において準用す

る第３２条に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を

確保するために必要な事項を定めること。 

（イ）第５４条において準用する第３２条に規定する訓練につい

ては、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行

うこと。 

（ウ）火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよ

う、地域住民等との連携体制を整備すること。 

（２）療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエ

レベーターをそれぞれ１以上設けること。 

（３）療養室等が３階以上の階にある場合は、避難に支障がないよう
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に避難階段を２以上設けること。ただし、前号の直通階段を建築

基準法施行令第１２３条第１項に規定する避難階段としての構造

とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入すること

ができる。 

（４）診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造

設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射

線に関する構造設備については、医療法施行規則第３０条、第 

３０条の４、第３０条の１３、第３０条の１４、第３０条の１６、

第３０条の１７、第３０条の１８（第１項第４号から第６号まで

を除く。）、第３０条の１９、第３０条の２０第２項、第３０条

の２１、第３０条の２２、第３０条の２３第１項、第３０条の 

２５、第３０条の２６第３項から第５項まで及び第３０条の２７

の規定を準用する。この場合において、同令第３０条の１８第１

項中「いずれか及び第４号から第６号までに掲げる措置」とある

のは、「いずれか」と読み替えるものとする。 

（５）階段には、手すりを設けること。 

（６）廊下の構造は、次のとおりとすること。 

ア 幅は、１．８メートル（中廊下にあっては、２．７メートル）

以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、

入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる

場合には、１．５メートル（中廊下にあっては、１．８メート

ル）以上とすることができる。 

イ 手すりを設けること。 

ウ 常夜灯を設けること。 

（７）入居者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために

必要な設備を備えること。 

（８）消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

５ 前項第１号の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等

に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれか

の要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型介護医療院の建物で

あって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたとき
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は、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

（１）スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材

料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防

火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造

であること。 

（２）非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が

整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。 

（３）避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避

難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避

難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、

火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

 第５章第２節中第４３条を第４５条とする。 

 第４２条第１項中「ユニット型指定介護療養型医療施設は、入院患

者」を「ユニット型介護医療院は、長期にわたり療養が必要である入

居者」に、「その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入院前」

を「入居前」に、「入院後」を「入居後」に改め、「その他の世話」

を削り、「の必要な医療」を「必要な医療並びに日常生活上の世話」

に、「入院患者が」を「入居者が」に改め、同条第２項中「ユニット

型指定介護療養型医療施設」を「ユニット型介護医療院」に改め、第

５章第１節中同条を第４４条とする。 

 第４１条中「ユニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニット型

介護医療院」に、「病室」を「療養室」に、「入院患者」を「入居者」

に、「以下同じ。）に」を「第４５条第２項及び第４９条第４項にお

いて同じ。）に」に、「指定介護療養型医療施設を」を「介護医療院

を」に改め、「並びに」の次に「施設、」を加え、同条を第４３条と

する。 

 第４０条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「設備構造」を「構造設備」に改め、同条第２項中「指定介護療養型

医療施設は、入院患者」を「介護医療院は、入所者」に、「指定介護

療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に改め、「の各号」を

削り、同項第６号中「第３８条第３項」を「第４０条第３項」に改め、
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同号を同項第７号とし、同項第５号中「第３６条第２項」を「第３８

条第２項」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「第２３条

に規定する」を「第２５条の規定による」に改め、同号を同項第５号

とし、同項第３号中「入院患者」を「入所者」に改め、同号を同項第

４号とし、同項中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加え

る。 

（２）第１２条第４項に規定する居宅において日常生活を営むことが

できるかどうかについての検討の内容等の記録 

 第４章中第４０条を第４２条とする。 

 第３９条中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「指

定介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に改め、同条を

第４１条とする。 

 第３８条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に

改め、「の各号」を削り、同条第２項中「指定介護療養型医療施設」

を「介護医療院」に、「入院患者」を「入所者」に、「指定介護療養

施設サービス」を「介護医療院サービス」に改め、同条第３項中「指

定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に改め、同条第４項中「指

定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「入院患者」を「入所

者」に、「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に

改め、同条を第４０条とする。 

 第３７条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に

改め、同条第２項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に、「入院

患者」を「入所者」に改め、同条を第３９条とする。 

 第３６条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に、「入院

患者」を「入所者」に改め、同条第２項中「指定介護療養型医療施設」

を「介護医療院」に改め、同条第３項中「指定介護療養型医療施設」

を「介護医療院」に、「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院

サービス」に、「旧法」を「法」に、「入院患者」を「入所者」に改

め、同条第４項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に改
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め、同条第５項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に、「入院

患者」を「入所者」に改め、「以下」の次に「この項及び次項におい

て」を加え、「旧法第１７６条第１項第２号」を「法第１７６条第１

項第３号」に改め、同条第６項中「指定介護療養型医療施設」を「介

護医療院」に改め、同条を第３８条とする。 

 第３５条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「当該施設」を「当該介護医療院」に改め、同条第２項中「指定介護

療養型医療施設」を「介護医療院」に、「当該施設」を「当該介護医

療院」に、「退院患者」を「退所者」に改め、同条を第３７条とする。 

 第３４条中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「入

院患者」を「入所者」に改め、同条を第３６条とする。 

 第３３条中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に改め、

「体制」の次に「、協力病院」を加え、「関する」を「資すると認め

られる」に改め、同条を第３５条とする。 

 第３２条の見出しを「（協力病院）」に改め、同条中「指定介護療

養型医療施設」を「介護医療院」に改め、同条を同条第２項とし、同

条に第１項として次の１項を加える。 

  介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

協力病院を定めておかなければならない。 

 第３２条を第３４条とする。 

 第３１条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「入院患者」を「入所者」に改め、同条第２項中「指定介護療養型医

療施設」を「介護医療院」に改め、「の各号」を削り、同条に次の１

項を加える。 

３ 介護医療院の管理者は、次に掲げる業務を委託する場合は、医療

法施行規則第９条の８、第９条の９、第９条の１２、第９条の１３、

別表第１の２及び別表第１の３の規定を準用する。この場合におい

て、同令第９条の８第１項中「法第１５条の２の規定による人体か

ら排出され」とあるのは「人体から排出され」と、同条第２項中

「法第１５条の２の規定による検体検査」とあるのは「検体検査」
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と、同令第９条の９第１項中「法第１５条の２の規定による医療機

器又は医学的処置若しくは手術」とあるのは「医療機器又は医学的

処置」と、同令第９条の１２中「法第１５条の２の規定による第９

条の７に定める医療機器」とあるのは「医薬品医療機器等法第２条

第８項に規定する特定保守管理医療機器」と、同令第９条の１３中

「法第１５条の２の規定による医療」とあるのは「医療」と読み替

えるものとする。 

（１）介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平

成３０年厚生労働省令第５号）第５条第２項第２号ロ及び第４５

条第２項第２号ロに規定する検体検査の業務 

（２）医療機器又は医学的処置の用に供する衣類その他の繊維製品の

滅菌又は消毒の業務 

（３）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律第２条第８項に規定する特定保守管理医療機器の保守点検

の業務 

（４）医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務（高圧ガス

保安法（昭和２６年法律第２０４号）の規定により高圧ガスを製

造し、又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。） 

 第３１条を第３３条とする。 

 第３０条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に

改め、同条第２項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「入院患者」を「入所者」に改め、同条を第３２条とする。 

 第２９条中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「入

院患者の定員及び病室」を「入所定員及び療養室」に、「入院させて」

を「入所させて」に改め、同条を第３１条とする。 

 第２８条第１項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、

「入院患者」を「入所者」に、「指定介護療養施設サービス」を「介

護医療院サービス」に改め、同条第２項中「指定介護療養型医療施設」

を「介護医療院」に、「当該施設」を「当該介護医療院」に、「指定

介護療養施設サービス」を「介護医療院サービス」に改め、同項ただ

し書中「入院患者」を「入所者」に改め、同条第３項中「指定介護療
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養型医療施設」を「介護医療院」に改め、同条第４項中「指定介護療

養型医療施設」を「介護医療院」に、「第５２条第５項」を「以下こ

の項及び第５２条第５項」に、「研修」を「身体的拘束等の適正化そ

の他の高齢者虐待の防止に関する研修」に改め、同条を第３０条とす

る。 

 第２７条中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「以

下」を「第３５条において」に改め、同条第１号中「事業」を「施設」

に改め、同条第３号を次のように改める。 

（３）入所定員（Ⅰ型療養床に係る入所定員の数、Ⅱ型療養床に係る

入所定員の数及びその合計数をいう。） 

 第２７条第４号中「入院患者に対する指定介護療養施設サービス」

を「入所者に対する介護医療院サービス」に改め、同条を第２９条と

する。 

 第２６条第１号中「入院の申込みを行っている患者の入院」を「入

所申込者の入所」に改め、同条第４号中「第３８条第３項」を「第 

４０条第３項」に、「記録する」を「の記録を行う」に改め、同号を

同条第５号とし、同条第３号中「第３６条第２項」を「第３８条第２

項」に、「を記録する」を「の記録を行う」に改め、同号を同条第４

号とし、同条第２号中「入院患者の退院」を「入所者の退所」に改め、

同号を同条第３号とし、同条第１号の次に次の１号を加える。 

（２）入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、

その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかにつ

いて定期的に検討し、その内容等を記録すること。 

 第２６条を第２８条とする。 

 第２５条第１項及び第２項中「指定介護療養型医療施設」を「介護

医療院」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 介護医療院の管理者は、介護医療院に医師を宿直させなければな

らない。ただし、当該介護医療院の入所者に対するサービスの提供

に支障がない場合にあっては、この限りでない。 

 第２５条を第２７条とし、第２４条を削る。 

 第２３条の見出し中「患者」を「入所者」に改め、同条中「指定介
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護療養型医療施設は、指定介護療養施設サービス」を「介護医療院は、

介護医療院サービス」に、「入院患者」を「入所者」に改め、同条第

１号を削り、同条第２号中「指定介護療養施設サービス」を「介護医

療院サービス」に改め、同号を同条第１号とし、同条第３号を同条第

２号とし、同条を第２５条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 （管理者による管理） 

第２６条 介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事

する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護医療院の管理

上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所若しくは施設等

又はサテライト型特定施設（千葉市指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉

市条例第６５号）第１３０条第４項に規定するサテライト型特定施

設をいう。）若しくはサテライト型居住施設（同条例第１５１条第

４項に規定するサテライト型居住施設をいう。）の職務に従事する

ことができるものとする。 

 第２２条中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「入

院患者」を「入所者」に改め、同条を第２４条とする。 

 第２１条中「入院患者」を「入所者」に改め、同条を第２２条とし、

同条の次に次の１条を加える。 

 （相談及び援助） 

第２３条 介護医療院は、常に入所者の心身の状況、病状、その置か

れている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、

その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わ

なければならない。 

 第２０条第１項中「入院患者」を「入所者」に改め、同条第２項中

「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「入院患者」を

「入所者」に改め、同条第３項中「指定介護療養型医療施設は、入院

患者の病状及び心身の状況」を「介護医療院は、入所者の心身の状況、

病状、その置かれている環境等」に改め、同条第４項中「指定介護療

養型医療施設」を「介護医療院」に、「入院患者」を「入所者」に改

め、同条第５項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に改
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め、同条第６項及び第７項中「指定介護療養型医療施設」を「介護医

療院」に、「入院患者」を「入所者」に改め、同条を第２１条とする。 

 第１９条中「指定介護療養型医療施設」を「介護医療院」に、「入

院患者」を「入所者」に改め、「必要に応じて」を削り、同条を第 

２０条とし、第１８条の次に次の１条を加える。 

 （必要な医療の提供が困難な場合等の措置等） 

第１９条 介護医療院の医師は、入所者の病状からみて当該介護医療

院において自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたと

きは、協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための

措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措

置を講じなければならない。 

２ 介護医療院の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は

入所者を病院若しくは診療所に通院させてはならない。 

３ 介護医療院の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を

病院若しくは診療所に通院させる場合には、当該病院又は診療所の

医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提

供を行わなければならない。 

４ 介護医療院の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医

師又は入所者が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医

師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受けるものとし、そ

の情報により適切な診療を行わなければならない。 

 第４６条第１項及び第２項中「ユニット型指定介護療養型医療施設」

を「ユニット型介護医療院」に、「指定介護療養施設サービス」を

「介護医療院サービス」に、「入院患者」を「入居者」に改め、同条

第３項中「ユニット型指定介護療養型医療施設は」を「ユニット型介

護医療院は」に改め、同項第１号及び第２号中「旧法」を「法」に、

「入院患者」を「入居者」に、「ユニット型指定介護療養型医療施設」

を「ユニット型介護医療院」に改め、同項第３号中「入院患者」を

「入居者」に、「病室」を「療養室」に改め、同項第４号中「入院患

者」を「入居者」に改め、同項第６号中「指定介護療養施設サービス」

を「介護医療院サービス」に、「その入院患者」を「入居者」に改め、
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同条第５項中「ユニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニット型

介護医療院」に、「入院患者」を「入居者」に改める。 

 第４７条の見出し中「指定介護療養施設サービス」を「介護医療院

サービス」に改め、同条第１項から第４項までの規定中「指定介護療

養施設サービス」を「介護医療院サービス」に、「入院患者」を「入

居者」に改め、同条第５項及び第６項中「ユニット型指定介護療養型

医療施設」を「ユニット型介護医療院」に、「指定介護療養施設サー

ビス」を「介護医療院サービス」に、「入院患者」を「入居者」に改

め、同条第７項中「ユニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニッ

ト型介護医療院」に改め、「前項の」を削り、「入院患者」を「入居

者」に改め、同条第８項中「ユニット型指定介護療養型医療施設」を

「ユニット型介護医療院」に、「指定介護療養施設サービス」を「介

護医療院サービス」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項の次

に次の１項を加える。 

８ ユニット型介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 第４８条第１項中「入院患者が」を「入居者が」に、「入院患者の

病状及び心身の状況」を「入居者の心身の状況、病状、その置かれて

いる環境」に改め、同条第２項中「ユニット型指定介護療養型医療施

設は、入院患者」を「ユニット型介護医療院は、入居者」に、「入院

患者が、その病状及び心身の状況」を「入居者が、その心身の状況、

病状、その置かれている環境」に改め、同条第３項中「ユニット型指

定介護療養型医療施設」を「ユニット型介護医療院」に、「入院患者」

を「入居者」に改め、同条第４項中「ユニット型指定介護療養型医療

施設」を「ユニット型介護医療院」に、「入院患者の病状及び心身の

状況」を「入居者の心身の状況、病状、その置かれている環境等」に

改め、同条第５項中「ユニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニ
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ット型介護医療院」に、「入院患者」を「入居者」に改め、同条第６

項中「ユニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニット型介護医療

院」に改め、同条第７項中「ユニット型指定介護療養型医療施設」を

「ユニット型介護医療院」に、「入院患者」を「入居者」に改め、同

条第８項中「ユニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニット型介

護医療院」に、「入院患者」を「入居者」に、「その」を「入居者の」

に改める。 

 第４９条第１項中「ユニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニ

ット型介護医療院」に、「入院患者」を「入居者」に改め、同条第２

項中「ユニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニット型介護医療

院」に、「入院患者の心身の状況」を「入居者の心身の状況、症状、

その置かれている環境等」に改め、同条第３項及び第４項中「ユニッ

ト型指定介護療養型医療施設」を「ユニット型介護医療院」に、「入

院患者」を「入居者」に改める。 

 第５０条中「ユニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニット型

介護医療院」に、「入院患者」を「入居者」に改める。 

 第５１条中「ユニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニット型

介護医療院」に改め、同条第３号を次のように改める。 

（３）入居定員（Ⅰ型療養床に係る入居定員の数、Ⅱ型療養床に係る

入居定員の数及びその合計数をいう。） 

 第５１条第４号中「入院患者の定員」を「入居定員」に改め、同条

第５号中「入院患者」を「入居者」に、「指定介護療養施設サービス」

を「介護医療院サービス」に改める。 

 第５２条第１項中「ユニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニ

ット型介護医療院」に、「入院患者」を「入居者」に、「指定介護療

養施設サービス」を「介護医療院サービス」に改め、同条第２項中

「入院患者」を「入居者」に改め、「の各号」を削り、同条第３項中

「ユニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニット型介護医療院」

に、「指定介護療養施設サービスを」を「介護医療院サービスを」に

改め、同項ただし書中「入院患者」を「入居者」に、「指定介護療養

施設サービス」を「介護医療院サービス」に改め、同条第４項中「ユ
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ニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニット型介護医療院」に、

「ための」を「ために、その」に改め、同条第５項中「ユニット型指

定介護療養型医療施設」を「ユニット型介護医療院」に、「研修」を

「身体的拘束等の適正化その他の高齢者虐待の防止に関する研修」に

改める。 

 第５３条中「ユニット型指定介護療養型医療施設」を「ユニット型

介護医療院」に、「入院患者の定員及び病室」を「入居定員及び療養

室」に、「入院させて」を「入居させて」に改める。 

 第５４条を次のように改める。 

 （準用） 

第５４条 第７条から第１３条まで、第１５条、第１７条から第２０

条まで、第２３条、第２５条から第２８条まで及び第３２条から第

４２条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。こ

の場合において、第７条第１項中「第２９条に規定する運営規程」

とあるのは「第５１条に規定する重要事項に関する規程」と、第 

２７条第２項中「この章」とあるのは「第５章第３節」と、第４２

条第２項第４号中「第１６条第５項」とあるのは「第４７条第７項」

と読み替えるものとする。 

（千葉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正） 

第７条 千葉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２４年千葉市条例第６３号）の一部を次のように改正す

る。 

  第６条ただし書中「及びユニット型特別養護老人ホームを併設する

場合、特別養護老人ホーム及び」を「にユニット型特別養護老人ホー

ムを併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老人

ホームの介護職員及び看護職員（第４０条第２項（第５２条において

準用する場合を含む。）の規定に基づき配置される看護職員に限る。

以下この条において同じ。）、特別養護老人ホームに」に改め、  

「）を併設する場合」の次に「の特別養護老人ホーム及びユニット型

地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員」を加え、
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「及びユニット型特別養護老人ホームを併設する場合又は地域密着型

特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを

併設する場合の介護職員及び看護職員（第４０条第２項の規定に基づ

き配置される看護職員に限る。）」を「にユニット型特別養護老人ホ

ームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型

特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員又は地域密着型特別養護

老人ホームにユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する場

合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養

護老人ホームの介護職員及び看護職員」に改める。 

  第７条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に

次の１号を加える。 

 （６）緊急時等における対応方法 

  第１１条第７項中「介護老人保健施設をいう。以下同じ。）」の次

に「若しくは介護医療院（同条第２９項に規定する介護医療院をいう。

以下同じ。）」を加える。 

  第１２条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を

加える。 

  第１５条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

 ６ 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

 （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  第２２条の次に次の１条を加える。 

  （緊急時等の対応） 

 第２２条の２ 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに

入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらか

じめ、第１１条第１項第２号に掲げる医師との連携方法その他の緊

急時等における対応方法を定めておかなければならない。 

  第２４条第４項中「第４０条第５項」を「以下この項及び第４０条
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第５項」に、「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高齢者虐待

の防止に関する研修」に改める。 

  第３４条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次

に次の１号を加える。 

 （７）緊急時等における対応方法 

  第３６条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

 ８ ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図る

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  第４０条第５項中「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高齢

者虐待の防止に関する研修」に改める。 

  第４５条第９項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２

号の次に次の１号を加える。 

 （３）介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者 

  附則第５条から第７条までの規定中「平成３０年３月３１日」を

「平成３６年３月３１日」に改める。 

（千葉市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第８条 千葉市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第３条第４項ただし書中「及びユニット型指定介護老人福祉施設を

併設する場合」を「にユニット型指定介護老人福祉施設を併設する場

合の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介

護職員及び看護職員（第５１条第２項の規定に基づき配置される看護

職員に限る。）」に、「指定介護老人福祉施設及び」を「指定介護老

人福祉施設に」に改め、「第６５号。」の次に「以下この項及び」を

加え、「）を併設する場合」を「以下この項において同じ。）を併設
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する場合の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設」に、「第５１条第２項」を「千葉市指定地域密着型サ

ービス条例第１８７条第２項」に改める。 

  第７条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加

える。 

  第１４条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

 ６ 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

 （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  第２３条の次に次の１条を加える。 

  （緊急時等の対応） 

 第２３条の２ 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サー

ビスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合そ

の他必要な場合のため、あらかじめ、第３条第１項第１号に掲げる

医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておか

なければならない。 

  第２７条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次

に次の１号を加える。 

 （６）緊急時等における対応方法 

  第２８条第４項中「第５１条第５項」を「以下この項及び第５１条

第５項」に、「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高齢者虐待

の防止に関する研修」に改める。 

  第４６条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

 ８ ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 
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 （２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  第５０条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次

に次の１号を加える。 

 （７）緊急時等における対応方法 

  第５１条第５項中「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高齢

者虐待の防止に関する研修」に改める。 

  附則第５条から第７条までの規定中「平成３０年３月３１日」を

「平成３６年３月３１日」に改める。 

（千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正） 

第９条 千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６５号）の一部を

次のように改正する。 

  目次中 

「第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備 

及び運営に関する基準              」 

 「第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準（第５９条の 

２０の２・第５９条の２０の３） 

  第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備 

及び運営に関する基準              」 

 改める。 

  第１条中「いう。）」の次に「第７８条の２の２第１項第１号及び

第２号並びに」を加える。 

  第２条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

 （６）共生型地域密着型サービス 法第７８条の２の２第１項の申請

に係る法第４２条の２第１項本文に規定する指定を受けた者によ

る指定地域密着型サービスをいう。 

  第６条第２項ただし書中「第１項第４号ア」を「前項第４号ア」に、

「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した経験が必要な者とし

て厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以上）」に改め、同条

第５項中「の各号」及び「、午後６時から午前８時までの間において」

を 

に 
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を削り、同項第１１号を次のように改める。 

 （11）介護医療院 

  第６条第７項中「午後６時から午前８時までの間は、」を削り、同

条第８項中「、午後６時から午前８時までの間は」を削り、同条第 

１２項中「第１９１条第１０項」を「第１９１条第１４項」に改める。 

  第３２条第３項中「午後６時から午前８時までの間に行われる」を

削る。 

  第３９条第１項中「３月」を「６月」に改め、同条第４項中「には」

の次に「、正当な理由がある場合を除き」を加え、「行うよう努めな

ければ」を「行わなければ」に改める。 

  第４７条第２項ただし書中「３年以上」を「１年以上（特に業務に

従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、

３年以上）」に改める。 

  第５９条の２５中「９人」を「１８人」に改める。 

  第５９条の２７第１項中「運営規程」を「重要事項に関する規程」

に改める。 

  第５９条の３８中「第３４条中」の次に「「運営規程」とあるのは

「第５９条の３４に規定する重要事項に関する規程」と、」を加える。 

  第３章の２中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

     第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準 

  （共生型地域密着型通所介護の基準） 

 第５９条の２０の２ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サ

ービス（以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」

という。）の事業を行う指定生活介護事業者（千葉市指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２４年千葉市条例第６８号。以下この条において「指定障害

福祉サービス等基準条例」という。）第７９条第１項に規定する指

定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者

（指定障害福祉サービス等基準条例第１４２条第１項に規定する指

定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立訓練（生活訓

練）事業者（指定障害福祉サービス等基準条例第１５２条第１項に
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規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指定児童発

達支援事業者（千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第７４号。以下

この条において「指定通所支援基準条例」という。）第５条第１項

に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害

児（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第２項に規定

する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。）を通わせ

る事業所において指定児童発達支援（指定通所支援基準条例第４条

に規定する指定児童発達支援をいう。第１号において同じ。）を提

供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイサービス事業者（指

定通所支援基準条例第７２条第１項に規定する指定放課後等デイサ

ービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所に

おいて指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準条例第７１条

に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第１号において同

じ。）を提供する事業者を除く。）が当該事業に関して満たすべき

基準は、次のとおりとする。 

 （１）指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第７９

条第１項に規定する指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓

練（機能訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第  

１４２条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所をい

う。）、指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定障害福祉サービ

ス等基準条例第１５２条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓

練）事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（指定通所支援

基準条例第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業所をい

う。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指定通所支援基準

条例第７２条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所

をいう。）（以下この号において「指定生活介護事業所等」とい

う。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する

指定生活介護（指定障害福祉サービス等基準条例第７８条に規定

する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）（指定

障害福祉サービス等基準条例第１４１条に規定する指定自立訓練
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（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）（指定障害

福祉サービス等基準条例第１５１条に規定する指定自立訓練（生

活訓練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサ

ービス（以下この号において「指定生活介護等」という。）の利

用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介

護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活

介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

 （２）共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを

提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設

から必要な技術的支援を受けていること。 

  （準用） 

 第５９条の２０の３ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８

条まで、第２０条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条ま

で、第４１条、第５３条、第５９条の２、第５９条の４及び第５９

条の５第４項並びに前節（第５９条の２０を除く。）の規定は、共

生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合におい

て、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規程」とあるのは

「運営規程（第５９条の２０の３において準用する第５９条の１２

に規定する運営規程をいう。第５９条の２０の３において準用する

第３４条において同じ。）」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当た

る従業者（以下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。）」

と、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第５９条の５第４

項中「前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１

項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介

護以外のサービスを提供する場合に限る。）」とあるのは「共生型

地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設

備を利用し、夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサー

ビスを提供する場合」と、第５９条の９第４号、第５９条の１０第

５項及び第５９条の１３第３項中「地域密着型通所介護従業者」と
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あるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第５９条の１８

第４項中「第５９条の５第４項」とあるのは「第５９条の２０の３

において準用する第５９条の５第４項」と、第５９条の１９第２項

第２号から第４号までの規定中「次条」とあるのは「第５９条の 

２０の３」と、同項第５号中「前条第２項」とあるのは「第５９条

の２０の３において準用する第５９条の１８第２項」と、同項第６

号中「第５９条の１７第２項」とあるのは「第５９条の２０の３に

おいて準用する第５９条の１７第２項」と読み替えるものとする。 

  第６１条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を

加える。 

  第６５条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に

「（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（第１７８条に規定

するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項

において同じ。）を除く。）」を、「以下」の次に「とし、ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユ

ニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型

指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以

下となる数」を加え、同条第２項中「指定介護療養型医療施設」の次

に「（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）

附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものと

された同法第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に

規定する指定介護療養型医療施設をいう。第１３０条第７項及び第 

１５１条第８項において同じ。）」を、「第８２条第７項」の次に

「及び第１９１条第８項」を加える。 

  第８２条第１項中「及び当該本体事業所」を「並びに当該本体事業

所」に改め、「他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所」の次に「及び第１９１条第８項に規定するサテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を加え、同条第６項の

表中「指定介護療養型医療施設（療養病床（医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同

じ。）を有する診療所であるものに限る。）」を「介護医療院」に改
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め、同条第７項中「（以下」の次に「この章において」を加える。 

  第８３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を

加え、「第１９２条第２項」を「第１９２条第３項」に改める。 

  第８４条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

  第９２条第６号中「前項の」を「前号に規定する」に改める。 

  第１０３条第３項、第１１１条第２項及び第１１２条中「介護老人

保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

  第１１７条中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。 

 ７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  第１２３条第４項中「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高

齢者虐待の防止に関する研修」に改める。 

  第１２５条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」

を加える。 

  第１３０条第４項ただし書中「介護老人保健施設」の次に「、介護

医療院」を加え、同条第７項第１号中「若しくは作業療法士」を  

「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加え

る。 

 （３）介護医療院 介護支援専門員 

  第１３８条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

 ６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等

の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  第１４６条第５項中「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高
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齢者虐待の防止に関する研修」に改める。 

  第１５１条第３項ただし書中「）及び」を「）に」に、「）第４２

条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。）を併設する

場合」を「。以下この項において「指定介護老人福祉施設基準条例」

という。）第４２条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をい

う。以下この項において同じ。）を併設する場合の指定地域密着型介

護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び

看護職員（指定介護老人福祉施設基準条例第５１条第２項の規定に基

づき配置される看護職員に限る。）」に、「及びユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設を併設する場合」を「にユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人福

祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」に改め、同

条第４項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同

条第８項第２号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは

言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。 

 （４）介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

  第１５２条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第

２０５号）」を加える。 

  第１５３条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」

を加える。 

  第１５７条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

 ６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  第１６５条の次に次の１条を加える。 

  （緊急時等の対応） 

 第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに
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入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらか

じめ、第１５１条第１項第１号に掲げる医師との連携方法その他の

緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 

  第１６８条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の

次に次の１号を加える。 

 （６）緊急時等における対応方法 

  第１６９条第４項中「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高

齢者虐待の防止に関する研修」に改める。 

  第１８２条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

 ８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の

適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  第１８６条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の

次に次の１号を加える。 

 （７）緊急時等における対応方法 

  第１８７条第５項中「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高

齢者虐待の防止に関する研修」に改める。 

  第１９１条第１項中「（本体事業所」を「（第８２条第７項に規定

する本体事業所」に、「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所」を「及び指定地域密着型介護予防サービス基準条

例第４４条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所（第６項において「サテライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所」という。）の登録者、第８項に規定する

本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、

当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事
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業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第８２条

第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」

に改め、同条第６項中「（本体事業所」を「（第８２条第７項に規定

する本体事業所」に改め、「サテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所」の次に「の登録者の心身の状況を勘案し、その処

遇に支障がない場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行

う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第８項に規定する本体事業所

である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体

事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所」を加え、同条第７項第４号を次のように改める。 

 （４）介護医療院 

  第１９１条中第１０項を第１４項とし、第９項を第１２項とし、同

項の次に次の１項を加える。 

 13 第１１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員によ

り当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録

者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護

支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専

ら従事する前項の厚生労働大臣が定める研修を修了している者（第

１９９条第１項において「研修修了者」という。）を置くことがで

きる。 

  第１９１条第８項ただし書中「前項各号」を「第７項各号」に改め、

同項を同条第１１項とし、同条第７項の次に次の３項を加える。 

 ８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所（利用者又はその家族等から電話等により看護に

関する意見を求められた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看

護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は

福祉に関する事業について３年以上の経験を有する指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護小規模多機
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能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指

定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下

この章において「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運

営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある

ものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当たる

看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員

により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、２人以上とす

ることができる。 

 ９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体

事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者

により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜

の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業

者を置かないことができる。 

 10 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で１

以上とする。 

  第１９２条第２項中「前項」を「第１項」に改め、「介護老人保健

施設」の次に「、介護医療院」を加え、同項を同条第３項とし、同条

第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充

てることができる。 

  第１９３条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え

る。 

  第１９４条第１項中「２９人」の次に「（サテライト型指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては、１８人）」を加え、同条第
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２項第１号中「、登録定員」を「登録定員」に、「利用定員）」を

「利用定員、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては１２人）」に改め、同項第２号中「９人」の次に「（サテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、６人）」

を加える。 

  第１９５条第２項第２号に次のように加える。 

   オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合

であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者への

サービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病

床については、宿泊室を兼用することができる。 

  第１９９条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第１９１条第 

１３項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下

この条において同じ。）」を加える。 

  第２０２条中「の活動状況」と」の次に「、第８７条中「第８２条

第１２項」とあるのは「第１９１条第１３項」と」を加える。 

  附則第４条中「この条」の次に「及び附則第６条」を、「）又は療

養病床」の次に「（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床を

いう。以下同じ。）」を加え、「平成３０年３月３１日」を「平成 

３６年３月３１日」に改める。 

  附則第５条及び第６条中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年

３月３１日」に改める。 

  附則に次の２条を加える。 

 第７条 第１３０条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又

は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該

診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の

療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、

当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、

要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に

供することをいう。次条において同じ。）を行って指定地域密着型

特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着
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型特定施設（介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療

所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この条及び次

条において同じ。）の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担

当者の員数の基準は、次のとおりとする。 

 （１）機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又

は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

により当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処

遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができる

こと。 

 （２）生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域

密着型特定施設の実情に応じた適当数 

 第８条 第１３２条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又

は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該

診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って指定

地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併

設型指定地域密着型特定施設においては、併設される介護老人保健

施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することに

より、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇

が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地

域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。 

（千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１０条 千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営

並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６７号）

の一部を次のように改正する。 

  目次中 

「第７節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第１６５条 

―第１７１条）                 」 

 「第７節 共生型介護予防サービスに関する基準（第１６４条の 

を 
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２・第１６４条の３） 

  第８節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第１６５条 

―第１７１条）                 」 

 改める。 

  第１条中「第５４条第１項第２号及び」を「第５４条第１項第２号、

第１１５条の２の２第１項第１号及び第２号並びに」に改める。 

  第２条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

 （７）共生型介護予防サービス 法第１１５条の２の２第１項の申請

に係る法第５３条第１項本文に規定する指定を受けた者による指

定介護予防サービスをいう。 

  第７９条第１項中「、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供

に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この章におい

て「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。）を置かなけ

ればならない」を「置くべき従業者の員数は、次のとおりとする」に

改め、同項に次の各号を加える。 

 （１）医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせ

るために必要な１以上の数 

 （２）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １以上 

  第７９条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項

とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 前項第１号の医師は、常勤でなければならない。 

  第８０条第１項中「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施

設又は介護医療院」に改める。 

  第８７条中「、看護職員（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理

指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健

師、看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ。）」を削

る。 

  第８８条第１項第１号イ中「、看護職員」を削り、同項第３号を削

る。 

  第８９条第１項中「、薬局又は指定訪問看護ステーション等」を

「又は薬局」に改める。 

に 
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  第９１条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

 （５）通常の事業の実施地域 

  第９５条第３項を削る。 

  第１１８条第１項ただし書中「介護老人保健施設」の次に「又は介

護医療院」を加える。 

  第１２９条第４項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」

を、「もの（以下」の次に「この節及び次節において」を加える。 

  第９章中第７節を第８節とし、第６節の次に次の１節を加える。 

     第７節 共生型介護予防サービスに関する基準 

  （共生型介護予防短期入所生活介護の基準） 

 第１６４条の２ 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サ

ービス（以下この条及び次条において「共生型介護予防短期入所生

活介護」という。）の事業を行う指定短期入所事業者（千葉市指定

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２４年千葉市条例第６８号。以下この条において

「千葉市指定障害福祉サービス等条例」という。）第１０２条第１

項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設（障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害者支援

施設をいう。以下この条において同じ。）が指定短期入所（千葉市

指定障害福祉サービス等条例第９８条に規定する指定短期入所をい

う。以下この条において同じ。）の事業を行う事業所として当該施

設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設

の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短

期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所（以下こ

の条において「指定短期入所事業所」という。）において指定短期

入所を提供する事業者に限る。）が当該事業に関して満たすべき基

準は、次のとおりとする。 

 （１）指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の

数と共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除

して得た面積が９．９平方メートル以上であること。 
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 （２）指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業

所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者

及び共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数であ

るとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされ

る数以上であること。 

 （３）共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサー

ビスを提供するため、指定介護予防短期入所生活介護事業所その

他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

  （準用） 

 第１６４条の３ 第５０条の３から第５０条の７まで、第５０条の９、

第５０条の１０、第５０条の１３、第５１条の２、第５１条の３、

第５３条、第５４条の４から第５４条の１１まで、第１２０条の２、

第１２０条の４、第１２８条、第１３０条並びに第９章第４節（第

１４２条を除く。）及び第５節の規定は、共生型介護予防短期入所

生活介護の事業について準用する。この場合において、第５４条の

４中「第５４条」とあるのは「第１６４条の３において準用する第

１３８条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生

型介護予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者（第１６４条の

３において準用する第１２０条の２第３項、第１３３条第１項及び

第１３７条において「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と

いう。）」と、第１２０条の２第３項中「介護予防通所リハビリテ

ーション従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従

業者」と、第１３３条第１項中「第１３８条」とあるのは「第  

１６４条の３において準用する第１３８条」と、同項及び第１３７

条中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型介護

予防短期入所生活介護従業者」と、第１４１条第２項第２号中「次

条」とあるのは「第１６４条の３」と、同項第３号中「第１３６条

第２項」とあるのは「第１６４条の３において準用する第１３６条

第２項」と、同項第４号から第６号までの規定中「次条」とあるの

は「第１６４条の３」と、第１４４条第１項中「第１２８条」とあ

るのは「第１６４条の３において準用する第１２８条」と、「前条」
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とあるのは「第１６４条の３において準用する前条」と読み替える

ものとする。 

  第１７３条第１項第２号を削り、同項第３号中「（前号に該当する

ものを除く。）」を削り、同号を同項第２号とし、同項第４号中「前

２号」を「前号」に改め、同号を同項第３号とし、同項に次の１号を

加える。 

 （４）介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっ

ては、当該指定介護予防短期入所療養介護に置くべき医師、薬剤

師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士

の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなし

た場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が

確保されるために必要な数以上とする。 

  第１７４条第１項第２号を削り、同項第３号中「（指定介護療養型

医療施設であるものを除く。）」を削り、同号を同項第２号とし、同

項第４号イ中「食堂及び」を削り、同号を同項第３号とし、同項に次

の１号を加える。 

 （４）介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっ

ては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備

（ユニット型介護医療院（千葉市介護医療院の人員、施設及び設

備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例

第６２号）第４３条に規定するユニット型介護医療院をいう。第

１９１条第１項及び第１９５条において同じ。）に関するものを

除く。）を有することとする。 

  第１７４条第２項中「前項第３号及び第４号」を「前項第２号及び

第３号」に改める。 

  第１７５条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」

を加える。 

  第１７９条に次の１号を加える。 

 （４）介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっ

ては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において

入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 
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  第１９１条第１項第２号を削り、同項第３号中「平成１８年旧介護

保険法に規定する指定介護療養型医療施設」を「健康保険法等の一部

を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１

項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規

定による改正前の法（以下この項において「平成１８年旧介護保険法」

という。）に規定する指定介護療養型医療施設（平成１８年旧介護保

険法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。

次号において同じ。）」に改め、「ユニット型指定介護療養型医療施

設」の次に「（千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例（平成３０年千

葉市条例第  号）第６条の規定による改正前の千葉市指定介護療養

型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２４年千葉市条例第６２号）第４１条に規定するユニット型指定介護

療養型医療施設をいう。次号において同じ。）」を加え、同号を同項

第２号とし、同項中第４号を第３号とし、同項に次の１号を加える。 

 （４）介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施

設及び設備（ユニット型介護医療院に関するものに限る。）を有

することとする。 

  第１９５条第２号を次のように改める。 

 （２）ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院

の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超

えることとなる利用者数 

  第２１１条に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の

適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 （１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に

１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 
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  第２１３条第５項中「研修」を「身体的拘束等の適正化その他の高

齢者虐待の防止に関する研修」に改める。 

  第２２５条中「をいう。」の次に「以下同じ。」を加える。 

  第２５０条第１号中「利用料」の次に「、全国平均貸与価格」を加

え、同条に次の１号を加える。 

 （７）指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目にお

ける機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用

者に提供するものとする。 

  第２５１条第４項中「利用者」の次に「及び当該利用者に係る介護

支援専門員」を加える。 

  附則に次の３条を加える。 

 第１４条 第２０３条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院

又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当

該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院

の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、

当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム（老人福祉法第 

２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の要介護者、

要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に

供することをいう。次条及び附則第１６条において同じ。）を行っ

て指定介護予防特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型指定

介護予防特定施設入居者生活介護を除く。）の事業を行う医療機関

併設型指定介護予防特定施設（介護老人保健施設、介護医療院又は

病院若しくは診療所に併設される指定介護予防特定施設をいう。以

下この条から附則第１６条までにおいて同じ。）の生活相談員、機

能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとす

る。 

 （１）機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又

は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

により当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の処遇

が適切に行われると認められるときは、置かないことができるこ

と。 
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 （２）生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定介護

予防特定施設の実情に応じた適当数 

 第１５条 第２２７条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院

又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当

該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って外

部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行

う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計画作成

担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設

の実情に応じた適当数とする。 

 第１６条 第２０５条及び第２２９条の規定にかかわらず、療養病床

等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療

養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に

転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場

合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては、併設される

介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利

用することにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利

用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併

設型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことが

できる。 

 （千葉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第１１条 千葉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例（平成２７年千葉市条例第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３条第４項中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者」を

加える。 

  第６条第２項中「である」を「であり、利用者は複数の指定介護予
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防サービス事業者（法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービ

ス事業者をいう。以下同じ。）等を紹介するよう求めることができる」

に改め、同条第７項を同条第８項とし、同条第６項各号列記以外の部

分中「第３項」を「第４項」に改め、同項第１号中「第３項各号」を

「第４項各号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「第３

項第１号」を「第４項第１号」に改め、同項を同条第６項とし、同条

第４項を同条第５項とし、同条第３項中「第６項」を「第７項」に改

め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病

院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及

び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

  第３２条第９号中「ために」の次に「、利用者及びその家族の参加

を基本としつつ」を加え、同条第１４号の次に次の１号を加える。 

 （14）の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者

に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用

者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に

係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の

医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 

  第３２条第２１号中「以下」を「次号及び第２２号において」に改

め、同号の次に次の１号を加える。 

 （21）の２ 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計

画を作成した際には、当該介護予防サービス計画を主治の医師等

に交付しなければならない。 

 （千葉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正） 

第１２条 千葉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例（平成２７年千葉市条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第３条第４項中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）
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第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者」を

加える。 

  第４条第１項中「（以下次条第２項を除き、単に「介護支援専門員」

という。）」を削る。 

  第５条第２項中「介護支援専門員」を「介護保険法施行規則（平成

１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号イ（３）に規定す

る主任介護支援専門員」に改める。 

  第６条第２項中「である」を「であり、利用者は複数の指定居宅サ

ービス事業者等を紹介するよう求めることができる」に改め、同条第

７項を同条第８項とし、同条第６項各号列記以外の部分中「第３項」

を「第４項」に改め、同項第１号中「第３項各号」を「第４項各号」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「第３項第１号」を

「第４項第１号」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項を同条

第５項とし、同条第３項中「第６項」を「第７項」に改め、同項を同

条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際

し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病

院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る

介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよ

う求めなければならない。 

  第１５条第９号ただし書中「ただし、」の次に「利用者（末期の悪

性腫瘍の患者に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科

医師（以下この条において「主治の医師等」という。）の意見を勘案

して必要と認める場合その他の」を加え、同条第１３号の次に次の１

号を加える。 

 （13）の２ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用

者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利

用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況

に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治

の医師等又は薬剤師に提供するものとする。 

  第１５条第１４号中「前号」を「第１３号」に改め、同条第１８号
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の次に次の１号を加える。 

 （18）の２ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が

定める回数以上の訪問介護（厚生労働大臣が定めるものに限る。

以下この号において同じ。）を位置付ける場合にあっては、その

利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要

な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届

け出なければならない。 

  第１５条第１９号中「医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」と

いう。）」を「医師等」に改め、同号の次に次の１号を加える。 

 （19）の２ 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス

計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に

交付しなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第１

条中千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例第２５４条第１号の改正規定、第１０条中千葉市指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例第２５０条第１号の改正規定及び第１２条中千葉市指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第

１５条第１８号の次に１号を加える改正規定は、同年１０月１日から

施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の際現に介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第４１条第１項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所にお

いて行われる第１条の規定による改正前の千葉市指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（以下この条

において「旧指定居宅サービス等基準条例」という。）第８９条に規

定する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員（歯科衛生士が行う居

宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を
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除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。）が行うものについては、

旧指定居宅サービス等基準条例第８９条から第９１条まで及び第９４

条第３項の規定は、平成３０年９月３０日までの間、なおその効力を

有する。 

第３条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規

定する療養病床（以下「療養病床」という。）等を有する病院又は病

床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所

の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の療養病床

等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等

の施設を介護医療院、軽費老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律

第１３３号）第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その

他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるため

の施設の用に供することをいう。次条から附則第６条までにおいて同

じ。）を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の

建物（入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。附則

第６条において同じ。）については、第６条の規定による改正後の千

葉市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条例（以下「改正後の介護医療院基準条例」という。）第６条第１

項第１号及び第４５条第４項第１号の規定は、適用しない。 

第４条 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日

までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護

医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての改正後の介護医

療院基準条例第６条第１項及び第４５条第４項第２号の規定の適用に

ついては、改正後の介護医療院基準条例第６条第１項第２号及び第 

４５条第４項第２号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ

１以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を２以上設けるこ

と。ただし、エレベーターが設置されているもの又は２階以上の各階

における療養室の床面積の合計がそれぞれ５０平方メートル（主要構

造部が耐火構造であるか、又は不燃材料（建築基準法第２条第９号に

規定する不燃材料をいう。）で造られている建築物にあっては、  
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１００平方メートル）以下のものについては、屋内の直通階段を１と

することができる」とする。 

第５条 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日

までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合における当該介護

医療院の療養室に隣接する廊下については、改正後の介護医療院基準

条例第６条第１項第６号ア及び第４５条第４項第６号アの規定にかか

わらず、幅は、１．２メートル（中廊下にあっては、１．６メートル）

以上とする。 

第６条 平成１８年７月１日から平成３０年３月３１日までの間に、療

養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院

の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って開設する介護老人

保健施設（以下この条から附則第８条までにおいて「介護療養型老人

保健施設」という。）を開設した場合であって、平成３６年３月３１

日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止する

とともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の建物

については、改正後の介護医療院基準条例第６条第１項第１号及び第

４５条第４項第１号の規定は、適用しない。 

第７条 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、平成３６年

３月３１日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を

廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療

院の屋内の直通階段及びエレベーターについての改正後の介護医療院

基準条例第６条第１項及び第４５条第４項第２号の規定の適用につい

ては、改正後の介護医療院基準条例第６条第１項第２号及び第４５条

第４項第２号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上

設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を２以上設けること。た

だし、エレベーターが設置されているもの又は２階以上の各階におけ

る療養室の床面積の合計がそれぞれ５０平方メートル（主要構造部が

耐火構造であるか、又は不燃材料（建築基準法第２条第９号に規定す

る不燃材料をいう。）で造られている建築物にあっては、１００平方

メートル）以下のものについては、屋内の直通階段を１とすることが
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できる」とする。 

第８条 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、平成３６年

３月３１日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を

廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療

院の療養室に隣接する廊下については、改正後の介護医療院基準条例

第６条第１項第６号ア及び第４５条第４項第６号アの規定にかかわら

ず、幅は、１．２メートル（中廊下にあっては、１．６メートル）以

上とする。 

第９条 この条例の施行の際現に介護保険法第５３条第１項に規定する

指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる第１０条

の規定による改正前の千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以下この条において

「旧指定介護予防サービス等基準条例」という。）第８７条に規定す

る指定介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員（歯科衛生士が行

う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及

び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。）が行うも

のについては、旧指定介護予防サービス等基準条例第８７条から第 

８９条まで及び第９５条第３項の規定は、平成３０年９月３０日まで

の間、なおその効力を有する。 

第１０条 平成３３年３月３１日までの間は、第１２条の規定による改

正後の千葉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例第５条第２項の規定にかかわらず、介護支援専門員（介

護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６

第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員を除く。）を千葉市指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例第

５条第１項に規定する管理者とすることができる。 
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議 案 説 明 

  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一

部改正等に伴い、共生型サービス及び介護医療院に関する基準を定め

るほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするもの

であります。 
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議案第３２号 

心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正について 

心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定するものとする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

心身障害者の医療費の助成に関する条例（昭和４８年千葉市条例第 

２９号）の一部を次のように改正する。 

第４条第３項中「の属する世帯」を「及び当該対象者と同一の世帯に

属する者」に改め、「所得割の額」の次に「（地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２５２条の１９第１項に規定する指定都市により課さ

れている場合にあっては、地方税法第３１４条の３第１項に規定する所

得割の税率を１００分の６として算出した所得割の額）の合計額」を加

える。 

附 則 

１ この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第４条第３項の規定は、この条例の施行の

日以後の治療に係る医療費の助成について適用し、同日前の治療に係

る医療費の助成については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

個人市民税の所得割の税率の改定に伴い、一部負担金に係る基準に

ついて所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするもので

あります。 
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議案第３３号 

千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部改正について 

千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

 （千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正） 

第１条 千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６８号）の一部を

次のように改正する。 

目次中 

「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第４４条― 

第４８条）                   」 

「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第４３条の２ 

―第４３条の４） 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第４４条― 

第４８条）                   」 

 「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第９５条― 

第９７条）                   」 

 「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第９４条の２ 

―第９４条の５） 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第９５条― 

第９７条）                   」 

 「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１１０条 

・第１１１条）                 」 

を 

に、 

を 

に、 

を 
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 「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第１０９条の 

２―第１０９条の４） 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１１０条 

・第１１１条）                 」 

「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１４９条 

―第１５０条）                 」 

「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第１４８条の 

２―第１４８条の４） 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１４９条 

―第１５０条）                 」 

「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１５９条 

―第１６０条）                 」 

「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第１５８条の 

２―第１５８条の４） 

第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１５９条 

―第１６０条）                 」 

 「第１６７条」を「第１６６条の２」に、 

「 第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１９０ 

条―第１９３条） 

第１３章 共同生活援助                 」 

 「 第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１９０ 

条―第１９３条） 

第１３章 就労定着支援 

第１節 基本方針（第１９３条の２） 

第２節 人員に関する基準（第１９３条の３・第１９３条の 

４） 

第３節 設備に関する基準（第１９３条の５） 

第４節 運営に関する基準（第１９３条の６―第１９３条の 

１２） 

第１４章 自立生活援助 

第１節 基本方針（第１９３条の１３） 

に、 

を 

に、 

を 

に、 

を 

に、 
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第２節 人員に関する基準（第１９３条の１４・第１９３条 

の１５） 

第３節 設備に関する基準（第１９３条の１６） 

第４節 運営に関する基準（第１９３条の１７―第１９３条 

の２０） 

第１５章 共同生活援助                 」 

 「第５節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方 

針並びに人員、設備及び運営に関する基準     」 

 「第５節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方 

針並びに人員、設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２００条の２・第 

    ２００条の３） 

第２款 人員に関する基準（第２００条の４・第２００条の 

５） 

第３款 設備に関する基準（第２００条の６） 

第４款 運営に関する基準（第２００条の７―第２００条の 

１１） 

第６節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方 

針並びに人員、設備及び運営に関する基準     」 

「第２００条の２・第２００条の３」を「第２００条の１２・第  

２００条の１３」に、「第２００条の４・第２００条の５」を「第 

２００条の１４・第２００条の１５」に、「第２００条の６」を「第 

２００条の１６」に、「第２００条の７―第２００条の１２」を「第

２００条の１７―第２００条の２２」に、「第１４章」を「第１６章」

に改める。 

  第１条中「第３０条第１項第２号イ」の次に「、第４１条の２第１

項第１号及び第２号」を加える。 

  第２条第３号中「第５条第２１項」を「第５条第２３項」に改め、

同条第１６号中「指定放課後等デイサービスの事業」の次に「、指定

通所支援等基準条例第８０条の２に規定する指定居宅訪問型児童発達

支援の事業」を加え、同号を同条第１７号とし、同条中第１５号を第

を 

に、 
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１６号とし、第１４号の次に次の１号を加える。 

（15）共生型障害福祉サービス 法第４１条の２第１項の申請に係る

法第２９条第１項の指定を受けた者による指定障害福祉サービス

をいう。 

  第３条第１項中「第１３章」を「第１５章」に改める。 

第５条第１項中「第２００条の２」を「第２００条の１２」に、

「第２００条の１０第２項」を「第２００条の２０第２項」に改める。 

  第４８条第１項及び第２項中「前節」を「第４節」に改める。 

  第２章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準） 

第４３条の２ 居宅介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生

型居宅介護」という。）の事業を行う指定訪問介護事業者（千葉市

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２４年千葉市条例第６６号。以下「指定居宅サービ

ス等基準条例」という。）第５条第１項に規定する指定訪問介護事

業者をいう。以下同じ。）が当該事業に関して満たすべき基準は、

次のとおりとする。 

（１）指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第５条第１

項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。）の従業者

の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護（指

定居宅サービス等基準条例第４条に規定する指定訪問介護をいう。

以下同じ。）の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生

型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該

指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。 

（２）共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定居宅介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。 

（共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準） 

第４３条の３ 重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス（以下

「共生型重度訪問介護」という。）の事業を行う指定訪問介護事業
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者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業

所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者

の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計数であるとした

場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上

であること。 

（２）共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供す

るため、指定重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技

術的支援を受けていること。 

（準用） 

第４３条の４ 第４条（第３項及び第４項を除く。）、第５条第２項

及び第３項、第６条並びに前節（第４３条を除く。）の規定は、共

生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。こ

の場合において、第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第４３

条の４において準用する第３１条」と、第２０条第２項中「次条第

１項」とあるのは「第４３条の４において準用する次条第１項」と、

第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第４３条の４に

おいて準用する第２１条第２項」と、第２５条第１号中「次条第１

項」とあるのは「第４３条の４において準用する次条第１項」と、

第２６条第１項中「第５条第２項」とあるのは「第４３条の４にお

いて準用する第５条第２項」と、第３０条第３項中「第２６条」と

あるのは「第４３条の４において準用する第２６条」と、第３１条

中「第３５条」とあるのは「第４３条の４において準用する第３５

条」と、第３２条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護

（共生型重度訪問介護の事業にあっては、食事等の介護、外出時に

おける移動中の介護）」と読み替えるものとする。 

 第８６条の次に次の１条を加える。 

  （職場への定着のための支援の実施） 

第８６条の２ 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進

するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受け

て通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・
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生活支援センター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５

年法律第１２３号）第２７条第２項に規定する障害者就業・生活支

援センターをいう。以下同じ。）等の関係機関と連携して、当該障

害者が就職した日から６月以上、職業生活における相談等の支援の

継続に努めなければならない。 

第９５条第１号中「指定通所介護事業者（千葉市指定居宅サービス

等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４

年千葉市条例第６６号。以下「指定居宅サービス等基準条例」とい

う。）第９９条第１項に規定する指定通所介護事業者をいう。）又は

指定地域密着型通所介護事業者（千葉市指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年千葉

市条例第６５号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）

第５９条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をい

う。）（以下「指定通所介護事業者等」という。）」を「指定通所介

護事業者等」に、「指定通所介護（指定居宅サービス等基準条例第 

９８条に規定する指定通所介護をいう。）又は指定地域密着型通所介

護（指定地域密着型サービス基準条例第５９条の２に規定する指定地

域密着型通所介護をいう。）（以下「指定通所介護等」という。）」

を「指定通所介護等」に改め、同条第２号中「指定通所介護事業所

（指定居宅サービス等基準条例第９９条第１項に規定する指定通所介

護事業所をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密

着型サービス基準条例第５９条の３第１項に規定する指定地域密着型

通所介護事業所をいう。）（以下「指定通所介護事業所等」とい

う。）」を「指定通所介護事業所等」に改め、「（指定居宅サービス

等基準条例第１０１条第２項又は指定地域密着型サービス基準条例第

５９条の５第２項に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同

じ。）」を削る。 

第９６条中「の各号」を削り、「指定小規模多機能型居宅介護事業

者（指定地域密着型サービス基準条例第８２条第１項に規定する指定

小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）又は指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第 
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１９１条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者を

いう。以下」を「指定小規模多機能型居宅介護事業者等（指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第１１０条、

第１４９条の２及び第１５９条の２において」に、「指定小規模多機

能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第８１条に規定する

指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）又は指定看護小規

模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第１９０条に

規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下」を「指定小

規模多機能型居宅介護等（指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除

く。以下この条、第１１０条、第１４９条の２及び第１５９条の２に

おいて」に、「指定地域密着型サービス基準条例第８２条第１項又は

第１９１条第１項に規定する通いサービスをいう。以下」を「指定地

域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第１項に規定する通いサ

ービスを除く。以下この条、第１１０条、第１４９条の２及び第  

１５９条の２において」に、「指定小規模多機能型居宅介護事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第８２条第１項に規定する指定小

規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１９１条第１項

に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）（以下「指

定小規模多機能型居宅介護事業所等」という」を「指定小規模多機能

型居宅介護事業所等（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を

除く。以下この条、第１１０条、第１４９条の２及び第１５９条の２

において同じ」に改め、同条第１号中「指定地域密着型サービス基準

条例第８２条第１項又は第１９１条第１項に規定する登録者をいう。

以下」を「指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第１項

に規定する登録者を除く。第１４９条の２及び第１５９条の２におい

て」に、「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地

域密着型サービス基準条例第８２条第７項に規定するサテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下」を「サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所等（サテライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第１１０条、第  
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１４９条の２及び第１５９条の２において」に改め、同条第２号中

「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改め、同条第３号中「指

定地域密着型サービス基準条例第８６条第２項第１号又は第１９５条

第２項第１号に規定する居間及び食堂をいう。以下」を「指定地域密

着型介護予防サービス基準条例第４８条第２項第１号に規定する居間

及び食堂を除く。第１４９条の２及び第１５９条の２において」に改

める。 

第９７条中「第８３条第２項中」を「同条第３項中」に改める。 

  第４章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

     第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準） 

第９４条の２ 生活介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生

型生活介護」という。）の事業を行う指定児童発達支援事業者（指

定通所支援等基準条例第５条第１項に規定する指定児童発達支援事

業者をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支

援等基準条例第７２条第１項に規定する指定放課後等デイサービス

事業者をいう。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとお

りとする。 

（１）指定児童発達支援事業所（指定通所支援等基準条例第５条第１

項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。第２０１条におい

て同じ。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指定通所支援

等基準条例第７２条第１項に規定する指定放課後等デイサービス

事業所をいう。第２０１条において同じ。）（以下「指定児童発

達支援事業所等」という。）の従業者の員数が当該指定児童発達

支援事業所等が提供する指定児童発達支援（指定通所支援等基準

条例第４条に規定する指定児童発達支援をいう。）又は指定放課

後等デイサービス（指定通所支援等基準条例第７１条に規定する

指定放課後等デイサービスをいう。）（以下「指定児童発達支援

等」という。）を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受け

る障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であると
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した場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とさ

れる数以上であること。 

（２）共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。 

（共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第９４条の３ 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者（指

定居宅サービス等基準条例第９９条第１項に規定する指定通所介護

事業者をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業者（千葉市指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２４年千葉市条例第６５号。以下「指定地域密着型

サービス基準条例」という。）第５９条の３第１項に規定する指定

地域密着型通所介護事業者をいう。）（以下「指定通所介護事業者

等」という。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおり

とする。 

（１）指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第９９条第

１項に規定する指定通所介護事業所をいう。）又は指定地域密着

型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第５９条の

３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）

（以下「指定通所介護事業所等」という。）の食堂及び機能訓練

室（指定居宅サービス等基準条例第１０１条第２項又は指定地域

密着型サービス基準条例第５９条の５第２項に規定する食堂及び

機能訓練室をいう。以下同じ。）の面積を、指定通所介護（指定

居宅サービス等基準条例第９８条に規定する指定通所介護をい

う。）又は指定地域密着型通所介護（指定地域密着型サービス基

準条例第５９条の２に規定する指定地域密着型通所介護をいう。）

（以下「指定通所介護等」という。）の利用者の数と共生型生活

介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が３平方メートル以

上であること。 

（２）指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事

業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等
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の利用者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であると

した場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる

数以上であること。 

（３）共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。 

（共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業 

者等の基準） 

第９４条の４ 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅

介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第８２条第１項に規

定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）、指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第

１９１条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者（千葉

市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例

第６０号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」とい

う。）第４４条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅

介護事業者等」という。）が当該事業に関して満たすべき基準は、

次のとおりとする。 

（１）指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス

基準条例第８２条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護

事業所をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指

定地域密着型サービス基準条例第１９１条第１項に規定する指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第４４条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機

能型居宅介護事業所等」という。）の登録定員（当該指定小規模
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多機能型居宅介護事業所等の登録者（指定地域密着型サービス基

準条例第８２条第１項若しくは第１９１条第１項又は指定地域密

着型介護予防サービス基準条例第４４条第１項に規定する登録者

をいう。以下同じ。）の数と共生型生活介護、共生型自立訓練

（機能訓練）（第１４８条の２に規定する共生型自立訓練（機能

訓練）をいう。）若しくは共生型自立訓練（生活訓練）（第  

１５８条の２に規定する共生型自立訓練（生活訓練）をいう。）

又は共生型児童発達支援（指定通所支援等基準条例第５４条の２

に規定する共生型児童発達支援をいう。）若しくは共生型放課後

等デイサービス（指定通所支援等基準条例第７７条の２に規定す

る共生型放課後等デイサービスをいう。）（以下「共生型通いサ

ービス」という。）を利用するために当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の

上限をいう。以下この条、第１４８条の３及び第１５８条の３に

おいて同じ。）を２９人（サテライト型指定小規模多機能型居宅

介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８２条第７項に

規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。）、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第１９１条第８項に規定する

サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）

又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第７項に規

定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

をいう。第９６条において同じ。）（以下「サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所等」という。）にあっては、１８人）

以下とすること。 

（２）指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多

機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第８１条に規

定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。）、指定看護小規模

多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第１９０条

に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。）又は指定

103



介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サー

ビス基準条例第４３条に規定する指定介護予防小規模多機能型居

宅介護をいう。以下同じ。）（以下「指定小規模多機能型居宅介

護等」という。）のうち通いサービス（指定地域密着型サービス

基準条例第８２条第１項若しくは第１９１条第１項又は指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第４４条第１項に規定する通い

サービスをいう。以下同じ。）の利用定員（当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通い

サービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの

上限をいう。以下この条、第１４８条の３及び第１５８条の３に

おいて同じ。）を登録定員の２分の１から１５人（登録定員が 

２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、

登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１２人）までの範

囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

（３）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂（指定地

域密着型サービス基準条例第８６条第２項第１号若しくは第  

１９５条第２項第１号又は指定地域密着型介護予防サービス基準

条例第４８条第２項第１号に規定する居間及び食堂をいう。以下

同じ。）は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

（４）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの

利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを

受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における

指定地域密着型サービス基準条例第８２条若しくは第１９１条又

は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条に規定する
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基準を満たしていること。 

（５）共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。 

（準用） 

第９４条の５ 第９条から第１７条まで、第１９条、第２０条、第 

２２条、第２３条、第２８条、第３６条から第４１条まで、第５１

条、第５８条から第６１条まで、第６７条、第６９条から第７１条

まで、第７４条から第７６条まで、第７８条、第８０条及び前節

（第９４条を除く。）の規定は、共生型生活介護の事業について準

用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条」とあるの

は「第９４条の５において準用する第９０条」と、第２０条第２項

中「次条第１項」とあるのは「第９４条の５において準用する第 

８３条第１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるの

は「第９４条の５において準用する第８３条第２項」と、第５８条

第１項中「次条第１項」とあるのは「第９４条の５において準用す

る次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」

と、第５９条中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、

第６０条中「前条」とあるのは「第９４条の５において準用する前

条」と、第７６条第２項第１号中「第５９条」とあるのは「第９４

条の５において準用する第５９条」と、「療養介護計画」とあるの

は「生活介護計画」と、同項第２号中「第５４条第１項」とあるの

は「第９４条の５において準用する第１９条第１項」と、同項第３

号中「第６６条」とあるのは「第９４条の５において準用する第 

８９条」と、同項第４号中「第７４条第２項」とあるのは「第９４

条の５において準用する第７４条第２項」と、同項第５号及び第６

号中「次条」とあるのは「第９４条の５」と、第９０条中「第９３

条」とあるのは「第９４条の５において準用する第９３条」と読み

替えるものとする。 

  第９９条第１項第２号中「規定する指定共同生活援助事業者」の次

に「、第２００条の２に規定する日中サービス支援型指定共同生活援
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助事業者」を加え、「第２００条の４第１項」を「第２００条の１４

第１項」に改め、同号ア中「第１９４条に規定する指定共同生活援助」

の次に「、第２００条の２に規定する日中サービス支援型指定共同生

活援助」を加え、「第２００条の２」を「第２００条の１２」に改め、

「規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同

じ。）」の次に「、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所（第

２００条の４第１項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助

事業所をいう。以下この章において同じ。）」を加え、「第２００条

の４第１項」を「第２００条の１４第１項」に改め、同条第２項第２

号中「事業者等」の次に「（第２００条の２に規定する日中サービス

支援型指定共同生活援助事業者を除く。）」を加え、同号ア中「自立

訓練（生活訓練）等」の次に「（第２００条の２に規定する日中サー

ビス支援型指定共同生活援助を除く。）」を加え、「自立訓練（生活

訓練）事業所等の利用者の数及び」を「自立訓練（生活訓練）事業所

等（日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以下このア

において同じ。）の利用者の数及び」に改め、同条第３項第１号中

「第１９５条第１項に規定する」を削り、「第２００条の４第１項に

規定する」を「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、」に改

め、同号ア中「規定する指定共同生活援助」の次に「、第２００条の

２に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助」を加え、「第 

２００条の２」を「第２００条の１２」に改める。 

  第１０８条中「の各号」を削り、同条第２号中「第２００条の４第

１項」を「第２００条の１４第１項」に改める。 

第１１０条第１号中「指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者」を「指定小規模多機能型居宅介

護事業者等」に、「指定小規模多機能型居宅介護又は指定看護小規模

多機能型居宅介護」を「指定小規模多機能型居宅介護等」に改め、同

条第２号中「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」を

「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」に改める。 

  第５章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 
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第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

  （共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基

準） 

第１０９条の２ 短期入所に係る共生型障害福祉サービス（以下「共

生型短期入所」という。）の事業を行う指定短期入所生活介護事業

者（指定居宅サービス等基準条例第１４７条第１項に規定する指定

短期入所生活介護事業者をいう。）又は指定介護予防短期入所生活

介護事業者（千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例

第６７号。以下「指定介護予防居宅サービス等基準条例」という。）

第１２９条第１項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者

をいう。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとす

る。 

（１）指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第

１４７条第１項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。）

又は指定介護予防短期入所生活介護事業所（指定介護予防居宅サ

ービス等基準条例第１２９条第１項に規定する指定介護予防短期

入所生活介護事業所をいう。）（以下「指定短期入所生活介護事

業所等」という。）の居室の面積を、指定短期入所生活介護（指

定居宅サービス等基準条例第１４６条に規定する指定短期入所生

活介護をいう。）又は指定介護予防短期入所生活介護（指定介護

予防居宅サービス等基準条例第１２８条に規定する指定介護予防

短期入所生活介護をいう。）（以下「指定短期入所生活介護等」

という。）の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数

で除して得た面積が１０．６５平方メートル以上であること。 

（２）指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短

期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入所生活介護等の利

用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数及び共生型短期

入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短

期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 
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（３）共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。 

 （共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者

等の基準） 

第１０９条の３ 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居

宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおり

とする。 

（１）指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室（指定地域密着型

サービス基準条例第８６条第２項第２号ウ若しくは第１９５条第

２項第２号ウ又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第 

４８条第２項第２号ウに規定する個室をいう。以下この号におい

て同じ。）以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室

の面積を宿泊サービス（指定地域密着型サービス基準条例第８２

条第５項若しくは第１９１条第６項又は指定地域密着型介護予防

サービス基準条例第４４条第５項に規定する宿泊サービスをいう。

次号において同じ。）の利用定員から個室の定員数を減じて得た

数で除して得た面積が、おおむね７．４３平方メートル以上であ

ること。 

（２）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの

利用者の数を宿泊サービスの利用者の数及び共生型短期入所の利

用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

（３）共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するた

め、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援

を受けていること。 

 （準用） 

第１０９条の４ 第９条、第１１条から第１７条まで、第１９条、第

２０条、第２２条、第２３条、第２８条、第２９条、第３６条から

第４２条まで、第５１条、第６１条、第６７条、第６９条から第 
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７１条まで、第７４条、第７５条、第８８条、第９１条から第９３

条まで、第９８条及び前節（第１０８条及び第１０９条を除く。）

の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。この場合にお

いて、第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第１０９条の４に

おいて準用する第１０７条」と、第２０条第２項中「次条第１項」

とあるのは「第１０９条の４において準用する第１０４条第１項」

と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１０９条

の４において準用する第１０４条第２項」と、第９３条中「前条」

とあるのは「第１０９条の４において準用する前条」と読み替える

ものとする。 

  第１１３条第４項中「専任かつ」を削る。 

  第１１９条第１項中「サービス利用計画」を「重度障害者等包括支

援計画」に改める。 

  第１２０条の見出し中「サービス利用計画」を「重度障害者等包括

支援計画」に改め、同条第１項中「重度障害者等包括支援サービス利

用計画（以下この章において「サービス利用計画」という。）」を

「重度障害者等包括支援計画」に改め、同条第２項を削り、同条第３

項中「サービス利用計画」を「重度障害者等包括支援計画」に改め、

同項を同条第２項とし、同条第４項中「サービス利用計画」を「重度

障害者等包括支援計画」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項

中「から第３項まで」を「及び第２項」に、「サービス利用計画」を

「重度障害者等包括支援計画」に改め、同項を同条第４項とする。 

  第１４１条中「、施行規則第６条の７第１号に規定する者に対して」

を削る。 

  第１４８条中「第８７条」を「第８６条の２」に改める。 

第１４９条の２中「の各号」を削り、「指定小規模多機能型居宅介

護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」を「指定小規

模多機能型居宅介護事業者等」に、「指定小規模多機能型居宅介護又

は指定看護小規模多機能型居宅介護」を「指定小規模多機能型居宅介

護等」に改め、同条第１号及び第２号中「サテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所」を「サテライト型指定小規模多機能型居宅介
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護事業所等」に改める。 

  第８章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

     第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所介護事業者

等の基準） 

第１４８条の２ 自立訓練（機能訓練）に係る共生型障害福祉サービ

ス（以下「共生型自立訓練（機能訓練）」という。）の事業を行う

指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次の

とおりとする。 

（１）指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通

所介護等の利用者の数と共生型自立訓練（機能訓練）の利用者の

数の合計数で除して得た面積が３平方メートル以上であること。 

（２）指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事

業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等

の利用者の数及び共生型自立訓練（機能訓練）の利用者の数の合

計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として

必要とされる数以上であること。 

（３）共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービス

を提供するため、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係

施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定小規模多機能型 

居宅介護事業者等の基準） 

第１４８条の３ 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定小規

模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、

次のとおりとする。 

（１）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を２９人（サ

テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、 

１８人）以下とすること。 

（２）指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能

型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の２分の

１から１５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居
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宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める

利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等に

あっては、１２人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

（３）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能

を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

（４）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの

利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービ

スを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合にお

ける指定地域密着型サービス基準条例第８２条若しくは第１９１

条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条に規定

する基準を満たしていること。 

（５）共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービス

を提供するため、指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係

施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第１４８条の４ 第９条から第２０条まで、第２２条、第２３条、第

２８条、第３６条から第４１条まで、第５１条、第５８条から第 

６１条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７４条から

第７６条まで、第８０条、第８６条の２から第９３条まで、第  

１４１条及び前節（第１４８条を除く。）の規定は、共生型自立訓

練（機能訓練）の事業について準用する。この場合において、第９

条第１項中「第３１条」とあるのは「第１４８条の４において準用

する第９０条」と、第２０条第２項中「次条第１項」とあるのは

「第１４８条の４において準用する第１４５条第１項」と、第２３

条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１４８条の４におい
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て準用する第１４５条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」

とあるのは「第１４８条の４において準用する次条第１項」と、

「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と、第

５９条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」

と、同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と、第６０条中「前

条」とあるのは「第１４８条の４において準用する前条」と、第 

７６条第２項第１号中「第５９条」とあるのは「第１４８条の４に

おいて準用する第５９条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立

訓練（機能訓練）計画」と、同項第２号中「第５４条第１項」とあ

るのは「第１４８条の４において準用する第１９条第１項」と、同

項第３号中「第６６条」とあるのは「第１４８条の４において準用

する第８９条」と、同項第４号中「第７４条第２項」とあるのは

「第１４８条の４において準用する第７４条第２項」と、同項第５

号及び第６号中「次条」とあるのは「第１４８条の４」と、第９０

条中「第９３条」とあるのは「第１４８条の４において準用する第

９３条」と、第９３条中「前条」とあるのは「第１４８条の４にお

いて準用する前条」と読み替えるものとする。 

  第１５１条中「、施行規則第６条の７第２号に規定する者に対して」

を削る。 

  第１５８条中「第８７条」を「第８６条の２」に改める。 

第１５９条の２中「の各号」を削り、「指定小規模多機能型居宅介

護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」を「指定小規

模多機能型居宅介護事業者等」に、「指定小規模多機能型居宅介護又

は指定看護小規模多機能型居宅介護」を「指定小規模多機能型居宅介

護等」に改め、同条第１号及び第２号中「サテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所」を「サテライト型指定小規模多機能型居宅介

護事業所等」に改める。 

  第９章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 
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第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

（共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定通所介護事業者 

等の基準） 

第１５８条の２ 自立訓練（生活訓練）に係る共生型障害福祉サービ

ス（以下「共生型自立訓練（生活訓練）」という。）の事業を行う

指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次の

とおりとする。 

（１）指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通

所介護等の利用者の数と共生型自立訓練（生活訓練）の利用者の

数の合計数で除して得た面積が３平方メートル以上であること。 

（２）指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事

業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等

の利用者の数及び共生型自立訓練（生活訓練）の利用者の数の合

計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として

必要とされる数以上であること。 

（３）共生型自立訓練（生活訓練）の利用者に対して適切なサービス

を提供するため、指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係

施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定小規模多機能型 

居宅介護事業者等の基準） 

第１５８条の３ 共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定小規

模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、

次のとおりとする。 

（１）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を２９人（サ

テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、 

１８人）以下とすること。 

（２）指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能

型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の２分の

１から１５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居

宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める

利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等に
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あっては、１２人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

（３）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能

を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

（４）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの

利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービ

スを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合にお

ける指定地域密着型サービス基準条例第８２条若しくは第１９１

条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条に規定

する基準を満たしていること。 

（５）共生型自立訓練（生活訓練）の利用者に対して適切なサービス

を提供するため、指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係

施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第１５８条の４ 第９条から第１８条まで、第２０条、第２３条、第

２８条、第３６条から第４１条まで、第５１条、第５８条から第 

６１条まで、第６７条、第６９条から第７１条まで、第７４条、第

７５条、第８０条、第８６条の２から第９３条まで、第１４６条、

第１４７条、第１５１条及び前節（第１５８条を除く。）の規定は、

共生型自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。この場合に

おいて、第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第１５８条の４

において準用する第９０条」と、第２０条第２項中「次条第１項か

ら第３項まで」とあるのは「第１５８条の４において準用する第 

１５６条第１項から第４項まで」と、第２３条第２項中「第２１条

第２項」とあるのは「第１５８条の４において準用する第１５６条

第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第  
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１５８条の４において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」

とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、第５９条中「療養介

護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と、同条第８項

中「６月」とあるのは「３月」と、第６０条中「前条」とあるのは

「第１５８条の４において準用する前条」と、第９０条中「第９３

条」とあるのは「第１５８条の４において準用する第９３条」と、

第９３条中「前条」とあるのは「第１５８条の４において準用する

前条」と、第１５７条第２項第１号中「次条」とあるのは「第  

１５８条の４」と、同項第２号中「第１５５条第１項」とあるのは

「第１５８条の４において準用する第１５５条第１項」と、同項第

３号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１５８条の４」

と読み替えるものとする。 

第１６７条第２項中「（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和

３５年法律第１２３号）第２７条第２項に規定する障害者就業・生活

支援センターをいう。以下同じ。）」を削り、第１０章第４節中同条

の前に次の１条を加える。 

  （通勤のための訓練の実施） 

第１６６条の２ 指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事

業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなけ

ればならない。 

  第１７１条中「第８５条」の次に「、第８６条、第８７条」を加え

る。 

  第２０１条第１項中「（指定通所支援等基準条例第５条に規定する

指定児童発達支援事業所をいう。）」及び「（指定通所支援等基準条

例第７２条に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。）」

を削る。 

  第１４章を第１６章とする。 

  第１９５条第１項第２号ア中「この号」を「この章」に改める。 

  第１９８条第３項中「利用者の」を「当該利用者の」に改め、「家

事等」の次に「（指定共同生活援助として提供される介護又は家事等

を除く。）」を加える。 
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  第２００条の１２中「第２００条の１２」を「第２００条の２２」

に改め、第１３章第５節第４款中同条を第２００条の２２とし、第 

２００条の８から第２００条の１１までを１０条ずつ繰り下げる。 

第２００条の７中「第２００条の９」を「第２００条の１９」に改

め、同条を第２００条の１７とする。 

第１３章第５節第３款中第２００条の６を第２００条の１６とする。 

第１３章第５節第２款中第２００条の５を第２００条の１５とし、

第２００条の４を第２００条の１４とする。 

第１３章第５節第１款中第２００条の３を第２００条の１３とする。 

第２００条の２中「前節」を「第４節」に、「第２００条の１２」

を「第２００条の２２」に、「第２００条の４第１項」を「第２００

条の１４第１項」に改め、同条を第２００条の１２とする。 

第１３章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

     第５節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本

方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第２００条の２ 第１節から前節までの規定にかかわらず、日中サー

ビス支援型指定共同生活援助（指定共同生活援助であって、当該指

定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常

時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われ

る入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助をいう。以

下同じ。）の事業を行う者（以下「日中サービス支援型指定共同生

活援助事業者」という。）の基本方針並びに人員、設備及び運営に

関する基準については、この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第２００条の３ 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常

時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭

的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並び

にその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、
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排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的

に行うものでなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第２００条の４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該

事業を行う事業所（以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事

業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりと

する。 

（１）世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サー

ビス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は、日

中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法

で、利用者の数を５で除した数以上 

（２）生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中

サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総

数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤

換算方法で、次のアからエまでに掲げる数の合計数以上 

ア 区分省令第１条第４号に規定する区分３に該当する利用者の

数を９で除した数 

イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に該当する利用者の

数を６で除した数 

ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に該当する利用者の

数を４で除した数 

エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に該当する利用者の

数を２．５で除した数 

（３）サービス管理責任者 日中サービス支援型指定共同生活援助事

業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞ

れア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が３０以下 １以上 

イ 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数が３０を超えて 

３０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者の
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ほか、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上

の夜間支援従事者（夜間及び深夜の時間帯に勤務（宿直勤務を除

く。）を行う世話人又は生活支援員をいう。）を置くものとする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に

指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援

助の従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の

職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支

障がない場合は、この限りでない。 

５ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援

助の従業者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

（準用） 

第２００条の５ 第１９６条の規定は、日中サービス支援型指定共同

生活援助の事業について準用する。 

第３款 設備に関する基準 

（設備） 

第２００条の６ 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生

活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民と

の交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の

敷地外にあるようにしなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、１以上の共同生

活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は４

人以上とする。 

３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工

夫されたものでなければならない。 

４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上１０人以下とする。た

だし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用

者の支援に支障がない場合は、一つの建物に複数の共同生活住居を

設けることができるものとする。この場合において、一つの建物の

入居定員の合計は２０人以下とする。 

５ 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活
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住居の入居定員を２人以上２０人（市長が特に必要があると認める

ときは３０人）以下とすることができる。 

６ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合で

あって、市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかか

わらず、当該共同生活住居の入居定員を２人以上３０人以下（ただ

し、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とす

る。）とすることができる。 

７ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほか、日常生活を営

む上で必要な設備を設けなければならない。 

８ ユニットの入居定員は、２人以上１０人以下とする。 

９ ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を

図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおり

とする。 

（１）一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者のサービ

ス提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

（２）一の居室の面積は、収納設備等を除き、７．４３平方メートル

以上とすること。 

第４款 運営に関する基準 

（実施主体） 

第２００条の７ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当

該日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に第９８条に規定す

る指定短期入所（第９９条第１項に規定する併設事業所又は同条第

３項に規定する単独型事業所に係るものに限る。）を行うものとす

る。 

（介護及び家事等） 

第２００条の８ 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、当該

利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術

をもって行わなければならない。 

２ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同

で行うように努めなければならない。 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時１人以上の
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従業者を介護又は家事等に従事させなければならない。 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対

して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同

生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等（日中サー

ビス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除

く。）を受けさせてはならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第２００条の９ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利

用者の身体及び精神の状況又はその置かれている環境等に応じて、

利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行わなけれ

ばならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者について、

特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う

者等との連絡調整に努めなければならない。 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生

活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又は

その家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わ

って行わなければならない。 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家

族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を

確保するよう努めなければならない。 

（協議の場の設置等） 

第２００条の１０ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、

日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、法第 

８９条の３第１項に規定する協議会その他市長がこれに準ずるもの

として特に認めるもの（以下「協議会等」という。）に対して定期

的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報

告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な

要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の報告、評

価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。 
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（準用） 

第２００条の１１ 第９条、第１１条、第１２条、第１４条から第 

１７条まで、第２０条、第２３条、第２８条、第３６条から第４１

条まで、第５４条、第５９条、第６１条、第６７条、第７１条、第

７４条から第７６条まで、第８９条、第９１条、第９３条、第  

１５６条の２、第１９７条の２から第１９７条の６まで及び第  

１９８条の３から第１９９条の４までの規定は、日中サービス支援

型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、

第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第２００条の１１におい

て準用する第１９８条の３」と、第２０条第２項中「次条第１項」

とあるのは「第２００条の１１において準用する第１９７条の４第

１項」と、第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第 

２００条の１１において準用する第１９７条の４第２項」と、第 

５９条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生

活援助計画」と、第７６条第２項第１号中「第５９条」とあるのは

「第２００条の１１において読み替えて準用する第５９条」と、

「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計

画」と、同項第２号中「第５４条第１項」とあるのは「第２００条

の１１において準用する第５４条第１項」と、同項第３号中「第 

６６条」とあるのは「第２００条の１１において準用する第８９条」

と、同項第４号中「第７４条第２項」とあるのは「第２００条の 

１１において準用する第７４条第２項」と、同項第５号及び第６号

中「次条」とあるのは「第２００条の１１」と、第９３条中「前条

の協力医療機関」とあるのは「第２００条の１１において準用する

第１９９条の４第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医

療機関」と、第１５６条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊

型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。）」と

あるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な日中サービス支援型

指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と、同条第２項中

「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大

臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の
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体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限

る。）」と読み替えるものとする。 

  第１３章を第１５章とし、第１２章の次に次の２章を加える。 

     第１３章 就労定着支援 

第１節 基本方針 

第１９３条の２ 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス（以下

「指定就労定着支援」という。）の事業は、利用者が自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に向けた支援とし

て施行規則第６条の１０の２に規定するものを受けて通常の事業所

に新たに雇用された障害者に対して、施行規則第６条の１０の３に

規定する期間にわたり、当該通常の事業所での就労の継続を図るた

めに必要な当該通常の事業所の事業主、障害福祉サービス事業者等、

医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に

行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１９３条の３ 指定就労定着支援の事業を行う者（以下「指定就労

定着支援事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定

就労定着支援事業所」という。）に置くべき就労定着支援員の数は、

指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を 

４０で除した数以上とする。 

２ 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、当

該指定就労定着支援の事業の利用者の数（当該指定就労定着支援事

業者が、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型（以下「生

活介護等」という。）に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定就労定着支援の事業と生活介護等に係る指

定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営

している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営してい

る指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サー

ビスの事業の利用者の合計数。以下この条において同じ。）に応じ
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て、次に掲げる員数を、サービス管理責任者として置くこととする。 

（１）利用者の数が６０以下 １以上 

（２）利用者の数が６１以上 １に、利用者の数が６０を超えて４０

又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

３ 前２項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に

指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 第１項に規定する就労定着支援員及び第２項に規定するサービス

管理責任者は、専ら当該指定就労定着支援事業所の職務に従事する

者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、

この限りでない。 

５ 第２項に規定するサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤

でなければならない。 

（準用） 

第１９３条の４ 第５１条の規定は、指定就労定着支援の事業につい

て準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第１９３条の５ 指定就労定着支援事業者は、事業を行うために必要

な広さの区画を有するとともに、指定就労定着支援の提供に必要な

設備及び備品等を備えなければならない。 

第４節 運営に関する基準 

（サービス管理責任者の責務） 

第１９３条の６ サービス管理責任者は、第１９３条の１２において

準用する第５９条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

（１）利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス

事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定

就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用

状況等を把握すること。 

（２）利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用

者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営む
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ことができるよう必要な支援を行うこと。 

（３）他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（実施主体） 

第１９３条の７ 指定就労定着支援事業者は、過去３年間において平

均１人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介

護等に係る指定障害福祉サービス事業者でなければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第１９３条の８ 指定就労定着支援事業者は、利用者の職場への定着

及び就労の継続を図るため、新たに障害者を雇用した通常の事業所

の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調

整及び連携を行うとともに、利用者やその家族等に対して、当該雇

用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関

する相談、指導及び助言その他の必要な支援を提供しなければなら

ない。 

２ 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前項の支援を提供す

るに当たっては、１月に１回以上、当該利用者との対面により行う

とともに、１月に１回以上、当該利用者を雇用した通常の事業所の

事業主を訪問することにより当該利用者の職場での状況を把握する

よう努めなければならない。 

（サービス利用中に離職する者への支援） 

第１９３条の９ 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提

供期間中に雇用された通常の事業所を離職する利用者であって、当

該離職後も他の通常の事業所への就職等を希望するものに対し、指

定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し、他の指定障害福祉

サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を

行わなければならない。 

（運営規程） 

第１９３条の１０ 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事

業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運

営規程を定めておかなければならない。 

（１）事業の目的及び運営の方針 
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（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３）営業日及び営業時間 

（４）指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定障害者か

ら受領する費用の種類及びその額 

（５）通常の事業の実施地域 

（６）事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害

の種類 

（７）虐待の防止のための措置に関する事項 

（８）その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第１９３条の１１ 指定就労定着支援事業者は、従業者、設備、備品

及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の

提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労定着支援を提

供した日から５年間保存しなければならない。 

（１）次条において準用する第１９条第１項に規定する提供した指定

就労定着支援に係る必要な記録事項 

（２）次条において読み替えて準用する第５９条第１項に規定する就

労定着支援計画 

（３）次条において準用する第２９条に規定する市町村への通知に係

る記録 

（４）次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

（５）次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

（準用） 

第１９３条の１２ 第９条から第２３条まで、第２９条、第３３条か

ら第４１条まで、第５８条、第５９条、第６１条及び第６７条の規

定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合におい

て、第９条第１項中「第３１条」とあるのは「第１９３条の１０」

と、第２０条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１９３条の 
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１２において準用する次条第１項」と、第２３条第２項中「第２１

条第２項」とあるのは「第１９３条の１２において準用する第２１

条第２項」と、第５８条第１項中「次条第１項」とあるのは「第 

１９３条の１２において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」

とあるのは「就労定着支援計画」と、第５９条中「療養介護計画」

とあるのは「就労定着支援計画」と読み替えるものとする。 

第１４章 自立生活援助 

第１節 基本方針 

第１９３条の１３ 自立生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下

「指定自立生活援助」という。）の事業は、利用者が地域において

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定期的な

巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応

等により、当該利用者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言

その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関

係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特

性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果

的に行われるものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１９３条の１４ 指定自立生活援助の事業を行う者（以下「指定自

立生活援助事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指

定自立生活援助事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数

は、次のとおりとする。 

（１）地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに、１以上 

（２）サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに、ア又は

イに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる

数 

ア 利用者の数が３０以下 １以上 

イ 利用者の数が３１以上 １に、利用者の数が３０を超えて 

３０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項第１号に規定する地域生活支援員の員数の標準は、利用者の
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数が２５又はその端数を増すごとに１とする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に

指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 第１項に規定する指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自

立生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、

利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（準用） 

第１９３条の１５ 第５１条の規定は、指定自立生活援助の事業につ

いて準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（準用） 

第１９３条の１６ 第１９３条の５の規定は、指定自立生活援助の事

業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（実施主体） 

第１９３条の１７ 指定自立生活援助事業者は、指定障害福祉サービ

ス事業者（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型

自立訓練又は共同生活援助の事業を行う者に限る。）、指定障害者

支援施設又は指定相談支援事業者（法第５１条の２２第１項に規定

する指定相談支援事業者をいう。）でなければならない。 

（定期的な訪問による支援） 

第１９３条の１８ 指定自立生活援助事業者は、おおむね週に１回以

上、利用者の居宅を訪問することにより、当該利用者の心身の状況、

その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必

要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者

等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立し

た日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければな

らない。 

（随時の通報による支援等） 

第１９３条の１９ 指定自立生活援助事業者は、利用者からの通報が

あった場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況
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把握を行わなければならない。 

２ 指定自立生活援助事業者は、前項の状況把握を踏まえ、当該利用

者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、

医療機関その他の関係機関等との連絡調整その他の必要な措置を適

切に講じなければならない。 

３ 指定自立生活援助事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性

に応じ、適切な方法により、当該利用者との常時の連絡体制を確保

しなければならない。 

（準用） 

第１９３条の２０ 第９条から第２３条まで、第２９条、第３３条か

ら第４１条まで、第５８条、第５９条、第６１条、第６７条、第 

１９３条の６、第１９３条の１０及び第１９３条の１１の規定は、

指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、第

９条第１項中「第３１条」とあるのは「第１９３条の２０において

準用する第１９３条の１０」と、第２０条第２項中「次条第１項」

とあるのは「第１９３条の２０において準用する次条第１項」と、

第５９条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、

同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と読み替えるものとする。 

附則第２条の見出し中「指定共同生活援助事業所」の次に「又は日

中サービス支援型指定共同生活援助事業所」を加え、同条第１項及び

第２項中「第１９８条第３項」の次に「及び第２００条の８第４項」

を、「指定共同生活援助事業所」の次に「又は日中サービス支援型指

定共同生活援助事業所」を加え、同条第３項中「第１９５条第１項第

２号イからエまで」の次に「及び第２００条の４第１項第２号イから

エまで」を加える。 

（千葉市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第２条 千葉市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２４年千葉市条例第６９号）の一部を次のように改正

する。 

  第２条第３号中「児童発達支援をいう。以下同じ」を「児童発達支

128



援をいう」に、「医療型児童発達支援をいう。以下同じ」を「医療型

児童発達支援をいう」に、「放課後等デイサービスをいう。以下同

じ。）の事業」を「放課後等デイサービスをいう。）の事業、居宅訪

問型児童発達支援（同条第５項に規定する居宅訪問型児童発達支援を

いう。）の事業」に、「同条第５項に規定する保育所等訪問支援をい

う。以下同じ」を「同条第６項に規定する保育所等訪問支援をいう」

に改める。 

  第４４条の次に次の１条を加える。 

  （職場への定着のための支援の実施） 

第４４条の２ 生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進する

ため、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業

所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援セン

ター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から６月以

上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

  第５１条中「、施行規則第６条の７第１号に規定する者に対して」

を削る。 

  第５５条中「第４５条」を「第４４条の２」に改める。 

  第５６条中「、施行規則第６条の７第２号に規定する者に対して」

を削る。 

  第６０条中「第４５条」を「第４４条の２」に改める。 

  第６４条の次に次の１条を加える。 

  （通勤のための訓練の実施） 

第６４条の２ 就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に

通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければな

らない。 

 第６９条中「第４３条」の次に「、第４４条、第４５条」を加える。 

 （千葉市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第３条 千葉市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第７０号）の一部を次のよう

に改正する。 
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  第５条を次のように改める。 

 第５条 削除 

  第９条を次のように改める。 

 第９条 削除 

  附則第５条中「児童福祉法」の次に「（昭和２２年法律第１６４

号）」を加える。 

   附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に指定を受けている第３条の規定による改正

前の千葉市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例第５条及び第９条に規定する指定障害者支援施設等につ

いては、第３条の規定による改正後の千葉市指定障害者支援施設等の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第５条及び第９条の規

定にかかわらず、平成３３年３月３１日までの間は、なお従前の例に

よる。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部改正に伴い、就労定着支援及び自立生活援助に関する基準

を定めるほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとす

るものであります。 
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議案第３４号 

千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部改正について 

千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する条例 

 （千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第１条 千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第７４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  目次中 

「第５節 基準該当通所支援に関する基準（第５５条―第６０条 

     の２）                     」 

 「第５節 共生型障害児通所支援に関する基準（第５４条の２― 

第５４条の５） 

第６節 基準該当通所支援に関する基準（第５５条―第６０条 

    の２）                     」 

「第５節 基準該当通所支援に関する基準（第７８条―第８０ 

     条）                      」 

 「 第５節 共生型障害児通所支援に関する基準（第７７条の 

       ２） 

   第６節 基準該当通所支援に関する基準（第７８条―第８０ 

条） 

  第５章 居宅訪問型児童発達支援 

第１節 基本方針（第８０条の２） 

第２節 人員に関する基準（第８０条の３・第８０条の４） 

を 

に、 

を 

に、 
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第３節 設備に関する基準（第８０条の５） 

第４節 運営に関する基準（第８０条の６―第８０条の９）」 

 「第５章」を「第６章」に、「第６章」を「第７章」に改める。 

  第１条中「並びに第２１条の５の１８第１項及び第２項」を「、第

２１条の５の１７第１項第１号及び第２号並びに第２１条の５の１９

第１項及び第２項」に改める。 

  第２条第１号中「第６条の２の２第８項」を「第６条の２の２第９

項」に改め、同条第５号中「第２１条の５の２８第１項」を「第２１

条の５の２９第１項」に改め、同条第１０号中「第２１条の５の２８

第３項」を「第２１条の５の２９第３項」に改め、同条第１２号中

「指定放課後等デイサービスの事業」の次に「、第８０条の２に規定

する指定居宅訪問型児童発達支援の事業」を加え、同号を同条第１３

号とし、同条中第１１号を第１２号とし、第１０号の次に次の１号を

加える。 

（11）共生型通所支援 法第２１条の５の１７第１項の申請に係る法

第２１条の５の３第１項の指定を受けた者による指定通所支援を

いう。 

第３条第３項中「第２０条、第４９条及び第７２条において」を

「以下」に改める。 

第５条第１項第１号を次のように改める。 

 （１）児童指導員（千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成２４年千葉市条例第８６号）第２７条第６項

に規定する児童指導員をいう。以下同じ。）、保育士又は学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）の規定による高等学校若しくは

中等教育学校を卒業した者、同法第９０条第２項の規定により大

学への入学を認められた者、通常の課程による１２年の学校教育

を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校

教育を修了した者を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等

以上の資格を有すると認定した者であって、２年以上障害福祉サ

ービスに係る業務に従事したもの（以下「障害福祉サービス経験

者」という。） 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う
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時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指

導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数が、ア又はイ

に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数

以上 

   ア 障害児の数が１０までのもの ２以上 

イ 障害児の数が１０を超えるもの ２に、障害児の数が１０を

超えて５又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

第５条第１項第２号中「（平成２４年千葉市条例第８６号）」を削

り、同条第２項中「指導員又は保育士」を「児童指導員、保育士又は

障害福祉サービス経験者」に改め、同条第３項に次のただし書を加え

る。 

ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯の

うち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯につい

ては、第４号の機能訓練担当職員を置かないことができる。 

第５条第３項第２号中「看護師」を「看護職員（保健師、助産師、

看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）」に改め、同項第３号中

「（千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第

２７条第６項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。）」を削り、

同条第５項中「指導員又は保育士」を「児童指導員、保育士又は障害

福祉サービス経験者」に改め、同条中第６項を第７項とし、第５項の

次に次の１項を加える。 

６ 第１項第１号の児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者

の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。 

  第６条第４項第１号中「看護師」を「看護職員」に改める。 

  第２６条に次の２項を加える。 

４ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指

定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げ

る事項について、自ら評価を行うとともに、当該指定児童発達支援

事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を

図らなければならない。 

（１）当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者
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の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援

を提供するための体制の整備の状況 

（２）従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況 

（３）指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況 

（４）関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況 

（５）当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者

に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況 

（６）緊急時等における対応方法及び非常災害対策 

（７）指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の

実施状況 

５ 指定児童発達支援事業者は、おおむね１年に１回以上、前項の評

価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表

しなければならない。 

  第４８条第１項中「行うよう努めなければ」を「行わなければ」に

改める。 

  第４９条第１項中「第５条第１６項」を「第５条第１８項」に改め

る。 

  第５０条第３項中「第２１条の５の２１第１項」を「第２１条の５

の２２第１項」に改める。 

  第５１条第２項中「（昭和２２年法律第２６号）」を削る。 

第５５条第１項第１号中「指導員又は保育士」を「児童指導員、保

育士又は障害福祉サービス経験者」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 第１項第１号の児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者

の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。 

第５８条中「前節」を「第４節」に改める。 

第５９条中「の各号」、「（指定障害福祉サービス等基準条例第 

７９条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。）」、「（指定

障害福祉サービス等基準条例第７８条に規定する指定生活介護をいう。

以下同じ。）」及び「（指定障害福祉サービス等基準条例第７９条第

１項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。）」を削る。 

  第６０条中「の各号」を削り、「指定通所介護事業者（千葉市指定
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居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年千葉市条例第６６号。以下「指定居宅サービス等基準

条例」という。）第９９条第１項に規定する指定通所介護事業者をい

う。）又は指定地域密着型通所介護事業者（千葉市指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年千葉市条例第６５号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」

という。）第５９条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事

業者をいう。）」を「指定通所介護事業者等」に、「指定通所介護

（指定居宅サービス等基準条例第９８条に規定する指定通所介護をい

う。）又は指定地域密着型通所介護（指定地域密着型サービス基準条

例第５９条の２に規定する指定地域密着型通所介護をいう。）（以下

「指定通所介護等」という。）」を「指定通所介護等」に、「指定通

所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第９９条第１項に規定す

る指定通所介護事業所をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所

（指定地域密着型サービス基準条例第５９条の３第１項に規定する指

定地域密着型通所介護事業所をいう。）（以下「指定通所介護事業所

等」という。）」を「指定通所介護事業所等」に改め、同条第１号中

「（指定居宅サービス等基準条例第１０１条第２項又は指定地域密着

型サービス基準条例第５９条の５第２項に規定する食堂及び機能訓練

室をいう。）」を削る。 

第６０条の２中「の各号」を削り、「指定小規模多機能型居宅介護

事業者（指定地域密着型サービス基準条例第８２条第１項に規定する

指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）又は指定看護小規模多

機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第１９１条

第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）」

を「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」に、「指定小規模多機能

型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第８１条に規定する指

定小規模多機能型居宅介護をいう。）又は指定看護小規模多機能型居

宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第１９０条に規定する指定

看護小規模多機能型居宅介護をいう。）」を「指定小規模多機能型居

宅介護等」に、「指定地域密着型サービス基準条例第８２条第１項又
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は第１９１条第１項に規定する通いサービスをいう。以下」を「指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第１項に規定する通い

サービスを除く。以下この条において」に、「指定小規模多機能型居

宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８２条第１項に規

定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第 

１９１条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を

いう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という」を

「指定小規模多機能型居宅介護事業所等（指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所を除く。以下この条において同じ」に改め、同条第

１号中「（指定地域密着型サービス基準条例第８２条第７項に規定す

るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同

じ。）」を「又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所」に改め、同条第２号中「サテライト型指定小規模多機能型居宅介

護事業所」の次に「又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所」を加える。 

  第２章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

     第５節 共生型障害児通所支援に関する基準 

（共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準） 

第５４条の２ 児童発達支援に係る共生型通所支援（以下「共生型児

童発達支援」という。）の事業を行う指定生活介護事業者（指定障

害福祉サービス等基準条例第７９条第１項に規定する指定生活介護

事業者をいう。第５９条において同じ。）が当該事業に関して満た

すべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第７９

条第１項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。）の

従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介

護（指定障害福祉サービス等基準条例第７８条に規定する指定生

活介護をいう。以下同じ。）の利用者の数を指定生活介護の利用

者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であ

るとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされ
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る数以上であること。 

（２）共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを

提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術

的支援を受けていること。 

（共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第５４条の３ 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者

（千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６６号。以下「指定居

宅サービス等基準条例」という。）第９９条第１項に規定する指定

通所介護事業者をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業者（千

葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６５号。以下「指定地

域密着型サービス基準条例」という。）第５９条の３第１項に規定

する指定地域密着型通所介護事業者をいう。）（第６０条において

「指定通所介護事業者等」という。）が当該事業に関して満たすべ

き基準は、次のとおりとする。 

（１）指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第９９条第

１項に規定する指定通所介護事業所をいう。）又は指定地域密着

型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第５９条の

３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）

（以下「指定通所介護事業所等」という。）の食堂及び機能訓練

室（指定居宅サービス等基準条例第１０１条第２項第１号又は指

定地域密着型サービス基準条例第５９条の５第２項第１号に規定

する食堂及び機能訓練室をいう。第６０条第１号において同じ。）

の面積を、指定通所介護（指定居宅サービス等基準条例第９８条

に規定する指定通所介護をいう。）又は指定地域密着型通所介護

（指定地域密着型サービス基準条例第５９条の２に規定する指定

地域密着型通所介護をいう。）（以下「指定通所介護等」とい

う。）の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の

合計数で除して得た面積が３平方メートル以上であること。 

（２）指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事
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業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等

の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計

数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必

要とされる数以上であること。 

（３）共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを

提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術

的支援を受けていること。 

（共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事

業者等の基準） 

第５４条の４ 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型

居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第８２条第１項

に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）、指定看

護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条

例第１９１条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事

業者をいう。）（第６０条の２において「指定小規模多機能型居宅

介護事業者等」という。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者（千葉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成 

２４年千葉市条例第６０号。以下「指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例」という。）第４４条第１項に規定する指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者をいう。）が当該事業に関して満たす

べき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス

基準条例第８２条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護

事業所をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指

定地域密着型サービス基準条例第１９１条第１項に規定する指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又は指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第４４条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。第６０条の２において同じ。）（以下
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「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）の登録定員

（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指定地域

密着型サービス基準条例第８２条第１項若しくは第１９１条第１

項又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第１項

に規定する登録者をいう。）の数と共生型生活介護（指定障害福

祉サービス等基準条例第９４条の２に規定する共生型生活介護を

いう。）、共生型自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス

等基準条例第１４８条の２に規定する共生型自立訓練（機能訓練）

をいう。）若しくは共生型自立訓練（生活訓練）（指定障害福祉

サービス等基準条例第１５８条の２に規定する共生型自立訓練

（生活訓練）をいう。）又は共生型児童発達支援若しくは共生型

放課後等デイサービス（第７７条の２に規定する共生型放課後等

デイサービスをいう。）（以下「共生型通いサービス」という。）

を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登

録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下こ

の条において同じ。）を２９人（サテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８２条第

７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

をいう。第６０条の２において同じ。）、サテライト型指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条

例第１９１条第８項に規定するサテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。第６０条の２において同じ。）又は

サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定

地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第７項に規定する

サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をい

う。）（以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

等」という。）にあっては、１８人）以下とすること。 

（２）指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多

機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第８１条に規

定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。）、指定看護小規模

多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第１９０条
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に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。）（第６０

条の２において「指定小規模多機能型居宅介護等」という。）又

は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予

防サービス基準条例第４３条に規定する指定介護予防小規模多機

能型居宅介護をいう。）のうち通いサービス（指定地域密着型サ

ービス基準条例第８２条第１項若しくは第１９１条第１項又は指

定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第１項に規定す

る通いサービスをいう。以下同じ。）の利用定員（当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生

型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当

たりの上限をいう。）を登録定員の２分の１から１５人（登録定

員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっ

ては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、１２人）ま

での範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

（３）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂（指定地

域密着型サービス基準条例第８６条第２項第１号若しくは第  

１９５条第２項第１号又は指定地域密着型介護予防サービス基準

条例第４８条第２項第１号に規定する居間及び食堂をいう。）は、

機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

（４）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの

利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを

受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における

指定地域密着型サービス基準条例第８２条若しくは第１９１条又

は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条に規定する
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基準を満たしていること。 

（５）共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを

提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術

的支援を受けていること。 

（準用） 

第５４条の５ 第４条、第７条、第８条及び前節（第１１条を除く。）

の規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。 

  第６２条第１項第４号中「看護師」を「看護職員」に改める。 

  第６９条の次に次の１条を加える。 

  （情報の提供等） 

第６９条の２ 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発

達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用で

きるように、当該指定医療型児童発達支援事業者が実施する事業の

内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援

事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又

は誇大なものとしてはならない。 

第７０条中「第２６条から」を「第２６条（第４項及び第５項を除

く。）から」に改め、「、第４８条第１項」を削る。 

第７２条第１項第１号中「学校教育法の規定による高等学校若しく

は中等教育学校を卒業した者、同法第９０条第２項の規定により大学

への入学を認められた者、通常の課程による１２年の学校教育を修了

した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了

した者を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有

すると認定した者であって、２年以上障害福祉サービスに係る業務に

従事したもの（以下「障害福祉サービス経験者」という。）」を「障

害福祉サービス経験者」に改め、同条第３項に次のただし書を加える。 

  ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う

時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯

については、第４号の機能訓練担当職員を置かないことができる。 

 第７２条第３項第２号中「看護師」を「看護職員」に改める。 
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 第７６条の２を削る。 

  第７７条中「、第４９条、第５０条」を「から第５０条まで」に改

め、「この場合において」の次に「、第１２条第１項中「第３７条」

とあるのは「第７７条において準用する第３７条」と」を、「第７７

条において準用する次条」と」の次に「、第３７条中「第４３条」と

あるのは「第７７条において準用する第４３条」と、第４３条中「前

条」とあるのは「第７７条において準用する前条」と」を加える。 

  第８０条中「、第４９条、第５０条」を「から第５０条まで」に、

「、第７６条（第１項を除く。）及び第７６条の２」を「及び第７６

条（第１項を除く。）」に、「第６９条」」を「第３７条」」に、

「第６９条第６号」」を「第３７条第６号」」に、「従業者の勤務の

体制、前条の協力医療機関」を「前条」に、「従業者の勤務体制」を

「第８０条において準用する前条」に、「第４章第５節」を「第４章

第６節」に、「第６９条第６号中」を「「この条」とあるのは「第 

８０条において準用するこの条」と、第６９条第６号中」に改める。 

  第４章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

     第５節 共生型障害児通所支援に関する基準 

（準用） 

第７７条の２ 第７条、第８条、第１２条から第２２条まで、第２４

条から第３０条まで、第３２条、第３４条から第４５条まで、第 

４７条から第５０条まで、第５１条第１項、第５２条から第５４条

の４まで、第７１条及び第７６条の規定は、共生型放課後等デイサ

ービス（放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。）の

事業について準用する。この場合において、第１２条第１項中「第

３７条」とあるのは「第７７条の２において準用する第３７条」と、

第１５条中「第４９条第１項」とあるのは「第７７条の２において

準用する第４９条第１項」と、第１６条中「いう。第３７条第６号

及び第５１条第２項」とあるのは「いう。第７７条の２において準

用する第３７条第６号」と、第２２条第２項中「次条」とあるのは

「第７７条の２において準用する第７６条」と、第２５条第２項中

「第２３条第２項」とあるのは「第７７条の２において準用する第
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７６条第２項」と、第２６条第１項中「次条第１項」とあるのは

「第７７条の２において準用する次条第１項」と、「児童発達支援

計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、第２７条第１

項中「この条及び第５４条第２項第２号」とあるのは「第７７条の

２において準用するこの条及び第５４条第２項第２号」と、同項並

びに同条第２項、第４項から第８項まで及び第１０項中「児童発達

支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、第２８条

中「前条」とあるのは「第７７条の２において準用する前条」と、

同条第１号中「次条」とあるのは「第７７条の２において準用する

次条」と、第３７条中「第４３条」とあるのは「第７７条の２にお

いて準用する第４３条」と、第４３条中「前条」とあるのは「第 

７７条の２において準用する前条」と、第５４条第２項第１号中

「第２１条第１項」とあるのは「第７７条の２において準用する第

２１条第１項」と、同項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは

「放課後等デイサービス計画」と、同項第３号中「第３５条」とあ

るのは「第７７条の２において準用する第３５条」と、同項第４号

中「第４４条第２項」とあるのは「第７７条の２において準用する

第４４条第２項」と、同項第５号中「第５０条第２項」とあるのは

「第７７条の２において準用する第５０条第２項」と、同項第６号

中「第５２条第２項」とあるのは「第７７条の２において準用する

第５２条第２項」と読み替えるものとする。 

第８９条第１項中「第７２条第１項、第２項及び第４項」の次に 

「、第８０条の３第１項」を、「同条第４項中「指定放課後等デイサ

ービス」とあるのは「指定通所支援」と」の次に「、第８０条の３第

１項中「事業所（以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」とい

う。）」とあるのは「多機能型事業所」と」を加える。 

  第６章を第７章とする。 

第８４条を次のように改める。 

  （準用） 

第８４条 第８０条の５の規定は、指定保育所等訪問支援の事業につ

いて準用する。 
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 第８５条から第８７条までを次のように改める。 

第８５条から第８７条まで 削除 

第８８条中「第２４条」の次に「、第２５条、第２６条（第４項及

び第５項を除く。）、第２７条」を加え、「から第５０条まで」を 

「、第４９条、第５０条」に、「及び第５２条から第５４条まで」を

「、第５２条から第５４条まで、第６９条の２及び第８０条の６から

第８０条の８まで」に、「第８７条」を「第８８条において準用する

第８０条の８」に、「第８６条」」を「第８８条において準用する第

８０条の７」」に、「第８６条第２項」を「第８８条において準用す

る第８０条の７第２項」に、「おおいて」を「おいて」に改める。 

第５章を第６章とし、第４章の次に次の１章を加える。 

    第５章 居宅訪問型児童発達支援 

第１節 基本方針 

第８０条の２ 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援（以下

「指定居宅訪問型児童発達支援」という。）の事業は、障害児が日

常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力

の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況

並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行う

ものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第８０条の３ 指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者（以下

「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。）

に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

（１）訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数 

（２）児童発達支援管理責任者 １以上 

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員

若しくは心理指導担当職員（学校教育法の規定による大学の学部で、

心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業し
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た者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれ

と同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）として配置さ

れた日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を

行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を

行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付

与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援（以下「訓練

等」という。）を行い、及び当該障害児の訓練等を行う者に対して

訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る

業務に３年以上従事した者でなければならない。 

３ 第１項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち１人以上は、

専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者で

なければならない。 

（準用） 

第８０条の４ 第７条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業

について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とある

のは、「ただし、第８０条の３第１項第１号に掲げる訪問支援員及

び同項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合

を除き、」と読み替えるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第８０条の５ 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営

を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居

宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定居宅訪問型児童

発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障

害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（身分を証する書類の携行） 

第８０条の６ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、従業者に身分

を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又は通所給付決定
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保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提

示すべき旨を指導しなければならない。 

（通所利用者負担額の受領） 

第８０条の７ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問

型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定

居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるも

のとする。 

２ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない

指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者

から、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基

準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前２項の支払を受ける額

のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域

（当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時に指定居宅訪問

型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第５号において同じ。）

以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は、

それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けるこ

とができる。 

４ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前３項の費用の額の支払

を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った

通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。 

５ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、第３項の交通費について

は、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、その額について説明

を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。 

（運営規程） 

第８０条の８ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問

型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

（１）事業の目的及び運営の方針 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３）営業日及び営業時間 
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（４）指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者

から受領する費用の種類及びその額 

（５）通常の事業の実施地域 

（６）サービスの利用に当たっての留意事項 

（７）緊急時等における対応方法 

（８）虐待の防止のための措置に関する事項 

（９）その他運営に関する重要事項 

（準用） 

第８０条の９ 第１２条から第２２条まで、第２４条、第２５条、第

２６条（第４項及び第５項を除く。）、第２７条から第３０条まで、

第３２条、第３４条から第３６条まで、第３８条、第４１条から第

４５条まで、第４７条、第４９条、第５０条、第５１条第１項、第

５２条から第５４条まで及び第６９条の２の規定は、指定居宅訪問

型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第 

１２条第１項中「第３７条」とあるのは「第８０条の８」と、第 

１５条中「第４９条第１項」とあるのは「第８０条の９において準

用する第４９条第１項」と、第１６条中「いう。第３７条第６号及

び第５１条第２項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第 

２２条第２項中「次条」とあるのは「第８０条の７」と、第２５条

第２項中「第２３条第２項」とあるのは「第８０条の７第２項」と、

第２６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第８０条の９におい

て準用する次条第１項」と、「児童発達支援計画」とあるのは「居

宅訪問型児童発達支援計画」と、第２７条第１項中「この条及び第

５４条第２項第２号」とあるのは「第８０条の９において準用する

この条及び第５４条第２項第２号」と、同項並びに同条第２項、第

４項から第８項まで及び第１０項中「児童発達支援計画」とあるの

は「居宅訪問型児童発達支援計画」と、第２８条中「前条」とある

のは「第８０条の９において準用する前条」と、同条第１号中「次

条」とあるのは「第８０条の９において準用する次条」と、第４３

条中「前条」とあるのは「第８０条の９において準用する前条」と、

第５４条第２項第１号中「第２１条第１項」とあるのは「第８０条
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の９において準用する第２１条第１項」と、同項第２号中「児童発

達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、同項

第３号中「第３５条」とあるのは「第８０条の９において準用する

第３５条」と、同項第４号中「第４４条第２項」とあるのは「第 

８０条の９において準用する第４４条第２項」と、同項第５号中

「第５０条第２項」とあるのは「第８０条の９において準用する第

５０条第２項」と、同項第６号中「第５２条第２項」とあるのは

「第８０条の９において準用する第５２条第２項」と読み替えるも

のとする。 

 （千葉市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第２条 千葉市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第４条第１項第２号中「看護師」を「看護職員（保健師、助産師、

看護師又は准看護師をいう。）」に改め、同条第４項を削る。 

第５条第６項を削る。 

  第４６条第１項中「第５条第１６項」を「第５条第１８項」に改め

る。 

 （千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第３条 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２４年千葉市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

  第６６条第４項中「看護師」を「看護職員（保健師、助産師、看護

師又は准看護師をいう。以下この条及び第８０条において同じ。）」

に改め、同条第８項及び第１２項中「看護師」を「看護職員」に改め

る。 

 第８０条第７項及び第９項中「看護師」を「看護職員」に改める。 

附 則  

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に指定を受けている第１条の規定による改正

前の千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例第５条（第３項を除く。）に規定する指定児童発達支援

事業者については、第１条の規定による改正後の千葉市指定通所支援

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第５条（第

３項を除く。）の規定にかかわらず、平成３１年３月３１日までの間

は、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に第１条の規定による改正前の千葉市指定通

所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第 

５５条に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている

基準該当児童発達支援事業者については、第１条の規定による改正後

の千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例第５５条の規定にかかわらず、平成３１年３月３１日まで

の間は、なお従前の例による。 

４ この条例の施行の際現に指定を受けている第２条の規定による改正

前の千葉市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例第４条第４項及び第５条第６項に規定する指定福祉型障

害児入所施設については、第２条の規定による改正後の千葉市指定障

害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第４

条及び第５条の規定にかかわらず、平成３３年３月３１日までの間は、

なお従前の例による。 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に

関する基準等の一部改正に伴い、居宅訪問型児童発達支援に関する基

準を定めるほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようと

するものであります。 
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議案第３５号  

児童福祉法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について  

児童福祉法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例を次のとお

り制定するものとする。  

平成３０年２月２０日提出  

千葉市長 熊 谷 俊 人  

千葉市条例第  号  

児童福祉法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例  

 （千葉市児童福祉法施行条例の一部改正）  

第１条 千葉市児童福祉法施行条例（平成２４年千葉市条例第７６号）

の一部を次のように改正する。  

第２条の見出し中「第２１条の５の１５第２項第１号」を「第２１

条の５の１５第３項第１号」に改め、同条第１項中「第２１条の５の

１５第２項第１号」を「第２１条の５の１５第３項第１号」に、「第

２１条の５の１５第２項第６号」を「第２１条の５の１５第３項第６

号」に改め、同条第２項中「第２１条の５の１５第２項第１号」を

「第２１条の５の１５第３項第１号」に改める。 

第３条の見出し中「第２４条の９第２項」を「第２４条の９第３

項」に、「第２１条の５の１５第２項第１号」を「第２１条の５の 

１５第３項第１号」に改め、同条第１項中「第２４条の９第２項」を

「第２４条の９第３項」に、「第２１条の５の１５第２項第１号」を

「第２１条の５の１５第３項第１号」に、「第２１条の５の１５第２

項第６号」を「第２１条の５の１５第３項第６号」に改める。 

 （千葉市大宮学園設置管理条例の一部改正）  

第２条 千葉市大宮学園設置管理条例（昭和４３年千葉市条例第１０

号）の一部を次のように改正する。  

  第１１条第１項第２号中「第２１条の５の２８第１項」を「第２１

条の５の２９第１項」に改める。 

 （千葉市療育センター設置管理条例の一部改正）  

第３条 千葉市療育センター設置管理条例（昭和５６年千葉市条例第 
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１４号）の一部を次のように改正する。  

  第１２条第１項第３号中「第２１条の５の２８第１項」を「第２１

条の５の２９第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 

議 案 説 明  

児童福祉法の一部改正に伴い、規定の整備を図るため、条例を制定

しようとするものであります。  
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議案第３６号 

千葉市消防関係手数料条例の一部改正について 

千葉市消防関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市消防関係手数料条例の一部を改正する条例 

千葉市消防関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。 

別表２の項中「５３０，０００円」を「５７０，０００円」に、 

「８３０，０００円」を「８８０，０００円」に、「１，０１０，  

０００円」を「１，０７０，０００円」に、「１，１２０，０００円」

を「１，２００，０００円」に、「１，４２０，０００円」を「１， 

５２０，０００円」に、「１，６６０，０００円」を「１，７８０， 

０００円」に、「３，８８０，０００円」を「４，０７０，０００円」

に、「５，１００，０００円」を「５，３４０，０００円」に、「６，

２９０，０００円」を「６，４９０，０００円」に、「１，１３０， 

０００円」を「１，１８０，０００円」に、「１，３４０，０００円」

を「１，４１０，０００円」に、「１，５００，０００円」を「１， 

５８０，０００円」に、「１，８３０，０００円」を「１，９４０， 

０００円」に、「２，１４０，０００円」を「２，２６０，０００円」

に、「４，３５０，０００円」を「４，５５０，０００円」に、「５，

５７０，０００円」を「５，８２０，０００円」に、「６，７７０， 

０００円」を「７，０７０，０００円」に改め、同表６の項中「４１０，

０００円」を「４２０，０００円」に、「５４０，０００円」を  

「５６０，０００円」に、「７００，０００円」を「７３０，０００円」

に、「９２０，０００円」を「９６０，０００円」に、「１，０４０，

０００円」を「１，０９０，０００円」に、「１，６００，０００円」

を「１，６６０，０００円」に、「１，８２０，０００円」を「１， 

９００，０００円」に、「２，０３０，０００円」を「２，１２０， 
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０００円」に、「４９０，０００円」を「５３０，０００円」に、 

「６３０，０００円」を「６８０，０００円」に、「９９０，０００円」

を「１，０３０，０００円」に、「１，３１０，０００円」を「１， 

４１０，０００円」に、「１，７２０，０００円」を「１，７８０， 

０００円」に、「３,３２０，０００円」を「３，４３０，０００円」

に、「４,０６０，０００円」を「４，１９０，０００円」に、「４,

６５０，０００円」を「４，８００，０００円」に改め、同表８の項中

「３１０，０００円」を「３２０，０００円」に、「４３０，０００円」

を「４６０，０００円」に、「７２０，０００円」を「７５０，０００

円」に、「９６０，０００円」を「１，０２０，０００円」に、「１，

２１０，０００円」を「１，３００，０００円」に、「２，９５０， 

０００円」を「３，１５０，０００円」に、「３，６２０，０００円」

を「３，８７０，０００円」に、「４，１７０，０００円」を「４， 

４６０，０００円」に改める。 

別表中備考以外の部分に次のように加える。 

23 高圧ガ

ス保安法

（ 昭 和 

２ ６ 年 

法 律 第  

２ ０ ４

号）第５

条第１項

の規定に

基づく高

圧ガスの

製造の許

可を受け

ようとす

る者 

高圧ガス保

安法第５条

第１項第１

号に該当す

る者（移動

式製造設備

（高圧ガス

の製造のた

めの設備で

移動するこ

とができる

ように設計

したものを

いう。以下

この項、次

処理容積（圧縮、液

化その他の方法で１

日に処理することが

できるガスの容積を

いう。以下この項、

次項及び３２の項に

お い て 同 じ 。 ） が 

１ ０ ， ０ ０ ０ ，   

０００立方メートル

以上の設備 

５６０，０００円 

処 理 容 積 が １ ，  

０００，０００立方

メートル以上１０，

０００，０００立方

メートル未満の設備 

３４０，０００円 
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項及び３２

の項におい

て同じ。）

のみを使用

して高圧ガ

スの製造を

する者を除 

く。） 

処理容積が５００，

０００立方メートル

以 上 １ ， ０ ０ ０ ，  

０００立方メートル

未満の設備 

２２０，０００円 

処理容積が１００，

０００立方メートル

以上５００，０００

立方メートル未満の

設備 

１４０，０００円 

処 理 容 積 が ２ ５ ， 

０００立方メートル

以上１００，０００

立方メートル未満の

設備 

１１０，０００円 

処 理 容 積 が ５ ，  

０００立方メートル

以上２５，０００立

方メートル未満の設

備 

８６，０００円 

処 理 容 積 が １ ，  

０００立方メートル

以上５，０００立方

メートル未満の設備 

６８，０００円 

処理容積が２００立

方メートル以上１，

０００立方メートル

未満の設備 

５４，０００円 

処理容積が１００立

方 メ ー ト ル 以 上  

３１，０００円 
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２００立方メートル

未満の設備 

高圧ガス保

安法第５条

第１項第１

号に該当す

る者であっ

て移動式製

造設備のみ

を使用して

高圧ガスの

製造をする

もの 

処 理 容 積 が １ ０ ， 

０００，０００立方

メートル以上の設備 

９１，０００円 

処 理 容 積 が ５ ，  

０００，０００立方

メートル以上１０，

０００，０００立方

メートル未満の設備 

７５，０００円 

処 理 容 積 が １ ，  

０００，０００立方

メ ー ト ル 以 上 ５ ， 

０００，０００立方

メートル未満の設備 

６０，０００円 

処理容積が５００，

０００立方メートル

以 上 １ ， ０ ０ ０ ，  

０００立方メートル

未満の設備 

４４，０００円 

処理容積が１００，

０００立方メートル

以上５００，０００

立方メートル未満の

設備 

２７，０００円 

処 理 容 積 が ２ ５ ， 

０００立方メートル

以上１００，０００

立方メートル未満の

設備 

２１，０００円 
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処 理 容 積 が ５ ，  

０００立方メートル

以上２５，０００立

方メートル未満の設

備 

１６，０００円 

処 理 容 積 が １ ，  

０００立方メートル

以上５，０００立方

メートル未満の設備 

１３，０００円 

処理容積が２００立

方メートル以上１，

０００立方メートル

未満の設備 

１１，０００円 

処理容積が１００立

方 メ ー ト ル 以 上  

２００立方メートル

未満の設備 

７，４００円 

高圧ガス保

安法第５条

第１項第２

号に該当す

る者 

冷 凍 能 力 が ３ ，  

０００トン以上の設

備 

１１０，０００円 

冷 凍 能 力 が １ ，  

０００トン以上３，

０００トン未満の設

備 

８７，０００円 

冷凍能力が３００ト

ン以上１，０００ト

ン未満の設備 

６８，０００円 

冷凍能力が１００ト

ン以上３００トン未

満の設備 

５４，０００円 
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冷凍能力が２０トン

以上１００トン未満

の設備 

３６，０００円 

24 高圧ガ

ス保安法 

高圧ガス保

安法第５条 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積 

３７０，０００円 

 

第１４条

第１項の

規定に基

づく高圧

ガスの製

造のため

の施設の

位置、構

造若しく

は設備の

変更の工

事又は製

造をする

高圧ガス

の種類若

しくは製

造の方法

の変更の

許可を受

けようと

する者 

 

第１項第１

号に該当す

る同項の許

可を受けた

者（移動式

製造設備の

みを使用し

て高圧ガス

の製造をす

る 者 を 除 

く。） 

（当該変更が設備の

全部又は一部を撤去

し、当該撤去する設

備に代えて新たに設

備を設置するもので

あ る 場 合 に あ っ て

は、変更前の処理容

積から当該撤去する

設備に係る処理容積

を控除した容積。以

下この項において同

じ 。 ） に 比 し て  

１ ０ ， ０ ０ ０ ，  

０００立方メートル

以上増加する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比して１，０００，

０００立方メートル

以上１０，０００，

０００立方メートル

未満増加する場合 

２２０，０００円 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比 し て ５ ０ ０ ，  

１５０，０００円 
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０００立方メートル

以 上 １ ， ０ ０ ０ ，  

０００立方メートル

未満増加する場合 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比 し て １ ０ ０ ，  

０００立方メートル

以上５００，０００

立方メートル未満増

加する場合 

９３，０００円 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比して２５，０００

立 方 メ ー ト ル 以 上 

１００，０００立方

メートル未満増加す

る場合 

６９，０００円 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比して５，０００立

方 メ ー ト ル 以 上  

２５，０００立方メ

ートル未満増加する

場合 

６１，０００円 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比して１，０００立

方メートル以上５，

０００立方メートル

５７，０００円 
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未満増加する場合 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比して２００立方メ

ー ト ル 以 上 １ ，  

０００立方メートル

未満増加する場合 

３９，０００円 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比して２００立方メ

ートル未満増加する

場合 

２６，０００円 

その他の場合 １６，０００円 

高圧ガス保

安法第５条

第１項第１

号に該当す

る同項の許

可を受けた

者であって

移動式製造

設備のみを

使用して高

圧ガスの製

造をするも

の 

 

 

 

 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比 し て １ ０ ，   

０００，０００立方

メートル以上増加す

る場合 

６５，０００円 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比して５，０００，

０００立方メートル

以上１０，０００，

０００立方メートル

未満増加する場合 

５３，０００円 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比して１，０００，

０００立方メートル

４４，０００円 
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以 上 ５ ， ０ ０ ０ ，  

０００立方メートル

未満増加する場合 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比 し て ５ ０ ０ ，  

０００立方メートル

以 上 １ ， ０ ０ ０ ，  

０００立方メートル

未満増加する場合 

３１，０００円 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比 し て １ ０ ０ ，  

０００立方メートル

以上５００，０００

立方メートル未満増

加する場合 

１８，０００円 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比して２５，０００

立 方 メ ー ト ル 以 上 

１００，０００立方

メートル未満増加す

る場合 

１４，０００円 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比して５，０００立

方 メ ー ト ル 以 上  

２５，０００立方メ

ートル未満増加する

１２，０００円 
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場合 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比して１，０００立

方メートル以上５，

０００立方メートル

未満増加する場合 

９，２００円 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比して２００立方メ

ー ト ル 以 上 １ ，  

０００立方メートル

未満増加する場合 

８，２００円 

変更後の処理容積が

変更前の処理容積に

比して２００立方メ

ートル未満増加する

場合 

５，１００円 

その他の場合 ３，２００円 

高圧ガス保

安法第５条

第１項第２

号に該当す

る同項の許

可を受けた

者 

変更後の冷凍能力が

変 更 前 の 冷 凍 能 力

（当該変更が設備の

全部又は一部を撤去

し、当該撤去する設

備に代えて新たに設

備を設置するもので

あ る 場 合 に あ っ て

は、変更前の冷凍能

力から当該撤去する

設備に係る冷凍能力

を控除した能力。以

６９，０００円 
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下この項において同

じ。）に比して３， 

０００トン以上増加

する場合 

変更後の冷凍能力が ６２，０００円 

変更前の冷凍能力に

比して１，０００ト

ン以上３，０００ト

ン未満増加する場合 

 

変更後の冷凍能力が

変更前の冷凍能力に

比して３００トン以

上１，０００トン未

満増加する場合 

５５，０００円 

変更後の冷凍能力が

変更前の冷凍能力に

比して１００トン以

上３００トン未満増

加する場合 

３８，０００円 

変更後の冷凍能力が

変更前の冷凍能力に

比して１００トン未

満増加する場合 

３０，０００円 

その他の場合 １６，０００円 

25 高圧ガ

ス保安法

第１６条

第１項の

規定に基

づく高圧

 ２５，０００円 
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ガスの貯

蔵所の設

置の許可

を受けよ

うとする 

 者   

26 高圧ガ

ス保安法

第１９条

第１項の

規定に基

づく第一

種貯蔵所

の位置、

構造又は

設備の変

更の工事

の許可を

受けよう

とする者 

変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵

容積に比して増加する場合 

１４，０００円 

その他の場合 １１，０００円 

27 高圧ガ

ス保安法

第２０条

第１項の

規定に基

づく高圧

ガスの製

造のため

の施設の

完成検査 

 ２３の項の高圧ガ

スの製造をしよう

とする者及び設備

の区分に応じ、そ

れぞれ当該手数料

の額の４分の３の

額（高圧ガス保安

法第５条第１項の

許可に係る液化石

油ガスの製造のた 
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を受けよ  め の 施 設 で あ っ 

うとする

者 

 て、液化石油ガス

の保安の確保及び

取引の適正化に関

す る 法 律 （ 昭 和 

４ ２ 年 法 律 第  

１４９号）第３７

条の３第１項の完

成検査を受け、同

法第３７条の技術

上の基準に適合し

ていると認められ

たものの完成検査

にあっては、６，

１００円） 

28 高圧ガ

ス保安法

第２０条

第１項の

規定に基

づく第一

種貯蔵所

の完成検

査を受け

ようとす

る者 

 １８，７５０円 

29 高圧ガ

ス保安法

第２０条

第３項の

 ２４の項の高圧ガ

スの製造の許可を

受けた者及び場合

の区分に応じ、そ
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規定に基

づく高圧

ガスの製

造のため

の施設の

完成検査

を受けよ

うとする

者 

れぞれ当該手数料

の額の４分の３の

額（高圧ガス保安

法第１４条第１項

の許可に係る液化

石油ガスの製造の

ための施設であっ

て、液化石油ガス

の保安の確保及び

取引の適正化に関

する法律第３７条

の３第１項の完成

検査を受け、同法

第３７条の技術上

の基準に適合して

いると認められた

ものの完成検査に

あ っ て は 、 ６ ， 

１００円） 

30 高圧ガ

ス保安法

第２０条

第３項の

規定に基

づく第一

種貯蔵所

の完成検

査を受け

ようとす

る者 

 ２６の項の場合の

区分に応じ、それ

ぞれ当該手数料の

額の４分の３の額 
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31 高圧ガ

ス保安法

第２２条

第１項の

規定に基

づく輸入

をした高

圧ガス及

びその容

器の検査

を受けよ

うとする

者 

容積１，０００立方メートル以上

（液化ガスにあっては、質量１０

トン以上）の高圧ガスに係る検査 

２７，０００円 

容積３００立方メートル以上１， 

０００立方メートル未満（液化ガ

スにあっては、質量３トン以上 

１０トン未満）の高圧ガスに係る

検査 

２１，０００円 

容積３００立方メートル未満（液

化ガスにあっては、質量３トン未

満）の高圧ガスに係る検査 

１３，０００円 

32 高圧ガ

ス保安法

第３５条

第１項の

規定に基

づく特定

施設の保

安検査を

受けよう

とする者 

高 圧 ガ ス 保 安

法 第 ５ 条 第 １

項 第 １ 号 に 該

当 す る 同 項 の

許 可 を 受 け た

者 （ 移 動 式 製

造 設 備 の み を

使 用 し て 高 圧

ガ ス の 製 造 を

す る 者 を 除 

く。） 

処 理 容 積 が  

１０，０００，

０００立方メー

トル以上の設備 

６１０，０００円 

処理容積が１，

０００，０００

立 方 メ ー ト ル 

以 上 １ ０ ，   

０００，０００

立方メートル未

満の設備 

３７０，０００円 

処 理 容 積 が  

５００，０００

立方メートル以

上１，０００，  

０００立方メー

トル未満の設備 

２５０，０００円 
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処 理 容 積 が  

１００，０００

立方メートル以

上 ５ ０ ０ ，   

０００立方メー

トル未満の設備 

１５０，０００円 

処 理 容 積 が  

２５，０００立

方メートル以上

１００，０００

立方メートル未

満の設備 

１２０，０００円 

  処理容積が５， ９５，０００円 

０００立方メー

トル以上２５， 

０００立方メー

トル未満の設備 

 

処理容積が１， 

０００立方メー

ト ル 以 上 ５ ，  

０００立方メー

トル未満の設備 

７５，０００円 

処 理 容 積 が  

２００立方メー

ト ル 以 上 １ ，  

０００立方メー

トル未満の設備 

６０，０００円 

処 理 容 積 が  

１００立方メー

トル以上２００ 

３３，０００円 

167



立方メートル未

満の設備 

 

高 圧 ガ ス 保 安

法 第 ５ 条 第 １

項 第 １ 号 に 該

当 す る 同 項 の

許 可 を 受 け た

者 で あ っ て 移

動 式 製 造 設 備

の み を 使 用 し

て 高 圧 ガ ス の

製 造 を す る も

の 

処 理 容 積 が  

１０，０００，

０００立方メー

トル以上の設備 

９５，０００円 

処理容積が５，

０００，０００

立 方 メ ー ト ル 

以 上 １ ０ ，  

０００，０００

立方メートル未

満の設備 

８０，０００円 

処理容積が１， 

０００，０００

立方メートル以

上５，０００，  

０００立方メー

トル未満の設備 

６４，０００円 

処 理 容 積 が  

５００，０００

立方メートル以

上１，０００，  

０００立方メー

トル未満の設備 

４７，０００円 

処 理 容 積 が  

１００，０００

立方メートル以

上 ５ ０ ０ ，  

０００立方メー

３１，０００円 
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トル未満の設備 

処 理 容 積 が  

２５，０００立

方メートル以上

１００，０００

立方メートル未

満の設備 

２２，０００円 

処理容積が５， 

０００立方メー

トル以上２５， 

０００立方メー

トル未満の設備 

２０，０００円 

処理容積が１， 

０００立方メー

ト ル 以 上 ５ ，  

０００立方メー

トル未満の設備 

１５，０００円 

処 理 容 積 が  

２００立方メー

ト ル 以 上 １ ，  

０００立方メー

トル未満の設備 

１２，０００円 

処 理 容 積 が  

１００立方メー

トル以上２００

立方メートル未

満の設備 

７，７００円 

高 圧 ガ ス 保 安

法 第 ５ 条 第 １

項 第 ２ 号 に 該 

冷凍能力が３， 

０００トン以上

の設備 

１２０，０００円 
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当 す る 同 項 の

許 可 を 受 け た

者 

冷凍能力が１， 

０００トン以上

３，０００トン

未満の設備 

９５，０００円 

冷 凍 能 力 が  

３００トン以上

１，０００トン

未満の設備 

７６，０００円 

冷 凍 能 力 が  

１００トン以上

３００トン未満

の設備 

６０，０００円 

冷 凍 能 力 が  

２ ０ ト ン 以 上 

１００トン未満

の設備 

４２，０００円 

33 高圧ガ

ス保安法

施 行 令

（平成９

年政令第 

２０号）

第１８条

第２項第 

温 度 零 下 ５ ０

度 以 下 の 液 化

ガ ス を 充 て ん

す る た め の 容

器 に 係 る 容 器

検 査 又 は 容 器

再検査 

 

内 容 積 １ ，  

０００リットル

以上の容器 

１個につき１６，

０ ０ ０ 円 に １ ， 

０００リットル又

は１，０００リッ

トルに満たない端

数 を 増 す ご と に

１，６００円を加

えた額 

３号の規

定に基づ

く高圧ガ

ス保安法 

第４４条

第１項に

内容積５００リ

ットル以上１， 

０００リットル

未満の容器 

１個につき１６，

０００円 

内容積５００リ

ットル未満の容

１ 個 に つ き ６ ， 

６００円 
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規定する

容器検査

又は同令

第１８条

第２項第

４号の規

定に基づ

く同法第

４９条第

１項に規

定する容

器再検査

を受けよ

うとする

者 

器 

繊 維 強 化 プ ラ

ス チ ッ ク 複 合

容 器 又 は 圧 縮

天 然 ガ ス 自 動

車 燃 料 装 置 用

容 器 （ 温 度 零

下 ５ ０ 度 以 下

の 液 化 ガ ス を

充 て ん す る た

め の 容 器 を 除

く 。 ） に 係 る

容 器 検 査 又 は

容器再検査 

内容積１５０リ

ットル以上の容

器 

１個につき３２０

円に１０リットル

又は１０リットル

に満たない端数を

増すごとに５７円

を加えた額 

内容積３０リッ

トル以上１５０

リットル未満の

容器 

１個につき３２０

円 

内容積５リット

ル以上３０リッ

トル未満の容器 

１個につき２６０

円 

内容積１リット

ル以上５リット

ル未満の容器 

１個につき１６０

円 

内容積１リット

ル未満の容器 

１個につき１５０

円 

高 強 度 鋼 容 器

（ 温 度 零 下 

５ ０ 度 以 下 の

液 化 ガ ス を 充

て ん す る た め

の 容 器 又 は 繊

維 強 化 プ ラ ス

チ ッ ク 複 合 容

器 若 し く は 圧

縮 天 然 ガ ス 自

動 車 燃 料 装 置

内容積３０リッ

トル以上の容器 

１個につき２１０

円に１０リットル

又は１０リットル

に満たない端数を

増すごとに３円を

加えた額 

内容積５リット

ル以上３０リッ

トル未満の容器 

１個につき２１０

円 

内容積１リット 

ル以上５リット

１個につき１６０ 

円 
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用 容 器 を 除

く 。 ） に 係 る

容 器 検 査 又 は

容器再検査 

ル未満の容器 

内容積１リット

ル未満の容器 

１個につき１４０

円 

そ の 他 の 容 器

に 係 る 容 器 検

査 又 は 容 器 再

検査 

内 容 積 １ ，  

０００リットル

以上の容器 

１ 個 に つ き ７ ， 

１ ０ ０ 円 に １ ， 

０００リットル又

は１，０００リッ

トルに満たない端

数 を 増 す ご と に 

３８０円を加えた

額 

内容積５００リ

ットル以上１， 

０００リットル

未満の容器 

１ 個 に つ き ７ ， 

１００円 

内容積１５０リ

ッ ト ル 以 上  

５００リットル

未満の容器 

１個につき８００

円 

内容積３０リッ

トル以上１５０

リットル未満の

容器 

１個につき２１０

円 

内容積５リット

ル以上３０リッ

トル未満の容器 

１個につき１７０

円 

内容積１リット １個につき１１０ 

ル以上５リット

ル未満の容器 

円 

172



内容積１リット

ル未満の容器 

１個につき８０円 

34 高圧ガ

ス保安法

施行令第 

 １８条第

２項第６

号の規定

に基づく

高圧ガス

保安法第

４９条の

２第１項

に規定す

る附属品

検査又は

同 令 第 

１８条第

２項第７

号の規定

に基づく

同 法 第 

４９条の

４第１項

に規定す

る附属品

再検査を

受けよう

とする者 

圧 縮 天 然 ガ ス

自 動 車 燃 料 装

置 用 容 器 、 圧 

縮 水 素 自 動 車

燃 料 装 置 用 容

器 又 は 圧 縮 水

素 運 送 自 動 車

用 容 器 に 装 置

さ れ る 附 属 品

に 係 る 附 属 品

検 査 又 は 附 属

品再検査 

内容積１５０リ

ットル以上の容

器 

１個につき３１円 

内容積１５０リ

ットル未満の容

器 

１個につき２４円 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 の 容 器

に 装 置 さ れ る

附 属 品 に 係 る

附 属 品 検 査 又

は 附 属 品 再 検

査 

内 容 積 １ ，  

０００リットル

以上の容器 

１ 個 に つ き １ ， 

１００円 

 

内容積５００リ

ットル以上１， 

０００リットル

未満の容器 

１個につき５４０

円 

内容積５００リ

ットル未満の容

器 

１個につき２１円 

  

35 高圧ガ

ス保安法

 １６，０００円 
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施行令第

１８条第

２項第８

号の規定

に基づく

高圧ガス

保安法第

５０条第

３項に規

定する容

器検査所

の登録又

は登録の

更新を受

けようと

する者 

36 高圧ガ

ス保安法

施行令第

１８条第

２項第３

号の規定

に基づく

高圧ガス

保安法第

５４条第

２項に規

定する容

器に充て

んする高

圧ガスの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，４００円 
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種類又は

圧力の変

更に係る

刻印等を

受けよう

とする者 

 

 

 

  附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議 案 説 明 

高圧ガス保安法の一部改正に伴い高圧ガス製造許可手数料等を定め

るとともに、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に

伴い特定屋外タンク貯蔵所設置許可手数料等を改定するため、条例の

一部を改正しようとするものであります。 
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議案第３７号  

千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について  

千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。  

平成３０年２月２０日提出  

千葉市長 熊 谷 俊 人  

千葉市条例第  号  

千葉市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

千葉市病院事業の設置等に関する条例（昭和４３年千葉市条例第１２

号）の一部を次のように改正する。  

第３条第１項の表千葉市立海浜病院の項中「循環器内科」を「循環器

内科 感染症内科」に改める。  

附 則  

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  
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議 案 説 明  

海浜病院の診療科目を追加するため、条例の一部を改正しようとす

るものであります。  
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議案第３８号 

千葉市高原千葉村設置管理条例の廃止について 

千葉市高原千葉村設置管理条例を廃止する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市高原千葉村設置管理条例を廃止する条例 

千葉市高原千葉村設置管理条例（昭和５３年千葉市条例第４５号）は、

廃止する。 

附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に、この条例による廃止前の千葉市高原千葉

村設置管理条例第４条第１項の規定により使用の承認を受けた者に係

る同条例第７条及び第８条の規定は、なおその効力を有する。 
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議 案 説 明 

高原千葉村を廃止するため、条例を廃止しようとするものでありま

す。 
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議案第３９号 

千葉市環境関係手数料条例の一部改正について 

 千葉市環境関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

  平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市環境関係手数料条例の一部を改正する条例 

千葉市環境関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第３１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表中５２の項を５７の項とし、４７の項から５１の項までを５項ず

つ繰り下げ、同表４６の項中「７５，０００円」を「６７，０００円」

に改め、同項を同表５１の項とし、同表中３８の項から４５の項までを

５項ずつ繰り下げ、３７の項を３９の項とし、同項の次に次のように加

える。 

40 土壌汚染対策法第２７条の

２第１項の規定に基づく汚染

土壌処理業の譲渡及び譲受の

承認の申請に対する審査 

汚染土壌処理

業譲渡及び譲

受承認申請手

数料 

１２０，０００円 

41 土壌汚染対策法第２７条の

３第１項の規定に基づく汚染

土壌処理業者である法人の合

併又は分割の承認の申請に対

する審査 

汚染土壌処理

業者合併等承

認申請手数料 

１２０，０００円 

42 土壌汚染対策法第２７条の

４第１項の規定に基づく汚染

土壌処理業者の相続の承認の

申請に対する審査 

汚染土壌処理

業者相続承認

申請手数料 

１２０，０００円 

 別表中３６の項を３８の項とし、１４の項から３５の項までを２項ず

つ繰り下げ、１３の項の次に次のように加える。 
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14 廃棄物処理法第１２条の７

第１項の規定に基づく２以上

の事業者による産業廃棄物の

処理に係る特例の認定の申請

に対する審査 

複数事業者の

産業廃棄物処

理認定申請手

数料 

１４７，０００円 

15 廃棄物処理法第１２条の７

第７項の規定に基づく２以上

の事業者による産業廃棄物の

処理に係る特例の認定に係る

事項の変更の認定の申請に対

する審査 

複数事業者の

産業廃棄物処

理変更認定申

請手数料 

１３４，０００円 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議 案 説 明 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い複数事業者の

産業廃棄物処理認定申請手数料等を定めるとともに、土壌汚染対策法

の一部改正に伴い汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料等を定

めるほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとするも

のであります。 
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議案第４０号 

千葉市環境保全条例の一部改正について 

千葉市環境保全条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市環境保全条例の一部を改正する条例 

千葉市環境保全条例（平成７年千葉市条例第４３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１６条第１号中「同条第８項」を「同条第７項」に、「同条第１０

項」を「同条第９項」に、「同条第１１項」を「同条第１０項」に改め

る。 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議 案 説 明 

  大気汚染防止法の一部改正に伴い、規定の整備を図るため、条例の

一部を改正しようとするものであります。 
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議案第４１号 

千葉市社会福祉審議会条例の一部改正について 

千葉市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例 

千葉市社会福祉審議会条例（平成１２年千葉市条例第１０号）の一部

を次のように改正する。 

第９条中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、同条第６項中

「第４項まで」を「第５項まで」に改め、同項を同条第７項とし、同条

第５項中「前３項」を「第２項から前項まで」に改め、同項を同条第６

項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。 

５ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項

に規定する特定教育・保育施設、同法第２９条第３項第１号に規定す

る特定地域型保育事業所、同法第５９条に規定する地域子ども・子育

て支援事業（同条第２号、第５号、第６号及び第９号から第１２号ま

でに掲げるものに限る。）並びに児童福祉法第６条の３第９項から第

１２項まで及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設であ

って認可を受けていないもの（認可を取り消されたものを含む。）に

おける死亡事故その他の重大事故についての分析及び必要な再発防止

策を検討するため、児童福祉専門分科会に特定教育・保育施設等重大

事故検証部会を置く。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議 案 説 明 

児童福祉専門分科会に特定教育・保育施設等重大事故検証部会を

設けるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第４２号 

交通遺児等に手当を支給する条例の廃止について 

 交通遺児等に手当を支給する条例を廃止する条例を次のとおり制定す

るものとする。 

  平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

千葉市条例第  号 

交通遺児等に手当を支給する条例を廃止する条例 

 交通遺児等に手当を支給する条例（昭和４４年千葉市条例第５１号）

は、廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による廃止前の交通遺児等に手当を支給する条例（以下こ

の項から附則第４項までにおいて「旧条例」という。）第５条の規定

により認定を受けた者及び次項又は附則第４項の規定によりなお効力

を有するものとされる旧条例第５条の規定により認定を受けた者に対

する旧条例の規定の適用については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日前に生じた旧条例第２条第２号に規定する交通

事故に係る手当の支給要件に該当する者（以下この項及び次項におい

て「受給資格者」という。）に対する旧条例第５条の規定は、平成 

３０年６月３０日（同日以前に同条の規定による認定を受ける手続を

行った受給資格者にあっては、当該手続に係る認定の日）までの間は、

なおその効力を有する。 

４ 旧条例第５条の規定により認定を受けた者及び前項又はこの項の規

定によりなお効力を有するものとされる旧条例第５条の規定により認

定を受けた者が死亡し、又は支給要件を失った場合における当該者が

養育していた旧条例第２条第１号に規定する児童を養育することとな

った受給資格者に対する旧条例第５条の規定は、当該児童が本市に住

所を有しなくなるまでの間は、なおその効力を有する。 
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議 案 説 明  

交通遺児等に支給する手当を廃止するため、条例を廃止しようとす

るものであります。 
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議案第４３号  

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について  

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定するものとする。  

平成３０年２月２０日提出  

千葉市長 熊 谷 俊 人  

千葉市条例第  号  

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例  

千葉市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和３７年千葉市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。  

別表第２第１８項中「４，２５０円」を「５，１００円」に、「３，

０００円」を「３，６００円」に改め、「６時間以上日額 ３，４００

円」を削り、同表中第２６項を第２７項とし、第２０項から第２５項ま

でを１項ずつ繰り下げ、第１９項の次に次の１項を加える。 

（20）多学年学級を担当する職員

の特殊勤務手当 

多学年学級の

担当業務 

日額 ２９０円 

附 則  

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  
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議 案 説 明  

教員特殊業務のうち部活動指導業務等に係る手当の額を引き上げる

ほか、規定の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするもので

あります。  
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議案第４４号 

千葉市特別会計設置条例の一部改正について 

千葉市特別会計設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市特別会計設置条例の一部を改正する条例 

千葉市特別会計設置条例（昭和３９年千葉市条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１学校給食センター事業の項を次のように改める。 

学校給食事業 学校給食事業特別会計 

   附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 学校給食センター事業特別会計の平成２９年度に係る収入及び支出

並びに決算については、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

学校給食事業特別会計を設置するため、条例の一部を改正しようと

するものであります。 
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議案第４５号 

千葉都市計画小中台土地区画整理事業施行規程の廃止について 

千葉都市計画小中台土地区画整理事業施行規程を廃止する条例を次の

とおり制定するものとする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉都市計画小中台土地区画整理事業施行規程を廃止する条例 

千葉都市計画小中台土地区画整理事業施行規程（昭和３６年千葉市条

例第２１号）は、廃止する。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

千葉都市計画小中台土地区画整理事業の終了に伴い、施行規程を廃

止しようとするものであります。 
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議案第４６号 

千葉市営住宅条例の一部改正について 

千葉市営住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市営住宅条例の一部を改正する条例 

千葉市営住宅条例（昭和３６年千葉市条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１４条第１項本文中「住宅の家賃」の次に「（第４項の規定により

算出されたものをいう。以下同じ。）」を加え、同条中第３項を第４項

とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、法第１６条第４項の入居者が次条第１項の規定による収入

の申告をすること及び第３８条第１項の規定による請求に応じること

が困難な事情にあると認める場合は、前項の規定にかかわらず、当該

入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第２条に規定する方法

により、第３８条第１項の規定による書類の閲覧の請求その他公営住

宅法施行規則（昭和２６年建設省令第１９号）第９条の方法により把

握した当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時

からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以

下で定めることができる。 

第１５条第３項に後段として次のように加える。 

前条第２項の規定により把握した収入の額についても、同様とする。 

第３３条第１項中「第１４条第１項」の次に「及び第２項」を加え、

同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同

条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、法第１６条第４項の入居者が第３１条第１項の規定に該当

する場合において第１５条第１項の規定による収入の申告をすること

及び第３８条第１項の規定による請求に応じることが困難な事情にあ

ると認めるときは、第１４条第２項及び前項の規定にかかわらず、当
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該入居者の公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第８条第３項におい

て準用する同条第２項に規定する方法により、第３８条第１項の規定

による書類の閲覧の請求その他公営住宅法施行規則第９条の方法によ

り把握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃

以下で定めることができる。 

第３５条第１項中「及び」の次に「第２項並びに」を、「第３３条第

１項」の次に「及び第２項」を加える。 

第３８条第１項中「第１４条第１項」及び「第３３条第１項」の次に

「若しくは第２項」を加え、「第３３条第２項」を「第３３条第３項」

に改める。 

第４１条及び第４２条中「第１４条第１項」及び「第３３条第１項」

の次に「若しくは第２項」を加え、「第１１条」を「第１２条」に改め

る。 

第４４条の２中「第４５条」を「次条」に改める。 

第４７条に次の１項を加える。 

２ 市長は、改良住宅の入居者が法第１６条第４項の入居者に相当する

と認める場合は、前項の規定にかかわらず、当該入居者の改良住宅の

毎月の家賃を、第１４条第２項の規定を準用し、前項の額の範囲内に

おいて定めることができる。 

第５０条第３項中「第２０条」を「第１８条」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第４１条

及び第４２条の改正規定（「第１１条」を「第１２条」に改める部分

に限る。）並びに第４４条の２及び第５０条第３項の改正規定は、公

布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１４条、第１５条第３項、第３３条、第

３５条第１項、第３８条第１項、第４１条、第４２条及び第４７条第

２項の規定は、平成３０年度以後の年度に係る市営住宅の毎月の家賃

について適用する。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

公営住宅法の一部改正に伴い、入居者が認知症患者等で収入の申告

等をすることが困難な場合は、調査により把握した収入に応じて家賃

を定めることができることとするほか、規定の整備を図るため、条例

の一部を改正しようとするものであります。 

190



 

 

議案第４７号 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正について 

 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例 

 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成５

年千葉市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第１３条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は、別表第２に規定する小仲台３丁目・４丁目地区地区

整備計画区域のうち、住宅地区Ａについては、適用しない。 

 別表第１に次のように加える。 

千葉外房有料道路

高田インターチェ

ンジ周辺地区地区

整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示

された千葉外房有料道路高田インターチェンジ

周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画

が定められている区域 

小仲台３丁目・４

丁目地区地区整備

計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示

された小仲台３丁目・４丁目地区地区計画の区

域のうち、地区整備計画が定められている区域 

ライフタウン稲毛

地区地区整備計画

区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示

されたライフタウン稲毛地区地区計画の区域の

うち、地区整備計画が定められている区域 

別表第２ちばリサーチパーク千葉地区地区整備計画区域の部Ａ地区の

項第５号中カを削り、キをカとし、クをキとし、同項中第８号を第１０

号とし、第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号の次に次の

２号を加える。 

（６）倉庫（法別表第２（ぬ）項第２号に掲げるものを除く。） 
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（７）前号の建築物に附属するもので次に掲げるもの 

ア 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち政令第１３０条

の５の３各号に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合

計が５００平方メートル以内のもの（３階以上の部分をその用途

に供するものを除く。） 

イ 保育所 

ウ 診療所 

エ 自動車車庫（法別表第２（へ）項第４号に掲げるものを除く。） 

オ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの（法別表第２（ぬ）項第２

号に掲げるものを除く。） 

別表第２ちばリサーチパーク千葉地区地区整備計画区域の部Ｂ地区の

項第５号中クを削り、ケをクとし、同項中第８号を第１０号とし、第７

号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号の次に次の２号を加える。 

（６）倉庫（法別表第２（ぬ）項第２号に掲げるものを除く。） 

（７）前号の建築物に附属するもので次に掲げるもの 

ア 寄宿舎 

イ 店舗、飲食店その他これらに類するもののうち政令第１３０条

の５の３各号に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合

計が５００平方メートル以内のもの（３階以上の部分をその用途

に供するものを除く。） 

ウ 保育所 

エ 診療所 

オ ホテル又は旅館（研修のための宿泊を目的とするものに限る。） 

カ 自動車車庫（法別表第２（へ）項第４号に掲げるものを除く。） 

キ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの（法別表第２（ぬ）項第２

号に掲げるものを除く。） 

別表第２に次のように加える。 

千葉外房

有料道路

高田イン

ターチェ 

Ａ地区 次に掲げる建築物以外のもの 

（１）事務所 

（２）工場（法別表第２（ぬ）項第１号に掲

げるものを除く。） 
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ンジ周辺

地区地区

整備計画

区域 

 （３）前２号の建築物に附属するもので次に

掲げるもの 

ア  物品販売業を営む店舗又は飲食店

で、その用途に供する部分の床面積の

合計が５００平方メートル以内のもの 

イ 自動車車庫（法別表第２（へ）項第

４号に掲げるものを除く。） 

ウ 保育所 

エ 診療所 

オ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

（法別表第２（ぬ）項第２号に掲げる

ものを除く。） 

カ 倉庫（法別表第２（ぬ）項第２号に

掲げるものを除く。）で倉庫業を営ま

ないもの又は床面積の合計が５，  

０００平方メートル以内のもの 

（４）倉庫（法別表第２（ぬ）項第２号に掲

げるものを除く。）で床面積の合計が

５，０００平方メートル以内のもの 

（５）前号の建築物に附属するもので次に掲

げるもの 

ア  物品販売業を営む店舗又は飲食店

で、その用途に供する部分の床面積の

合計が５００平方メートル以内のもの 

イ 自動車車庫（法別表第２（へ）項第

４号に掲げるものを除く。） 

ウ 保育所 

エ 診療所 

オ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

（法別表第２（ぬ）項第２号に掲げる

ものを除く。） 
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  （６）巡査派出所、公衆電話所その他これら

に類する政令第１３０条の４で定める公

益上必要な建築物（老人福祉センター、

児童厚生施設その他これらに類するもの

を除く。） 

（７）公益上必要な建築物で政令第１３０条

の５の４に定めるもの 

（８）前２号の建築物に附属するもの（政令

第１３０条の５の５各号に掲げるものを

除く。） 

 Ｂ地区 次に掲げる建築物以外のもの 

（１）物品販売業を営む店舗で、その用途に

供する部分の床面積の合計が２００平方

メートル以内のもの 

（２）巡査派出所、公衆電話所その他これら

に類する政令第１３０条の４で定める公

益上必要な建築物（老人福祉センター、

児童厚生施設その他これらに類するもの

を除く。） 

（３）公益上必要な建築物で政令第１３０条

の５の４に定めるもの 

（４）前３号の建築物に附属するもの（政令

第１３０条の５の５各号に掲げるものを

除く。） 

小仲台３

丁目・４

丁目地区

地区整備

計画区域 

住宅地区

Ａ 

次に掲げる建築物以外のもの 

（１）一戸建ての住宅 

（２）１２戸以下の長屋 

（３）１２戸以下の共同住宅 

（４）一戸建ての住宅で事務所、店舗その他

これらに類する用途を兼ねるもののうち 
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  政令第１３０条の３で定めるもの（同条

第４号に掲げるものを除く。） 

（５）診療所 

（６）老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉セ

ンターその他これらに類するもの（介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第８

条第１７項に規定する地域密着型通所介

護、同条第１８項に規定する認知症対応

型通所介護若しくは同条第２０項に規定

する認知症対応型共同生活介護又は障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第 

１２３号）第５条第１４項に規定する就

労継続支援若しくは同条第１５項に規定

する共同生活援助を行うものに限る。）

で、その用途に供する部分の床面積の合

計が３００平方メートル未満のもの 

（７）前各号の建築物に附属するもの 

（８）地区計画の決定の際現に存する建築物

又は現に工事中の建築物であって、その

用途が前各号のいずれにも該当しないも

の（以下この号において「既存建築物」

という。）の敷地（法第８６条の９第１

項各号に掲げる事業の施行により既存建

築物の敷地面積が減少した場合にあって

は、当該事業の施行による減少後の敷

地）の全部を１の敷地として新築、改築

又は増築をする場合における当該新築、

改築又は増築後の建築物であって、その

用途が既存建築物の用途と同一であるも

の 
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 住宅地区

Ｂ 

次に掲げる建築物以外のもの 

（１）一戸建ての住宅 

（２）前号の建築物に附属するもの  住宅地区

Ｃ 

 利便地区 （１）ホテル又は旅館 

（２）集会場（葬儀を行うものに限る。） 

（３）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車券売場その他

これらに類するもの 

（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律第２条第６項から第１１項

まで又は第１３項に規定する営業の用に 

供するもの 

（５）墓地、埋葬等に関する法律第２条第６

項に規定する納骨堂 

ライフタ

ウン稲毛

地区地区

整備計画

区域 

 

― 次に掲げる建築物以外のもの 

（１）一戸建ての住宅 

（２）２戸の長屋 

（３）前２号の建築物に附属するもの（政令

第１３０条の５各号に掲げるものを除

く。） 

別表第２の３に次のように加える。 

千葉外房有料

道路高田イン

ターチェンジ

周辺地区地区

整備計画区域 

Ａ地区 １０分の２０ 

Ｂ地区 

別表第３に次のように加える。 

千葉外房有料

道路高田イン 

Ａ地区 １０分の６ 
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ターチェンジ

周辺地区地区

整備計画区域 

  

Ｂ地区 

別表第４に次のように加える。 

千葉外房有料

道路高田イン

ターチェンジ

周辺地区地区

整備計画区域 

Ａ地区 ３，０００平方メートル 

Ｂ地区 １，０００平方メートル 

小 仲 台 ３ 丁

目・４丁目地

区地区整備計

画区域 

住宅地区Ｂ １５０平方メートル 

住宅地区Ｃ １３５平方メートル 

ライフタウン

稲毛地区地区

整備計画区域 

― １３５平方メートル 

別表第５に次のように加える。 

千葉外房

有料道路

高田イン

ターチェ

ンジ周辺

地区地区

整備計画

区域 

Ａ地区 建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面から

道路境界線及び隣地境

界線までの距離は、５

メートル以上とする。 

巡査派出所、公衆電

話所その他これらに類

する公益上必要な建築

物及びこれらに附属す

る建築物 Ｂ地区 

小仲台３

丁目・４

丁目地区

地区整備 

住宅地

区Ａ 

建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面から

隣地境界線までの距離

は、０．５メートル以 

（１）地盤面下のもの 

（２）自動車車庫、物

置その他これらに

類する附属建築物  
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計画区域  上とする。 で、高さが３メー

トル以下のもの 

住宅地

区Ｂ 

建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面から

道路境界線及び隣地境

界線までの距離は、

０．８メートル以上と

する。 

（１）地盤面下のもの 

（２）自動車車庫、物

置その他これらに

類する附属建築物

で、高さが３メー

トル以下のもの 

住宅地

区Ｃ 

建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面から

道路境界線までの距離

は０．５メートル以

上、隣地境界線までの

距離は０．８メートル

以上とする。 

（１）地盤面下のもの 

（２）自動車車庫、物

置その他これらに

類する附属建築物

で、高さが３メー

トル以下のもの 

ライフタ

ウン稲毛

地区地区

整備計画

区域 

― 建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面から

隣地境界線までの距離

は、０．８メートル以

上とする。 

（１）地階のもの 

（２）自動車車庫、物

置（高さが２．３

メートル未満かつ

床面積が４平方メ

ートル未満のもの

に限る。）その他

これらに類する附

属建築物 

別表第６に次のように加える。 

千葉外房有

料道路高田

インターチ

ェンジ周辺

地区地区整 

Ａ地区 ３１メートル。ただし、道路境界線

からの距離が１７メートル以内の区

域については、２０メートル 

Ｂ地区 ２０メートル 

198



 

 

備計画区域   

小仲台３丁

目・４丁目

地区地区整

備計画区域 

住宅地区Ａ １０メートル（地階を除く階数は、

３以下とする。） 

 
住宅地区Ｂ 

住宅地区Ｃ 

ライフタウ

ン稲毛地区

地区整備計

画区域 

― ９メートル（地階を除く階数は、２

以下とする。） 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議 案 説 明 

新たに地区計画が定められた千葉外房有料道路高田インターチェン

ジ周辺地区、小仲台３丁目・４丁目地区及びライフタウン稲毛地区の

地区整備計画区域を条例の適用範囲に加えるとともに、ちばリサーチ

パーク千葉地区の地区計画の変更に伴い建築物の用途の制限を変更す

るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第４８号 

建築基準法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

について 

建築基準法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例を次のとお

り制定するものとする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

建築基準法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （千葉市建築関係手数料条例の一部改正） 

第１条 千葉市建築関係手数料条例（平成１２年千葉市条例第４２号）

の一部を次のように改正する。 

別表１５の項手数料を徴収する事務の欄中「、第８項ただし書」を

削り、「又は第１２項ただし書」を「、第１２項ただし書又は第１３

項ただし書」に改める。 

 （千葉市幕張新都心文教地区建築条例の一部改正） 

第２条 千葉市幕張新都心文教地区建築条例（平成２３年千葉市条例第

２５号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「第４８条第１０項」を「第４８条第１１項」に、

「別表第２（ぬ）項」を「別表第２（る）項」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議 案 説 明 

建築基準法の一部改正に伴い、規定の整備を図るため、条例を制定

しようとするものであります。 
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議案第４９号 

千葉市都市公園条例の一部改正について 

千葉市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

平成３０年２月２０日提出 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第  号 

千葉市都市公園条例の一部を改正する条例 

 千葉市都市公園条例（昭和３４年千葉市条例第２０号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条の５に次の２項を加える。 

６ 本市の設置に係る都市公園についての政令第６条第６項に規定する

場合に関する法第５条の９第１項の規定により読み替えて適用する法

第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、政令第６条第６項に規

定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の１００分の１０を限

度として第１項各号に掲げる都市公園の区分に応じ、当該各号に定め

る割合を当該都市公園の敷地面積に乗じて得た面積を超えることがで

きることとする。 

７ 本市の設置に係る都市公園についての政令第８条第１項の条例で定

める割合は、１００分の５０とする。 

第３２条第５項中「、野外音楽堂及び稲毛民間航空記念館」を「及び

野外音楽堂」に改める。 

別表第２中 

「 

 野外音

楽堂 

  

稲毛民

間航空

記念館 

                              」 

 

を 
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「 

  野外音

楽堂 

  

                              」 

改める。 

別表第３中 

「 

  野外音楽堂 

稲毛民間航空記念館 

                              」 

「 

  野外音楽堂 

                              」 

改める。 

 別表第６中 

「 

工事用施設及び工事用材料

置場 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

５６０円 

その他の物件又は施設   １４０円 

                              」 

「 

工事用施設及び工事用材料

置場 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

５６０円 

保育所その他の社会福祉施

設 

市長の評定した

土地価格に１，

０００分の３を

乗じて得た額 

その他の物件又は施設   １４０円 

                              」 

改める。 

に 

を 

に 

を 

に 
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別表第９中第１２項を削り、第１３項を第１２項とし、第１４項から

第１８項までを１項ずつ繰り上げる。 

   附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第６の規定は、この条例の施行の日以

後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料に

ついては、なお従前の例による。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

稲毛民間航空記念館を廃止するとともに、都市公園法及び都市公園

法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うため、条例の一部を改

正しようとするものであります。 
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議案第５０号 

   土地の取得について 

 市は、次のとおり（仮称）千葉公園ドーム及び（仮称）千葉公園体育

館の用地として土地を取得するものとする。 

  平成３０年２月２０日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 取得予定価額 ２，６５０，０００，０００円 

２ 取得する土地 

区 名 町 名 地 番 地 目 地 積 

 

中 央 区 

 

弁天４丁目 

 

４６３番１ 

 

宅 地 

平方メートル  

30,788.71 
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 案 内 図  

 

                  ・・・取得予定地 
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議 案 説 明 

  （仮称）千葉公園ドーム及び（仮称）千葉公園体育館の用地を取得

することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第５１号 

   指定管理者の指定について 

 市は、次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

  平成３０年２月２０日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

施設の名称 指定管理者 指定期間 

稲毛海浜公園花の美術館 

 

 

 

 

株式会社ワールドパーク連合体 

千葉市美浜区中瀬２丁目６番地１ 

株式会社ワールドパーク 

代表取締役 石山 高広 

 

東京都港区虎ノ門１丁目２番３号 

株式会社フォーカス 

代表取締役 江村 真人 

 

東京都渋谷区渋谷３丁目３番５号 

株式会社フロンティアインターナ 

ショナル 

代表取締役 河村 康宏 

 

東京都港区赤坂３丁目２１番１５号 

一般社団法人日本ランニング協会 

代表理事 小林 渉 

 

東京都中央区八丁堀３丁目１番７号 

永井ビル７階 

株式会社ＣＶＣ 

代表取締役 石黒 健 

平成30年4月1日から 

平成32年3月31日まで 

稲毛海浜公園稲毛記念館 

 

 

 

 

稲毛海浜公園海星庵 

 

 

 

 

稲毛海浜公園野外音楽堂 
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議 案 説 明 

  稲毛海浜公園花の美術館ほか３施設の指定管理者を指定することに

ついて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議決を求

めるものであります。 
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議案第５２号 

   包括外部監査契約について 

 市は、次のとおり包括外部監査契約を締結するものとする。 

  平成３０年２月２０日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

 

１ 契約の目的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契約の始期 平成３０年４月１日 

３ 契約の金額 １８，０００，０００円を上限とする額 

４ 契約の相手方 住所 千葉市稲毛区園生町３９１番地９９ 

                氏名 大川 健哉 

                  資格 公認会計士 
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議 案 説 明 

  包括外部監査契約について、地方自治法第２５２条の３６第１項の

規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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議案第５３号 

   市道路線の認定及び廃止について 

 市は、次のとおり市道路線を認定及び廃止するものとする。 

  平成３０年２月２０日提出 

                  千葉市長 熊 谷 俊 人 

市道路線認定調書 

 

 

整 理

番 号
路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点

1 高洲４６号線 高洲２丁目地内 高洲２丁目地内

2 高洲４７号線 高洲２丁目地内 高洲２丁目地内

3 下田町１４４号線 下田町地内 金親町地内

4 金親町７３号線 金親町地内 金親町地内

5 金親町７４号線 金親町地内 金親町地内

6 金親町７５号線 金親町地内 金親町地内

7 貝塚町１７７号線 貝塚町地内 貝塚町地内

8 貝塚町１７８号線 貝塚町地内 貝塚町地内

9 貝塚町１７９号線 貝塚町地内 貝塚町地内

10 都町１６６号線 都町地内 桜木１丁目地内

11 桜木町２１７号線 桜木１丁目地内 都町地内

12 若松町２３９号線 若松町地内 若松町地内

13 若松町２４０号線 若松町地内 若松町地内

14 若松町２４１号線 若松町地内 若松町地内

15 若松町２４２号線 若松町地内 若松町地内

16 幕張４９９号線 幕張町２丁目地内 幕張町２丁目地内

17 幕張５００号線 幕張町２丁目地内 幕張町２丁目地内

18 村田町９３号線 村田町地内 村田町地内

19 幕張５０１号線 幕張町６丁目地内 武石町２丁目地内

20 幕張５０２号線 幕張町４丁目地内 幕張町６丁目地内

21 幕張５０３号線 幕張町４丁目地内 幕張町６丁目地内

22 幕張５０４号線 幕張町６丁目地内 幕張町６丁目地内

23 幕張５０５号線 幕張町６丁目地内 幕張町６丁目地内

市道路線認定図番号

5

8

1

2

3

4

6

9

7
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市道路線廃止調書 

 

 

 

 

 

 

 

24 幕張５０６号線 幕張町６丁目地内 幕張町４丁目地内

25 幕張５０７号線 幕張町４丁目地内 幕張町６丁目地内

26 幕張５０８号線 幕張町６丁目地内 幕張町６丁目地内

27 武石町８２号線 武石町２丁目地内 武石町２丁目地内

28 武石町８３号線 武石町２丁目地内 武石町２丁目地内

29 武石町８４号線 武石町２丁目地内 武石町２丁目地内

30 武石町８５号線 武石町２丁目地内 武石町２丁目地内

31 武石町８６号線 武石町２丁目地内 武石町２丁目地内

32 武石町８７号線 武石町２丁目地内 武石町２丁目地内

33 武石町８８号線 武石町２丁目地内 武石町２丁目地内

34 幕張７０２号線 幕張町６丁目地内 幕張町６丁目地内

35 幕張７０３号線 幕張町６丁目地内 幕張町６丁目地内

36 幕張７０４号線 幕張町６丁目地内 幕張町６丁目地内

37 武石町７０１号線 武石町２丁目地内 武石町２丁目地内

38 武石町７０２号線 武石町２丁目地内 武石町２丁目地内

39 武石町７０３号線 武石町２丁目地内 武石町２丁目地内

40 武石町７０４号線 武石町２丁目地内 武石町２丁目地内

9

整 理
番 号

路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点 摘要
市 道 路 線
廃止図番号

1 幕張２８３号線 武石町２丁目地内 幕張町４丁目地内 全部廃止

2 武石町６４号線 武石町２丁目地内 武石町２丁目地内 全部廃止

3 武石町６６号線 武石町２丁目地内 武石町２丁目地内 全部廃止

4 長作町１８６号線 長作町地内 長作町地内 全部廃止 2

1
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整理番号①②市道路線認定図1
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整理番号③～⑥市道路線認定図2
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整理番号⑦～⑨市道路線認定図3
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整理番号⑩⑪市道路線認定図4

口
』
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整理番号⑫市道路線認定図5
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整理番号⑬～⑮市道路線認定図6
一
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整理番号⑯⑰市道路線認定図7
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整理番号⑱市道路線認定図8
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整理番号⑲～⑳市道路線認定図9
関係図面市道路線廃止図1
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市道路線認定図9路線表示表

U

整理

番号
路線名

整理

番号
路線名

⑲ 幕張501号線 ⑳ 武石町85号線

⑳ 幕張502号線 ⑪ 武石町86号線

⑪ 幕張503号線 ⑫ 武石町87号線

⑳ 幕張504号線 ⑬ 武石町88号線

⑳ 幕張505号線 ⑭ 幕張702号線

⑭ 幕張506号線 ⑮ 幕張703号線

⑮ 幕張507号線 ⑳ 幕張704号線

⑳ 幕張508号線 ⑰ 武石町701号線

⑰ 武石町82号線 ⑱ 武石町702号線

⑳ 武石町83号線 ⑲ 武石町703号線

⑳ 武石町84号線 ⑳ 武石町704号線
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整理番号①～③市道路線廃止図1
関係図面市道路線認定図9

へ
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整理番号④市道路線廃止図2
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議 案 説 明 

  市道路線の認定及び廃止について、道路法第８条第２項及び第１０

条第３項の規定に基づき、議決を求めるものであります。 
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